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１ はじめに 

 令和３年度は「西東京市第４次男女平等参画推進計画・西東京市配偶者暴力対策基本計画・

西東京市女性の職業生活における活躍推進計画」の３度目の評価になる。委員会評価及び担

当課評価は下記のとおりとなった。 

 

令和３年度 評価項目数 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

委員会評価（施策評価） 
46 27 18 1 0 

100％ 58.7％ 39.1％ 2.2％ 0％ 

委員会評価（課別評価） 
114 65 46 3 0 

100％ 57.0％ 40.4％ 2.6％ 0％ 

担当課評価（事業別評価） 
214 143 53 18 0 

100％ 66.8％ 24.8％ 8.4％ 0％ 

 

 第４次計画では、委員会は施策単位と施策内の課別の評価を、担当課は第３次計画と同様

各課事業別で評価を行うこととなった。 

 令和３年度担当課評価は令和２年度よりもＡ評価が増加し、Ｃ評価が減少した。委員会評

価は課別評価でも同様の傾向となり、施策全体についての評価（以下「施策評価」という）

ではＡ評価が前年の47.8％から58.7％へと増加した。一方でＣ評価が8.7％から2.2％へと減

少した。新型コロナウイルス感染症の影響を初めて受けた令和２年度に比べ、コロナ下での

２年目の事業実施となった令和３年度においては、各課が工夫して事業を実施したため評価

が向上したものと思われる。 

 

評価方法について 

◆評価上の着眼点 

評価に当たっては、下記の「評価上の着眼点」を踏まえて評価を行った。 

 

 

  
① 「男性は」「女性は」こうあるべき、といった「固定的性別役割分担意識」にとらわれな

いよう配慮しているか。 

② 性別等による差別や人権侵害に配慮しているか。 

③ 男女いずれかに偏った表現や、性別によってイメージを固定化した表現になっていない

か。 

④ 機会均等における男女間の格差を改善するため、必要な範囲で男女いずれか一方に対し

て、積極的に機会提供を図っているか。 

⑤ 事業の企画立案や実施にあたって、女性・男性双方の意見が反映されるよう、配慮してい

るか。 

⑥ 前年度の取組に課題があった場合、委員会の評価を踏まえ取組の改善・工夫を行ったか。 

⑦ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約・男女共同参画社会基本法を踏ま

え、西東京市第４次男女平等参画推進計画に沿った取組を行っているか。 
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(1) 担当課評価 

  担当課は各課の事業ごとに「具体的な事業又は取組計画」、「執行状況・事業計画」、「次

年度の課題」を明確にし、下記の基準に照らして担当課評価（Ａ～Ｄ評価）を行った。 

 

◆担当課評価基準 

Ａ 事業・取組計画が施策の内容に合致し、着実に執行され、課題が明らかになっているもの。 

Ｂ 事業・取組計画や執行状況、課題のいずれかに改善の余地があるもの。 

Ｃ 事業・取組計画や執行状況、課題のいずれも不十分なもの。 

Ｄ 未実施のもの。 

 

(2) 委員会評価 

  委員会は担当課評価をもとに、施策ごとの評価（施策評価）、重点課題ごとの評価、報告

書の総評（これからの課題）を行った。施策ごとの評価は、施策全体についての評価（施

策評価）と、同一施策内の課単位での評価(課別評価)とにより行った。 

 ア 課別評価の評価基準 

   課別評価は、担当課評価基準に合わせ、３項目（「具体的な事業又は取組計画」、「執行

状況・事業計画」、「次年度の課題」）について４段階（Ａ～Ｄ）で評価する。さらにそれ

らを換算表に当てはめ、総合評価（「課別評価」と呼ぶ）を行う。 

   ３項目の評価基準は下記のとおりである。 

 

  ◆委員会評価基準 

  ・計画内容評価（「具体的な事業又は取組計画」に対する評価） 

Ａ 施策の内容に合致しており、男女平等推進計画を推進するうえで効果的な事業。 

Ｂ 施策の内容に概ね合致している事業。 

Ｃ 施策の内容に関連している事業。 

Ｄ 施策との関連が乏しく、見直しが必要な事業。 

 

  ・執行状況評価（「執行状況・事業計画」に対する評価） 

Ａ 計画通りの執行状況。 

Ｂ 概ね計画通りの執行状況。 

Ｃ 計画より遅れている執行状況。 

Ｄ 未執行のもの。 

 

  ・課題把握基準（「次年度の課題」に対する評価） 
Ａ 課題を正確かつ的確に把握している。 

Ｂ 課題を把握している。 

Ｃ 課題の把握が不十分である。 

Ｄ 課題の把握ができていない。 

 

 イ 施策評価の評価基準 

   「施策評価」は課別評価を換算表(後出)に当てはめることにより自動的に算出される。 

   算出された評価は下記のように見なすこととする。 

  ・施策評価基準 

Ａ 課題に対する取組が十分である。 

Ｂ 課題に対する取組が概ね十分である。 

Ｃ 課題に対する取組に一部改善の必要がある。 

Ｄ 課題に対する取組が不十分である。 
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  ◆委員会評価の換算方法及び評価手順 

 

  ①下記の換算表に従い、Ａ～Ｄ評価を点数に換算し、合算する。 

    「執行状況」に比重を置き、「計画内容」「課題把握」の各評価を以下のとおり３～

０点に、「執行状況」を９～０点に換算し、合算する（15 点満点）。 

  評価項目 

評価 

換算点 

計画内容 課題把握 執行状況 

Ａ ３ ３ ９ 

Ｂ ２ ２ ６ 

Ｃ １ １ ３ 

Ｄ ０ ０ ０ 

 

  ②合算した点数を下記の変換表に従い、Ａ～Ｄ評価に変換する（課別評価が決定）。 

各課平均値 課別評価 

13 点以上 Ａ 

８点以上 Ｂ 

５点以上 Ｃ 

５点未満 Ｄ 

 

  ③ ②で算出した各課の課別評価の点数を合算し、課の数で除して平均点を算出する。 

  （例）（Ａ課 13 点+Ｂ課９点+Ｃ課 11 点+Ｄ課７点）÷４（課）＝10.0 点 

    算出した平均点を下記の変換表に従いＡ～Ｄ評価に変換する（施策評価が決定）。 

各課平均値 施策評価 

12.5 点以上 Ａ 

8.0 点以上 Ｂ 

5.0 点以上 Ｃ 

5.0 点未満 Ｄ 

  （例）10.0 点＝Ｂ 

 

 ウ 重点課題別評価の評価基準 

   上記の手順にならい、施策評価の平均点を算出し、上記③の変換表に従いＡ～Ｄ評価

を決定する。 



２　評価割合

(1) 評価の年度推移

委員会評価（施策評価）

全体 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

Ａ 20 22 27

Ｂ 24 20 18

Ｃ 2 4 1

Ｄ 0 0 0

委員会評価（課別評価）

全体 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

Ａ 61 56 65

Ｂ 49 49 46

Ｃ 4 9 3

Ｄ 0 0 0

担当課評価

全体 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

Ａ 143 130 143

Ｂ 62 65 53

Ｃ 11 20 18

Ｄ 0 0 0

66.2%

60.5%

66.8%

28.7%

30.2%

24.8%

5.1%

9.3%

8.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

43.5%

47.8%

58.7%

52.2%

43.5%

39.1%

4.3%

8.7%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

53.5%

49.1%

57.0%

43.0%

43.0%

40.4%

3.5%

7.9%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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(2) 令和３年度基本目標別評価

委員会評価（施策評価）

全体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ａ 11 4 4 8

Ｂ 4 3 8 3

Ｃ 0 0 1 0

Ｄ 0 0 0 0

担当課評価

全体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ａ 63 16 46 18

Ｂ 17 21 11 4

Ｃ 2 6 7 3

Ｄ 0 0 0 0

73.3%

57.1%

30.8%

72.7%

26.7%

42.9%

61.5%

27.3%

7.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

76.8%

37.2%

71.9%

72.0%

20.7%

48.8%

17.2%

16.0%

2.4%

14.0%

10.9%

12.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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(3) 課題別評価の年度推移

Ⅰ　人権の尊重

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 13 11 11

B 2 4 4

C 0 0 0

D 0 0 0

計 15 15 15

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 65 56 63

B 15 23 17

C 2 3 2

D 0 0 0

計 82 82 82

Ⅰ-１　男女の固定的性別役割分担意識の解消

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 1 1

B 1 2 2

C 0 0 0

D 0 0 0

計 3 3 3

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 11 10 10

B 3 4 4

C 0 0 0

D 0 0 0

計 14 14 14

Ⅰ-２　家庭・学校・地域における男女平等教育と学習の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 3 2 3

B 0 1 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 3 3 3

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 15 12 18

B 4 7 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 19 19 19

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

66.7%

33.3%

33.3%

33.3%

66.7%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

100.0%

66.7%

100.0%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

78.6%

71.4%

71.4%

21.4%

28.6%

28.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

78.9%

63.2%

94.7%

21.1%

36.8%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

86.7%

73.3%

73.3%

13.3%

26.7%

26.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

79.3%

68.3%

76.8%

18.3%

28.0%

20.7%

2.4%

3.7%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅰ-３　配偶者等からの暴力の防止と被害者支援

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 5 5 4

B 0 0 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 5 5 5

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 30 28 26

B 2 3 6

C 1 2 1

D 0 0 0

計 33 33 33

Ⅰ-４　男女平等を阻む暴力の防止（セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力等）

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 2 2

B 0 0 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 6 5 6

B 2 3 2

C 0 0 0

D 0 0 0

計 8 8 8

Ⅰ-５　性と生殖に関する健康支援

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 1 1

B 1 1 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 3 1 3

B 4 6 4

C 1 1 1

D 0 0 0

計 8 8 8

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

100.0%

100.0%

80.0% 20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

90.9%

84.8%

78.8%

6.1%

9.1%

18.2%

3.0%

6.1%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

100.0%

100.0%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

75.0%

62.5%

75.0%

25.0%

37.5%

25.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

37.5%

12.5%

37.5%

50.0%

75.0%

50.0%

12.5%

12.5%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅱ　地域における男女平等参画の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 4 2 4

B 3 4 3

C 0 1 0

D 0 0 0

計 7 7 7

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 18 15 16

B 25 22 21

C 2 7 6

D 0 0 0

計 45 44 43

Ⅱ-１　政策・方針決定過程への男女平等参画の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 2 1

B 0 0 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 12 10 9

B 15 16 16

C 2 2 2

D 0 0 0

計 29 28 27

Ⅱ-２　地域活動における男女平等参画の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 0 2

B 1 2 1

C 0 1 0

D 0 0 0

計 3 3 3

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 5 5 6

B 3 2 2

C 0 1 0

D 0 0 0

計 8 8 8

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

100.0%

100.0%

50.0% 50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

41.4%

35.7%

33.3%

51.7%

57.1%

59.3%

6.9%

7.1%

7.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

66.7%

66.7%

33.3%

66.7%

33.3%

33.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

62.5%

62.5%

75.0%

37.5%

25.0%

25.0%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

57.1%

28.6%

57.1%

42.9%

57.1%

42.9%

14.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

40.0%

34.1%

37.2%

55.6%

50.0%

48.8%

4.4%

15.9%

14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅱ-３　男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりの推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 0 1

B 2 2 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 0 1

B 7 4 3

C 0 4 4

D 0 0 0

計 8 8 8

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

50.0%

100.0%

100.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

12.5%

12.5%

87.5%

50.0%

37.5%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅲ　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 4 4

B 11 7 8

C 1 1 1

D 0 1 0

計 13 13 13

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 44 41 46

B 16 16 11

C 4 7 7

D 0 0 0

計 64 64 64

Ⅲ-１　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 0 1

B 1 1 0

C 1 0 1

D 0 1 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 3 4

B 4 2 0

C 3 3 4

D 0 0 0

計 8 8 8

Ⅲ-２　経済活動における女性活躍の推進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 1 0

B 4 3 4

C 0 0 0

D 0 0 0

計 4 4 4

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 3 3 2

B 6 3 5

C 0 3 2

D 0 0 0

計 9 9 9

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

12.5%

37.5%

50.0%

50.0%

25.0%

37.5%

37.5%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

33.3%

33.3%

22.2%

66.7%

33.3%

55.6%

33.3%

22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

7.7%

30.8%

30.8%

84.6%

53.8%

61.5%

7.7%

7.7%

7.7%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1
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R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

68.8%

64.1%

71.9%

25.0%

25.0%

17.2%

6.3%

10.9%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅲ-３　男性の家事・育児・介護への参画促進

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 0 0

B 2 2 2

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 5 4 6

B 4 6 3

C 1 0 1

D 0 0 0

計 10 10 10

Ⅲ-４　子育てへの支援

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 2 2

B 2 1 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 3 3 3

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 26 23 26

B 2 4 2

C 0 1 0

D 0 0 0

計 28 28 28

Ⅲ-５　介護への支援

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 1 1

B 2 1 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 9 8 8

B 0 1 1

C 0 0 0

D 0 0 0

計 9 9 9

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

100.0%

100.0%

100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R1

R2

R3

R4

R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

33.3%

66.7%

66.7%

66.7%
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R5

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

92.9%

82.1%
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7.1%

14.3%
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3.6%
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

50.0%
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

100.0%

88.9%
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Ⅳ　男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 5 8

B 8 5 3

C 1 1 0

D 0 0 0

計 11 11 11

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 16 18 18

B 6 4 4

C 3 3 3

D 0 0 0

計 25 25 25

Ⅳ-１　庁内推進体制の充実

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 2 3

B 4 3 3

C 1 1 0

D 0 0 0

計 6 6 6

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 10 11 10

B 4 3 4

C 3 3 3

D 0 0 0

計 17 17 17

Ⅳ-２　男女平等推進センターパリテの事業の充実

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 0 2 4

B 4 2 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 4 4 4

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 4 5 6

B 2 1 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 6 6 6

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）

評価
年度（事業数）

16.7%

33.3%

50.0%

66.7%

50.0%

50.0%

16.7%

16.7%
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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Ⅳ-３　男女平等参画推進計画の進行管理

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 1 1 1

B 0 0 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 1 1 1

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 2 2 2

B 0 0 0

C 0 0 0

D 0 0 0

計 2 2 2

重点課題別評価の年度推移

委員会評価（施策評価）

R1 R2 R3 R4 R5

A 3 2 3

B 1 3 2

C 1 0 0

D 0 0 0

計 5 5 5

担当課評価

R1 R2 R3 R4 R5

A 64 62 59

B 28 29 30

C 9 9 10

D 0 0 0

計 101 100 99

令和３年度重点課題別評価

委員会評価（施策評価）

Ⅰ -1 Ⅰ -3 Ⅱ -1 Ⅲ -1 Ⅳ -1

A 1 4 1 1 0

B 2 1 1 0 3

C 0 0 0 1 3

D 0 0 0 0 0

計 3 5 2 2 6

担当課評価

Ⅰ -1 Ⅰ -3 Ⅱ -1 Ⅲ -1 Ⅳ -1

A 10 26 9 4 10

B 4 6 16 0 4

C 0 1 2 4 3

D 0 0 0 0 0

計 14 33 27 8 17

評価
課題（事業数）

評価
年度（課題数）

評価
年度（事業数）

評価
課題（施策数）

評価
年度（事業数）

評価
年度（施策数）
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59.3%

23.5%
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３ 重点課題別評価 

 

Ⅰ―１ 男女の固定的性別役割分担意識の解消 

 

 令和４年６月３日に決定した「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2022 (女性版

骨太の方針 2022)」（すべての女性が輝く社会づくり本部 男女共同参画推進本部）

では、「我が国の現状と課題」として、「長引く新型コロナウイルス感染症の影響

は、男女共同参画の遅れを改めて顕在化させた。その背景には、昭和の時代に形作

られた各種制度や、男女間の賃金格差を含む労働慣行、固定的な性別役割分担意識

など、制度・慣行・意識の３つの要素が相互に強化し合っているという構造的な問

題があると考えられる。」と指摘されている。また、「男性もまた男女共同参画社

会の主役である。これまで、男性は、長時間労働等の昭和時代から続く慣行に阻ま

れ、家庭や地域における活躍の機会が相対的に少なかった。女性の社会的における

活躍と歩調を合わせて、男性の育児等への参画や地域活動への参加を促し、男性も

のびのびと生きやすい社会を実現する必要がある。」と記されている。男女の固定

的性別役割分担意識の解消には、制度・慣行・意識の３つの構造的問題も視野に取

り組む必要がある。構造的問題も踏まえ、あらためて「固定的性別役割意識」、

「アンコンシャス・バイアス」等への理解を深めることも同時に欠かせない。 

 各担当課には、昨年度に引き続き、各施策を計画、執行、評価、課題設定を行う

際に、「男女の固定的性別役割分担意識の解消」（評価上の着眼点）という課題を

意識し、それぞれの施策が課題解決に向けて効果を発揮するよう、注力いただきた

い。また、評価を記載いただく際には、注力いただいた点の具体的な記載を要望す

る。協働コミュニティ課には、計画が実効性を発揮できるよう、ＰＤＣＡの潤滑な

運用に向けて、評価報告記載方法の検討、研修、情報提供など様々な取り組みを期

待する。 

 

（１）男女平等参画推進のための意識啓発と情報提供 

 各担当課の取り組みを評価したい。施策を推進するには、担当課間の連携が欠かせ

ない。特に、秘書広報課と連携した男女平等参画推進に関する情報提供を期待する。

また、男性、若い世代にも届く情報内容、情報提供方法の検討も要望する。 

 

（２）男女平等に関する学習機会の提供 

 各担当課の取り組みを評価したい。事業実施後にアンケートをとるなど成果や課題

の可視化に努め、事業評価、次年度の課題把握への活用を期待する。 

 

（３）メディア・リテラシーの普及・啓発の推進 

 メディア・リテラシーは、男女平等推進参画、固定的性別役割分担意識の解消に、

大きく関わる。市民が情報を取捨選択し活用する能力向上を図れるように、関連部署

との連携も含め、事業、取組計画の内容をさらに検討し、様々な展開を期待する。 
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Ⅰ－３ 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援 

 

 令和３年度もコロナ禍の中での事業の推進であったが、その中において、被害者が

相談しやすいような体制づくりを目指し、様々な形での支援体制の充実に努力されて

おり、このことは大いに評価に値する。 

 ＤＶ相談件数は、コロナ禍において増えている状況（令和２年度約 19 万件、前年度

の 1・6 倍、内閣府統計）にあり、これは相談窓口機関の増設、ＰＲ方法等の拡充のよ

るところも大きい。西東京市においては、ＤＶ相談件数は横ばいであるが、児童虐待

に関する相談は、過去最多となっている。ＤＶと子どもの虐待は、表裏一体の関係に

あり、ＤＶ家庭に対して、担当部署と共通認識と連携の強化を図り、支援体制の充実

を図ることを期待したい。 

 また、コロナ禍の家庭状況においては、まだまだ男女の性別役割分業意識は、根強

く残っており、ＤＶ被害者支援の観点からも男女共同参画推進を図ることが求められ

る。 

 ＤＶ被害者に対しては、まず相談先の周知を図ることが基本となり、その周知方法

に対しては、現在も様々な形で取り組んできており、今後もさらなるきめ細やかな情

報発信を期待し、ＤＶ被害者支援の充実が図れることを期待する。 

 

（１）暴力の未然防止と早期発見 

 ＤＶに関しての周知度は、約７割が知っている（内閣府の世論調査）と回答してお

り 2001 年のＤＶ法の成立時から 20 年余りの経過を経て、ＤＶという言葉は、世間一

般に浸透してきている。しかし、その実態に関しては、周知されているとは言い難く、

被害を受ける人は、まだ特別な人であると思っている人も少なくない。そのためには、

あらゆる機会を通してＤＶの実情についての理解を促すとともに、若年層に対しては、

性暴力等への課題も含めて情報提供をしていくことを期待したい。暴力の防止には、

若い世代への性教育の視点からの啓発活動も必要に思われる。この視点から庁内体制

の中での研修、連携を充実させて欲しい。 

 

（２）相談窓口の充実 

 ＤＶ被害者支援の基本となる安心・安全となる相談先、相談場所の周知に関して、

様々な手段を通して地道な形で情報提供していることは、大いに評価に値する。目標

に掲げている中の“繰り返し相談窓口の提供をしていく”という姿勢が被害者支援の

推進の要となることを評価したい。 

 まだ、何処に相談してよいかわからないという被害者も少なくない。 

 他の機関がＤＶ被害に関心を寄せてくれることで被害者に情報を提供できうる。 

 今後、SNS による相談、情報提供が主流になっていくものと思われる。この SNS 相

談窓口にも安全性を担保し、相談しやすい体制づくりを期待したい。 

 

（３）被害者の安全の確保と自立への支援 

 安全・安心できる相談体制の実施は、被害者の自立への第一歩に左右されると思わ

れる。 

 現在、専門性のある相談員の配置、連携が保たれているようであり、今後も現在の
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体制の継続を期待する。 

 緊急性の配慮、対応については、警察、東京都の女性センターとの連携もスムーズ

で評価できる。 

 

（４）市の体制整備に向けた取り組みの評価 

 ＤＶ被害者支援は男女平等の視点からの取り組みであることを念頭に体制づく

りを充実させていることは評価する。切れ目のない支援においては、ワンストッ

プサービス、庁内におけるＤＶ被害者関係部署における役割の確認、連携づくり

の明確化も必要かと思われる。現在、連絡会議を実施しているようであり、さらに

事例等に踏み込んだ研修を充実させることで組織体制としてスムーズ動くのでは

ないかと期待する。 

 

（５）関係機関との連携強化 

 ＤＶ被害者支援においては、様々な関係機関との連携体制の中で実施されることは

不可欠である。この連携を充実させることにより、被害者支援は切れ目のない支援に

つながっていく。この点からも被害者の転宅後の支援を視野に入れ、様々な分野の民

間団体との連携を充実させることを期待する。 

 

 

Ⅱ―１ 政策・方針決定過程への男女平等参画の推進 

 

 政策・方針決定過程への男女平等参画に推進という重点課題について、各課も特に

女性の登用率向上を目標として掲げているが現状として大きな成果は得られていな

いと感じざるを得ない。しかし、悲観的な側面だけではなく、地域でリーダーと成り

得る新たな人材の情報収集や養成へと繋がる取り組みは評価されるべきと考える。こ

れらの取り組みが広がり、将来的にはこの取り組みに参加した西東京市民が、自身の

意思や行動によって主体的に西東京市の課題を解決する人材となることが期待され

る。 

 一方で、例年、課題となっている充て職による審議会・委員会への女性登用率の問

題は依然として残されたままである。少なくとも各団体への呼びかけや、女性の推薦

枠を確保するなど市が率先して登用する姿勢を示し、少しずつでも参加できる枠組み

を用意することなどを提案したい。また、地域活動に積極的ではない男性も参加しや

すいような事業や企画を計画・立案・実行に移されることが望まれる。 

 西東京市として、市民の男女平等参画意識の醸成を目標とするだけではなく、具体

的な目標数値と検証結果を踏まえ、西東京市民が自ら政策・方針決定過程に関われる

ように、より発展性をもった取り組みを期待したい。 

 

（１）審議会・委員会等への女性の積極的登用 

 審議会・委員会等の委員選出時期が重なっている課が多い中、各課も女性の登用率

向上を目標として掲げてはいるが、実情としては子育て・教育・民生委員など、地域

生活に関わりやすい課での登用率が高い傾向である。一方で、登用率が低い課で見ら

れる特徴は、各団体からの構成員や指名による人員、充て職での選出が行われる傾向
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が高いため、選出方法そのものを見直す必要があると考えられる。 

 

（２）人材に関する情報の収集と人材の養成 

 コロナ禍においても、情報誌『パリテ』を代表として、継続的に最新の情報を発信

し続けていることは大いに評価されるべきである。特に、ジェンダーに関する情報発

信については、情報を受け取った側の理解度を高める内容であり、教育の現場でも配

布・普及して頂きたいほどの出来となっている。今後も啓蒙活動やバラエティ豊かな

各種講座・セミナーを開催することにより、地域で活躍できる女性リーダーの情報収

集と登用、養成に努めていただきたい。 

 

 

Ⅲ―１ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 

 

 女性活躍の推進や男女共同参画社会の実現などの課題に対し、ワーク・ライフ・バ

ランスの充実は必要不可欠なものになっているが、現在では、ワーク・ライフ・バラ

ンスの「仕事とプライベートのバランスをとる」という考え方から、ワーク・ライフ・

インテグレーションという、「仕事とプライベートを分けて考えず、総合的な充実（仕

事が充実することでプライベートも充実する、またその逆）を図る」という考え方に

変化してきている。 

 この背景には、少子高齢化に伴う労働人口の減少により、育児や介護を理由とした

離職の防止、シニア世代労働者の活用、労働スタイルの多様化への対応が求められて

いることが挙げられ、仕事と生活の調和を向上させるための市と企業の役割は、さら

に重要性が増してきていると考えられる。 

 

（１）ワーク・ライフ・バランスの啓発と情報提供 

 ワーク・ライフ・バランスの啓発や情報提供の取り組みに対し、セミナーを実施し、

昨年度に課題として挙げていた、参加者の少なさを改善させるため、周知活動を強化

したことは評価できる。また、他市と共同で開催した法律知識を交えたセミナーも、

普段は情報を得にくく、理解が難しい、法律の啓発に努めたことは評価できる。 

 しかし、一方で、カウンターに「雇用平等ガイドブック 女性活躍推進法・次世代育

成支援対策推進法のポイント」等のパンフレット配布や、東京都や厚労省、ハローワ

ーク等からの就労関係通知や情報提供についての市広報、ＨＰへの掲載は、一方通行

感が否めない。設置や掲載した後にどのような反響があったかが重要であるため、そ

こまで追求し、対策を講じて頂きたい。また、就職支援セミナー及び就職面接会につ

いても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、２年連続で中止となっている。

ここについても、対面以外の開催方法を検討し、開催をして頂きたい。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの促進に向けた事業所への働きかけ 

 市内事業団体へのアプローチや連携は、ハードルが高いため、実施が難しい内容で

はあるが、できるところから目標、スケジュールを立て、進めて頂きたい。また、公

共調達についても、現状、進展がなく、検討段階に留まっていることから、他市との

情報共有などを図り、少しでも取り組みを進めて頂きたい。 
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Ⅳ―１ 庁内推進体制の充実 

 

 市民ないしは市内事業所に対して、男女平等の理想のモデルを示すという意味から

も、庁内における男女平等推進体制を充実させることは非常に重要であるところ、 

（１）庁内推進体制の充実・強化 

（２）男女平等推進条例設置の検討 

（３）国や都、他自治体との連携や情報交換 

（４）男女平等参画に関する職員の理解促進 

（５）男女ともに働きやすい職場環境の整備 

と６つの施策からその充実化につきアプローチしている。 

 

（１）庁内推進体制の充実・強化 

 まずは、男女平等の意識の形成・啓発のために、協働コミュニティ課が主導して、

各課と意見交換を行っており、以前は、専ら受け身のように思えた各課も少しずつで

はあるが、自発的に課題設定や課題解決のための問題点を見直すようになってきてい

る。 

 

（２）男女平等推進条例設置の検討 

 また、男女平等推進条例は、やはり、男女平等推進に向けての大きな指針となるた

め、条例という形で設置することは必要であり、こちらも前進の兆しをみせつつある。 

 

（３）国や都、他自治体との連携や情報交換 

 同様に、他の行政・自治体との連携や情報交換は、施策を設けたり、問題解決の糸

口をつかむための有益なヒントとなるもので、こちらも、コロナ禍という制限のある

なかでその動きを止めていないところが評価できる。 

 

（４）男女平等参画に関する職員の理解促進 

 究極は、職員一人一人が所属課にかかわらずその理解を深めることが必要であるが、

こちらも、協働コミュニティ課が主導して、男女平等参画に関する職員の理解促進の

ための活動を進めている。 

 

（５）男女ともに働きやすい職場環境の整備 

 いわゆるワークライフバランスに男女平等の考え方を取り入れて、その環境整備に

あたっており、意識推進及び長時間労働削減の試みも進んでいる。 

 

（６）管理的立場における女性職員の参画促進 

 こちらは、数値目標になるが、女性管理職を増やすためには、ただ、その管理職試

験の促しだけでは難しく、結局は、「（１）庁内推進体制の充実・強化」、「（４）男女平

等参画に関する職員の理解促進」、「（５）男女ともに働きやすい職場環境の整備」が相

まって少しずつ進んでいくものであるので、これらの充実が重要となる。 
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４　各課事業評価報告

★（重点課題）

課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

①情報誌パリ
テの発行と配
布

情報誌パリテを発行し、市民の
男女平等意識のさらなる定着と
浸透及び男女の固定的役割分担
意識の解消を図ります。作成に
ついては市民参画で行います。
また、多くの市民が読めるよう
に配布について工夫します。

協働コミュニティ課 情報誌パリテを発行し、市民の男
女平等意識のさらなる定着と浸透
を図る。作成については市民参画
で行う。また、多くの市民が読め
るように配布について工夫する。

協働コミュニティ課 男女平等意識や男女平等参画につ
いて、市報、市ホームページ、パ
ネル展また、センターの資料など
を充実しセンター内の展示なども
工夫をして、さまざまな媒体を通
し、情報提供を行う。

秘書広報課 持ちうる広報媒体（市報・ホーム
ページ（SNSを含む。)）を最大限
に活用しながら、引き続き紙面お
よびホームページ画面について男
女平等意識に留意し、情報提供し
ていく。

公民館 掲示板やパンフレット台等を活用
して、市や関係機関、市民団等が
行う男女平等意識や男女共同参画
に関する啓発事業等について、情
報提供を行う。

図書館 男女共同参画週間にあわせ、男女
平等意識や男女平等参画に関連す
る資料の展示を行う。

③パリテまつ
りの開催

パリテまつりを開催し、多くの
市民に向けて、男女平等参画に
ついて発信します。

協働コミュニティ課 パリテまつりを開催し、広い年齢
層の参加を目指し、男女平等参画
について発信する。

体系番号

男女平等意識や男女平等参画に
ついて、市報、市ホームペー
ジ、パネル展などさまざまな媒
体を通して、情報提供を行いま
す。

担当課目標

②情報の提供

(１)Ⅰ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

Ａ

情報誌パリテを10月と３月に合わせて21,000部を発行・配布し、ホームページに
掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会の市民委員により、市民に伝えたいタイム
リーなテーマを、分かりやすい表現を心がけて構成した。表紙の色の選定やイラ
ストについても検討をし、興味をを持ってもらえるように作成した。特集記事に
ついて、「～男性も取りやすい、育児・介護休業法改正～チーム“家族”でもっ
と育休を ！仕事と育児を両立できるライフスタイルへ」・「アンコンシャス・バ
イアスに気づいて誰もが暮らしやすい世の中に」とし、一部の人の問題ではな
く、市民全般に現状を伝え、課題を知ってもらうきっかけとして掲載した。
 また、中学生全員に配布していることから、特に中学生にもわかりやすい内容と
なるよう、留意して編集を行った。

情報誌パリテを発行し、市民の男女平
等意識のさらなる定着と浸透を図る。
作成については市民参画で行う。ま
た、中学生全員に配布していることか
ら、中学生への情報配信を引き続き行
う。

Ａ

男女共同参画週間及び、女性に対する暴力をなくす運動期間に、パネル展示と講
演会を実施した。その他、講演会及び講座を５回実施し、市報、ホームページ等
に掲載して、啓発を行った。引続き東京ウィメンズプラザなど啓発事業のポス
ターやチラシなど、パリテでの掲示を行い、東京ウィメンズプラザフォーラムパ
ネル展にも参加し、西東京市の男女平等参画をＰＲした。

男女平等意識や男女平等参画につい
て、引き続き市報、市ホームページ、
パネル展などさまざまな媒体を通し
て、情報提供を行う。また、若年層に
も分かりやすい表現での情報提供を工
夫する。

Ａ

市報・ホームページ等の広報媒体においては、担当課と調整を図り、男女平等意
識に留意した情報発信に努めた。
また、Twitter・Facebook・LINEなどのSNSを活用して、より多くの人を対象に情
報提供をした。

各広報媒体での情報発信については、
引き続き、担当課との調整を図り、男
女平等意識に留意し、情報提供してい
く。

Ａ

ポスターの掲示やチラシ、広報紙等の配架により、庁内関係部署及び関係機関、
市民団体が行う男女平等参画に関する啓発事業について、情報提供を行った。

ポスターの掲示及びチラシや広報紙の
配架により、市や関係機関、市民団体
等が実施する男女平等意識や男女平等
参画に関する啓発事業や学習機会の提
供に努める。

Ａ

男女共同参画週間にあわせ、谷戸図書館にて６月に関連書籍の展示を行った。 男女共同参画週間にあわせ、男女平等
意識や男女平等参画に関連する資料の
展示を行う。

Ｂ

10人の実行委員と10の参加団体により、「withコロナ時代のジェンダー平等～み
んなの“私らしさ”を大切にしたいから～」をテーマにして、第14回パリテまつ
りをオンラインで開催した。
　参加者は70代が多かったが、30代から比較的幅広い年代層の参加があった。太
田恵子さんの講演会やバルーンアートでは若い参加者が多かった。性別では女性
の参加者が男性の約３倍多かった。「回答したくない」の枠も設けてアンケート
を取り、結果としてその枠への回答もいただけた。

オンラインと対面のハイブリット開催
の条件や方法を検討する。

担当課評価
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 企画運営委員会の企画による講座
として、パリテ講座・ＤＶ被害者
支援のための自立支援講座・パリ
テまつりでの講座等を開催する。

子ども家庭支援センター 子育てひろばにおいて父親支援事
業を開催する。

公民館 男女平等参画の視点を取り入れた
講座の開催を検討する。

協働コミュニティ課 男女平等に関する資料の収集及び
図書の購入や図書コーナーの配置
や資料の配架などの工夫を図り、
また、ホームページに蔵書リスト
を掲載し、貸し出しの促進を図
る。

図書館 引き続き資料の収集・提供を行
う。

広く市民に向けて、男女平等意
識の浸透と定着を図り、男女平
等参画に関わるさまざまな問題
について、ともに考え、理解
し、自ら解決する力をつけるた
めに各種講座を開催します。

市民が男女平等参画について学
び、情報を入手できるように、
男女平等に関する資料の収集や
図書の貸し出しを行います。

①男女平等参
画 の 視 点 に
たった各種講
座の開催

②資料の収集
と図書の貸し
出し

Ⅰ-1★（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

○企画運営委員会の企画による講座　オンライン講座２回　１.「ＡＩから考える
ジェンダー～ＡＩにもジェンダーの刷り込みが？～」参加者12人 ２.「見違える
ほど在宅ワークがはかどる！～ＰＣデータ整理で効率アップ～」29人
講座３回　１.「☆親子でリフレッシュ☆ベビーマッサージ＆ママの簡単ストレッ
チ」20人　託児２人２.「『完璧な親なんていない「ノーバディズ・パーフェク
ト～子育てを楽しもう！』」参加者延べ44人　託児延べ53人　３.「子どもの性
を育てるとは～親・保護者のための性教育～」参加者24人　託児３人
○オンライン講演会２回　男女共同参画週間講演会「フィンランド人はなぜ午後
４時に仕事が終わるのか」参加者38人　女性に対する暴力をなくす運動期間「コ
ロナ流行によって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や職場での問題が
生活やココロに及ぼした影響と今後の課題～」参加者11人
○ＤＶ被害者等のための自立支援講座　Do it! ここから始まる。2021～ わたし
のトリセツ ～　１．パーソナルカラー～似合う色を知ってマスク生活に彩りを～
２．なんとなく不調～頭の凝りをほぐしてスッキリ！！～ ３．知って得する法的
知識～夫婦にまつわる法律のはなし～　４．フェイスエクササイズ～マスク生活
でも生き生きした表情を～　５．もしかしてモラハラ？発達障害？～夫婦や身近
な人との関係で息苦しくないですか～　６．わたしを護る護身術！～セルフディ
フェンス～ 計６回　参加者　延べ80人　託児　延べ21人
○【第14回パリテまつり】期間：２/26から３/５
２/26　１.誰ひとり取り残さない、人に優しいデジタル改革を目指して　参加者
38人 ２.カイロと健康と私らしさと～健康講座・オンライン編～　参加者４人
３.パパの初めてのバルーンアート講座・オンライン　参加者３人　４.ホームス
タートからみるイマドキの子育て　参加者７人　５.予防法務の観点から、トラブ
ルのない、安心した終活を目指してみませんか　参加者８人
２/27　１.ジェンダー平等な子育てってどうしたらいいの！？「これからの男の
子たちへ」の著者太田啓子さんにお聞きします　参加者23人　２.プラスチック
フリーってなあに？　参加者14人　３.ヨピちゃんの「らしさ」や自己表現を楽
しむためのヒント講座　参加者７人　アーカイブ配信参加者　728人
講座等の周知については市のTwitter等を活用した。パリテまつりは、実行委員
会のホームページを新設し団体紹介等も実施した。

男女平等参画に関わるさまざまな問題
について、共に考え、理解し、自ら解
決する力をつけるために各種講座を開
催する中で、講座内容について多くの
方々に知ってもらう工夫をする。受講
者の自主活動につながるような支援の
仕方を引き続き考える。

Ａ

引き続き新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言や、蔓延防止等重点措置
等の発出により、父親支援（乳幼児と父親の遊びを通じた交流と、父親同士の意
見交換）は開催できなかったが、のどか広場で4月～3月までの父親参加者が
1,298名、ピッコロ広場で4月～3月までの父親参加者が1,186名の利用があった。

引き続き父親支援事業の充実を図る。

Ｂ

母や妻という性別役割を求められ、社会とのつながり希薄になりがちな育児期の
女性を主たる対象とした保育付き講座を４講座実施。女性が一個の人格ある存在
として、自分を見つめ直す機会となった。(柳沢／「笑顔が生まれる絵本のある暮
らし」86人、芝久保／「10年後の私、きらめいて～あなたの人生、あなたが決め
よう！～」75人、谷戸／「ココロとカラダのパワーアップ講座」64人、ひばりが
丘／「日本の伝統造形文化に親しむ～折り紙でつくる地域とのつながり～」60
人）

男女平等参画の視点を取り入れた講座
を開催する。

Ａ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月刊誌・女性情報(女性に関する新
聞記事掲載)等を図書コーナーに設置し、いつでも市民が学習できるよう環境を常
時整備している。また、男女平等推進センター内に絵本コーナーを引き続き設置
するなど工夫した。男女平等参画に関する図書の紹介として、「パリテライブラ
リーニュース」を発行し、市内関係部署や施設に配布した。ＨＰにおいてもライ
ブラリーニュースの他、新着図書を掲載した。講座等で関連する貸出図書を設置
し、案内を実施した。
今年度104冊の貸し出し用図書等を増加した。
現在の蔵書1463冊（内ビデオ53本）
○28年度貸出し　132冊
○29年度貸出し　118冊
○30年度貸出し　234冊
○31年度貸出し　196冊
〇令和2年度貸出し　239冊
〇令和３年度貸出し　318冊
貸出冊数が増えた理由としては、主に住吉会館利用者（親子連れ）に絵本の存在
が認知されてきたことや、コロナ禍で図書館の利用が一時制限された影響が考え
られる。

市民が男女平等参画について学び、情
報を入手できるように、男女平等に関
する資料の収集や図書の貸し出しを継
続して行う。
蔵書内容についてのPR方法を引き続き
工夫する。

Ａ
男女平等参画関連資料（ダイバーシティ、LGBTQ、各種ハラスメント、性別によ
らない育児関連資料等）の収集および提供を行った。

引き続き資料の収集・提供を行う。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①情報誌パリ
テや講座等に
よ る メ デ ィ
ア ・ リ テ ラ
シーの普及・
啓発の推進

情報を取捨選択し活用する能力
など、メディア・リテラシーの
普及・啓発を推進します。

協働コミュニティ課 情報を取捨選択し活用する能力な
ど、メディア・リテラシーついて
配架図書の充実と活用をしながら
普及と教育を実施する。

協働コミュニティ課 市報や市発行物における表現にお
いて、男女平等の視点が徹底され
るようガイドラインの庁内庁内周
知を図るとともに、具体例の追加
を検討する。

秘書広報課 協働コミュニティ課作成のガイド
ラインを活用して広報していく。

①男女平等の
視点にたった
名簿等の活用

学校における名簿等の作成にあ
たっては、男女平等の視点に
たって児童・生徒一人ひとりが
自分らしく自立し、いきいきと
個性と能力を発揮できるよう留
意します。

教育指導課 引き続き、学校における名簿等の
作成にあたっては、男女平等の視
点に立つよう引き続き留意させ
る。また、それぞれの教育活動の
ねらいや児童・生徒の発達段階を
踏まえながら、児童・生徒一人ひ
とりの心情を考慮した教育活動が
推進されるよう支援していく。

②固定的な性
別役割にとら
われないキャ
リア教育の実
施

児童・生徒が、性別にとらわれ
ず、個々の能力を発揮できる進
路を選択できるように、キャリ
ア教育を行います。

教育指導課 固定的な性別役割分担意識にとら
われず、個性と能力を伸ばすとと
もに、一人ひとりの個性を尊重で
きるようにする。また、進路指導
主任会等で、生徒が主体的に、自
己の能力・適性を生かした進路を
選択できる能力や態度を育てられ
るよう、進路指導の充実に向けた
指導・助言を行う。

協働コミュニティ課 男女平等参画に関する情報誌パリ
テを全中学校生徒に配布し、男女
平等参画に関する理解促進を図
る。

教育指導課 引き続き「人権教育プログラム」
の全教職員配布、教員研修会の実
施、人権教育推進委員会の設置、
指導主事による学校訪問時の指
導・助言等の活動により、教員の
男女平等意識や人権意識をさらに
高める。

協働コミュニティ課 保育園や児童館、図書館などにお
いて、継続して男女平等の視点を
もった本・絵本・児童書などを紹
介する。

保育課 男女平等の視点をもった図書の情
報把握、共有に努め、意識啓発に
努める。

児童青少年課 引き続き男女平等の視点を持った
児童図書の紹介し、意識を啓発す
る。

図書館 児童向け発行物の掲載図書に関係
図書を選書するよう努める。

Ⅰ-2

男女共修や介護体験などを通じ
て、男女平等教育を実施しま
す。また、からだと性に関する
正しい知識を身につけ、自他と
もに尊重した性教育を実施しま
す。

③学校等にお
ける男女平等
教育の実施

④保育園や児
童館、図書館
な ど に お い
て、男女平等
の視点をもっ
た関係図書の
紹介等

(１)

②市発行物等
の表現におけ
る男女平等ガ
イドラインの
周知徹底

保育園や児童館、図書館などに
おいて、男女平等の視点をもっ
た本・絵本・児童書などの紹介
等します。

市報やホームページ、市発行物
における表現において、男女平
等の視点が徹底されるよう、庁
内に周知するとともに、作成し
たガイドラインの具体例につい
て適宜追加を行います。

（３）Ⅰ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｂ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月刊誌・女性情報(女性に関する新
聞記事掲載)等を図書コーナーに設置し、いつでも市民が学習できるよう環境を常
時整備している。

引き続き、様々な手段での情報提供を
検討する。

Ｂ

職員用定型文内に内閣府の「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」と、
表現における男女平等ガイドライン事例集を定型文に記載し、庁内問合せに関し
ては定型文を紹介するようにした（問合せ実績は無し）。

庁内関係部署への周知を行う。

Ａ
市報・ホームページ等における表現については、ガイドラインを活用し、担当課
と調整を図り、適切な情報発信に努めた。

引き続き、ガイドラインを活用した表
現による情報発信に努める。

Ａ

市立小中学校全校で男女混合名簿を作成、活用を行った。
中学校全校で学習指導要領に基づき保健体育科の男女共習を実施した。またこれ
らについて市教育委員会は学校訪問等で助言をした。

名簿等の作成や中学校の保健体育科の
男女共習について各種目での実施の方
法について学校訪問等で助言をする。

Ａ

進路指導主任会やキャリア教育担当者連絡会、年次研修においてキャリア教育を
テーマに設定するなど、一人一人の子どもたちのよさを引き出し、生き方を考え
させるための指導について、研修等を実施した。

進路指導主任会やキャリア教育担当者
連絡会、年次研修においてキャリア教
育をテーマに設定するなど、一人一人
の子どもたちのよさを引き出し、生き
方を考えさせるための指導について、
引き続き研修等を実施する。

Ａ

男女平等参画に関する情報誌「パリテ」を全中学校生徒向けに配布した。 情報誌パリテに中学生に理解しやすい
男女平等についての記事を掲載するこ
とにより、男女平等意識の啓発を行
う。

Ａ

「人権教育プログラム」の全教職員配布、教員研修会の実施、人権教育推進委員
会の設置、指導主事による学校訪問により、教員の男女平等意識や人権意識をさ
らに高めるよう助言をした。

引き続き「人権教育プログラム」の全
教職員配布、教員研修会の実施、人権
教育推進委員会の設置、指導主事によ
る学校訪問時の指導・助言等の活動に
より、教員の男女平等意識や人権意識
をさらに高める。

Ａ

相談員による、お勧め図書なども紹介した。
おすすめの絵本や児童書を掲載したパリテライブラリーニュースを発行し、児童
館等にも配布した。

関係図書を手に取りやすい環境づくり
の引き続きの実施と、保育園、児童館
等への図書の紹介を増やしたい。

Ａ

各基幹型保育園においては、乳児連れの親子に読み聞かせ等を通じて図書（絵
本）の紹介を行うとともに、各園において在園児向けに読み聞かせを等を通じて
図書（絵本）の紹介を行った。
また関係機関紙や関連研修時等の推薦図書を参考に、図書を選択するよう努め、
保育における意識啓発に取り組んだ。

今後も引続き、男女平等の視点をもっ
た図書の情報把握・共有に努め、意識
啓発に取り組んでいく。

Ａ
パリテが作成した男女平等の視点を持った図書が紹介されたリーフレット「パリ
テライブラリーニュース」を各館で掲示・配布した。

引き続き男女平等の視点を持った絵本
や児童図書の紹介し、意識啓発を行
う。

Ａ
「夏休みすいせん図書」に関係図書を選定・掲載し、市内小学校・中学校の全児
童・生徒に配布した。

継続して関係図書の選定・掲載に努め
る。

25 



課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①学校におけ
る人権教育の
実施

学習指導要領等に基づき、授業
や活動などで人権尊重や男女平
等などについて指導の充実を図
り、学校における人権教育を実
施します。

教育指導課 各学校における人権教育の全体計
画及び年間指導計画のさらなる改
善を図り、学校における人権教育
の一層の充実を図る。

②多様な性や
生き方に関す
る理解の促進

すべての人々がそれぞれの立場
で性自認・性的指向の差別解消
の取り組みを協働で進めるため
に、性的マイノリティの理解に
向けた講座・講演会や情報提供
等を通して、性の多様化や家族
形態の多様化等に対する理解の
促進を図ります。

協働コミュニティ課 情報誌を通じて多様な性に関する
情報提供を行う。また、多様な性
に関する講演会等を実施する。

③情報誌パリ
テの発行と配
布（再掲）

情報誌パリテを発行し、市民の
男女平等意識のさらなる定着と
浸透を図ります。作成について
は市民参画で行います。また、
多くの市民が読めるように配布
について工夫します。

協働コミュニティ課 情報誌パリテを発行し、市民の男
女平等意識のさらなる定着と浸透
を図る。作成については市民参画
で行う。また、多くの市民が読め
るように配布について工夫する。
（№１の再掲）

④国際交流等
行事の実施

国籍、民族、文化、習慣等の異
なる人々が互いを理解しあい、
地域でともに暮らす多文化共生
を推進します。

文化振興課 西東京市多文化共生センターの運
営

（２）Ⅰ-2
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

各学校における人権教育の全体計画及び年間指導計画のさらなる改善を図り、人
権教育に係る研究奨励校において研究を深め、人権教育の一層の充実を図った。

引き続き各学校における人権教育の全
体計画及び年間指導計画のさらなる改
善を図り、学校における人権教育の一
層の充実を図る。

Ａ

講師にLGBT当事者の松中権氏をお招きして人権講演会「はじめてのLGBTQ+～明日
から一人ひとりにできること～」をオンラインにより開催した。LGBTQ＋を巡る
様々な課題や現状、ご自身の経験などをお話しいただき、参加者からは大きな気
づきと学びをいただいた、と大変好評だった。(参加15人）
情報誌パリテで、性的マイノリティの当事者及び支援者のための団体の紹介、市
内在住のトランスジェンダー当事者の方の紹介を行ったほか、LGBTQ関連図書の
紹介を行った。

引き続き、様々な手段で情報提供をす
る。

Ａ

情報誌パリテを10月と３月に合わせて21,000部を発行・配布し、ホームページに
掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会の市民委員により、市民に伝えたいタイム
リーなテーマを、分かりやすい表現を心がけて構成した。表紙の色の選定やイラ
ストについても検討をし、興味をを持ってもらえるように作成した。特集記事に
ついて、「～男性も取りやすい、育児・介護休業法改正～チーム“家族”でもっ
と育休を ！仕事と育児を両立できるライフスタイルへ　」・「アンコンシャス・
バイアスに気づいて誰もが暮らしやすい世の中に」とし、一部の人の問題ではな
く、市民全般に現状を伝え、課題を知ってもらうきっかけとして掲載した。
 また、中学生全員に配布していることから、特に中学生にもわかりやすい内容と
なるよう、留意して編集を行った。

情報誌パリテを発行し、市民の男女平
等意識のさらなる定着と浸透を図る。
作成については市民参画で行う。ま
た、中学生全員に配布していることか
ら、中学生への情報も掲載していく。

Ａ

【西東京市多文化共生センター】
・月～金曜日　午前10時～午後４時まで開所（正午から１時を除く）
・外国籍市民の日常生活相談102件、外国籍市民支援活動先の紹介等60件、その
他の施設利用845件、多言語情報の提供38件、窓口通訳利用21件、通訳ボラン
ティア派遣事業19件、多言語通訳サービス41件
外国籍市民の多言語相談に応じたり、多言語情報の収集・提供などを行うなど、
多文化共生センターは外国籍市民の相談窓口及び支援ボランティアの拠点として
役割を果たすことができた。また、多文化共生センターでは、様々な言語に的確
に対応するため、相談員による通訳（英語・中国語・韓国語・スペイン語）の
他、タブレット端末を用いたテレビ電話による多言語通訳サービス（16言語以
上）による多言語対応を実施しており、多様な言語による対応を可能にすること
で、外国籍市民の相談にも円滑に対応し、問題解決を図ることができた。出入国
に伴う手続きや就労や医療に関することなど、より専門性の高い相談について
は、東京都や関係機関の窓口などを紹介しているほか、市の福祉丸ごと相談窓口
と連携するなどして対応することができた。
その他、日本人に対しても外国籍市民支援活動先の紹介等に取り組んだことは、
市民の外国籍市民を尊重する意識づくりに寄与するとともに、通訳ボランティア
の活動を通じ、ボランティアを行う市民や、依頼先の外国籍市民がお互いを理解
する機会に繋がり、多文化共生の推進に寄与することができた。

以前より多文化共生センターの認知度
の向上を検討しており、令和３年度に
ついては市報やHP、名刺サイズの周知
カード等による周知を実施したが、引
き続き周知方法について検討する必要
がある。
また、新型コロナウイルス感染症に関
わる相談等、多様化する相談に応じら
れるよう情報取集等につとめるほか、
多言語通訳サービスの利用を推進して
いく必要がある。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①男女平等の
視点にたった
子育て情報誌
の作成･配布

男性と女性がともに子育てに携
わり、男女平等の視点をもって
子育てができるように、子育て
ハンドブック等を作成し、配布
します。

子育て支援課 子育てハンドブックを作成・配布
し、男性・女性ともに子育てに必
要となる情報を提供します。作成
に当たっては男女平等の視点に留
意して編集します。

子育て支援課 幼稚園補助金として、幼稚園教諭
の研修参加費の補助を実施しま
す。
（市内私立幼稚園13園、類似施設2
園）
男女平等推進主管課から男女平等
意識啓発を主目的とする研修案内
等があった場合は市内私立幼稚園
に対してこれを周知し、参加を促
すよう努めます。

保育課 専門研修の参加、各園OJTの実践等
により、保育の基本理念として、
継続して意識の向上に努める。

児童青少年課 引き続き、学童指導員研修の際
に、男女平等の意識に基づいた指
導ができるよう研修を行い、業務
に反映させる。

③男女平等教
育を推進する
ための教員の
研修の実施

教員が男女平等意識に基づい
て、子どもたちを教育・指導す
ることの効果・必要性を学び、
現場で役立てられるような研修
を実施します。

教育指導課 将来において社会と家庭に男女が
共に寄与する資質の形成が図られ
るよう、引き続き人権教育の一層
の充実を図っていく。

協働コミュニティ課 民生委員・児童委員や町内会長な
ど地域のリーダーが男女平等参画
の必要性を理解して、地域活動を
推進できるように、意識の醸成を
図る。

地域共生課 新任者・現任者に限らず継続的に
研修を実施するなど意識の醸成を
図っていく。

①講演会やパ
ンフレット等
による啓発

暴力の未然防止と早期発見を市
民に働きかけるため、講演会や
パンフレット等による啓発を行
います。

協働コミュニティ課 暴力についての講演・ＤＶ冊子の
配布を行う。

②デートＤＶ
防止の啓発

恋人等親密な関係にある男女間
の暴力の防止について、啓発を
行います。

協働コミュニティ課 デートＤＶパンフレットの配布

③早期発見に
向けた市民、
職務関係者と
の連携

暴力の早期発見・早期対応に向
けて、市民、市の相談窓口や警
察等の職務関係者との連携を進
めます。

協働コミュニティ課 暴力の早期発見、対応に向け庁内
相談窓口・警察との連携を進め
る。

（１）

民生委員・児童委員や自治会・
町内会長などの地域のリーダー
が男女平等参画の必要性を理解
して、地域活動を推進できるよ
うに、意識の醸成を図ります。

(３)Ⅰ-2

幼児や子どもの育成に携わる保
育士や幼稚園教諭、学童指導員
等が、男女平等意識に基づい
て、保育や教育等ができるよ
う、啓発を行います。

②保育士等職
員を対象とし
た男女平等意
識の啓発

④民生委員・
児童委員や地
域の団体等へ
の啓発

Ⅰ-3★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

　子どもを育てる家庭への情報提供として、子育てハンドブックを作成しまし
た。作成に当たっては、男性・女性が、ともに子育てを行うことを想定して、男
女平等を意識しつつ編集しました。

引き続き、子育てハンドブックを作成
し、男性・女性ともに子育てに必要と
なる情報を提供します。

Ａ

　私立幼稚園教育の振興及び充実を図ることを目的に交付している幼稚園補助金
により、幼稚園教諭の研修参加費等を補助しました。（市内幼稚園13園・類似施
設２園）
　文部科学省から発出された「女性活躍・男女共同参画の重点方針2021」を踏ま
えた取組のための資料については、市内私立幼稚園に対してこれを周知しまし
た。
（男女平等推進主管課からは、こちらから提供依頼をかけるような男女平等意識
啓発を主目的とする研修案内等はありませんでした。）

　幼稚園補助金を継続します。
　男女平等推進主管課から男女平等意
識啓発を主目的とする研修案内等が
あった場合は市内私立幼稚園に対して
これを周知し、参加を促すよう努めま
す。

Ａ

各保育士研修及び各園OJT等により継続的に意識啓発を行い実践した。
またその効果は、園だよりなどの記載で園児の呼称を統一（性別ごとに「くん」
「ちゃん」と使い分けるのではなく「さん」に統一）したり、園児の言動をその
性別に起因するものとして捉えるのではなく一人一人の違いであるとして尊重す
るなど、身近なところに現れるようになった。

意識啓発を図り実践していく。

Ａ

学童クラブ指導員研修の際に、協働コミュニティ課男女平等推進係職員を講師と
して招き、男女平等の意識に基づいた指導ができるような内容を行い、業務に反
映させることができた。

引き続き、学童クラブ指導員研修の際
に、男女平等の意識に基づいた指導が
できるよう研修を行い、業務に反映さ
せる。

Ａ

進路指導主任会やキャリア教育担当者連絡会、年次研修においてキャリア教育を
テーマに設定するなど、一人一人の子どもたちのよさを引き出し、生き方を考え
させるための指導について、研修等を実施した。

引き続き進路指導主任会やキャリア教
育担当者連絡会、年次研修において
キャリア教育をテーマに設定するな
ど、一人一人の子どもたちのよさを引
き出し、生き方を考えさせるための指
導について、研修等を実施する。

Ｂ

情報誌「パリテ」を、関係各所に配布した。 民生委員・児童委員や町内会長など地
域のリーダーが男女平等参画の必要性
を理解して、地域活動を推進できるよ
うに、意識の醸成を図る。また地域各
団体との連携を図る。

Ａ

東京都の実施する様々な民生委員対象研修の機会や、都や市の関係機関の実施す
る、様々な講演会等（リモート、DVD視聴によるものを含む）への参加を促すこ
とにより、意識の醸成を図った。

引き続き、新任者・現任者に限らず研
修等の機会を継続的に与えていく必要
がある。

Ａ

女性に対する暴力をなくす運動期間（令和3年11月12日～25日）では「コロナ流
行によって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や職場との問題が生活や
ココロに及ぼした影響と今後の課題～」をテーマに講座を実施し、講師の実体験
をもとにDVの実態、回復の過程、利用できる資源等についての情報提供、啓発を
行った。ＤⅤ冊子は、令和3年度も引き続き市内中学高校（教師向け）、大学へ配
布を行い周知に努めた。

相談者において、ＤＶ被害を自覚して
いないケースも見受けられる。引き続
き講演会の実施、ＤＶ冊子の配布を継
続し普及啓発をしていく。

Ａ

デートＤＶ相談連絡先の変更があったため、パンフレットの書き換えを行い、市
内中学３年生、高校全学年への配布し普及啓発をはかった。令和２年度はコロナ
感染拡大防止の理由で大学への配架はできなかったが、令和３年度はデートＤＶ
相談カード、西東京市女性相談カードを学生が手にとれる学内に配架を依頼し
た。

交際相手からの暴力被害を防止するた
めには、対等な関係性や暴力への理解
が必要となる。引き続きデートＤＶパ
ンフレットを配布し普及啓発をはか
る。

Ｂ

新型コロナ感染拡大防止対策を実施したうえで配偶者暴力担当者連絡会議を行
い、庁内・警察等組織での連携を図った。関係部署、機関と連携をとり支援にあ
たってはいるが、それぞれの立場、方針の違いがあり、連携がうまくいかない時
もあった。

庁内、警察等の関係機関は異動があ
り、担当者交代は不可避である。ス
ムーズな連携のできる関係性づくりの
ため、会議で顔の見える関係性づくり
をはかるとともに、相談者についても
必要な情報共有を実施していく。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①相談窓口の
周知と情報の
提供

さまざまな相談窓口を通してＤ
Ｖの被害者を発見し、適切な支
援につなぐため、相談窓口の周
知を図り、ＤＶについて情報提
供を行います。

協働コミュニティ課 女性相談カード、デートDV相談
カード等の配架、配布。ＨＰや
SNS、市報等で、繰り返し相談窓口
の情報提供を行う。

②女性相談の
実施

男女平等の視点にたち、女性が
抱える自分自身、家族、職場の
人間関係、心とからだ、ＤＶな
どの問題等についての相談事業
を実施します。

協働コミュニティ課 引き続きパリテ、田無庁舎で女性
相談を実施するとともに、電話に
よる相談も実施する。

協働コミュニティ課 相談者の個別状況に応じた相談の
充実を図り、関係部署と連携し対
応する。

生活福祉課 家庭相談員による相談者の状況に
応じた相談や支援を行い、必要に
応じて外国語サポーターの活用を
検討する。

子育て支援課 母子・父子自立支援員によるひと
り親相談や、ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス事業、母子・父子
自立支援プログラム策定員による
就労相談事業を実施します。

子ども家庭支援センター 子ども家庭相談を継続して実施す
る。

健康課 各事業、個別相談の際に一人一人
のニーズに応じた相談を実施す
る。外国語対応については、通
訳・翻訳ツールを導入し、相談体
制を整備する。
発達支援係では、お子さんのアセ
スメントに基づいて家庭環境や園
状況に合わせた相談を実施する。
また、ケース検討会議等、他機関
と連携しながら相談対応を実施す
る。

④男性相談の
あり方の検討

男女平等の視点にたち、男性が
抱える自分自身、家族、職場の
人間関係、心とからだ、ＤＶな
どの問題等についての相談事業
のあり方を検討します。

協働コミュニティ課 男性相談について情報収集をおこ
ない、検討する。
市ＨＰにて既存の男性相談窓口の
情報提供を行う。

女性相談、子供家庭相談、ひと
り親相談など、一人ひとりの状
況に応じた相談を実施します。
また、外国語（英語・韓国語
等）による相談対応を検討しま
す。

③一人ひとり
の状況に応じ
た相談の実施

Ⅰ-3★（２）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

若い世代へも情報が届くように１～２か月毎にTwitter、Facebookに相談窓口の
情報を載せた。ホームページでは４月の若年層への性暴力被害予防月間や年末年
始等の４回、ＤＶや性暴力についての情報提供と相談窓口周知を行った。
ＤＶ冊子やデートＤＶパンフレット、女性相談カード等を配布、配架し、相談窓
口の周知を行った。スマホが普及し、ホームページやSNSで相談窓口の情報を得
て相談につながる方も増えてきている。

相談者の中心は50～40代が多く20代以
下は少ない。様々の年代の方に相談窓
口の情報が届くよう周知方法を検討し
ていく。

Ａ

女性相談・婦人相談事業で実施
令和３年９月から女性相談の予約をオンラインで行えるようにした。３月末まで
に15件のオンライン申請があり、14件が新規の相談者、年代は30～50代であっ
た。
相談件数
女性相談360件
婦人相談488件

女性相談利用者は40～50代が中心であ
る。若年女性の相談先として各種LINE
相談があり、既存のLINE相談から地域
の若年女性の相談、支援先として連携
していくことが課題である。

Ａ

相談者の個々の状況に応じた支援を行うため、面接による相談で時間をかけ寄り
添いながら状況を聞き取りを行い、チーム内で支援方針を検討し、本人の意向を
確認したうえで支援を実施した。関係部署と情報共有をはかり役割分担、連携し
た。

相談者は様々な課題を抱えており今後
も関係部署と連携、役割分断しなが
ら、対象者の支援を継続して行う。

Ａ

相談者の希望に応じて所内面接や家庭訪問、電話やメールによる支援を行った。
外国語サポーターについては、必要に応じて支援を要請するとともに、文化振興
課にて契約をしているタブレット端末を利用した翻訳者との通話を使用すること
も検討した。

特になし

Ａ

母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取得、住宅、養育・家事援助、
年金・手当など、個々の状況に応じた相談・助言を行いました。
延べ相談件数902件

引き続き一人ひとりの状況に応じた丁
寧な相談・助言を行うとともに周知に
も努めていきます。

Ａ

育児に悩む父親や母親からの相談、ＤＶを受けているケースなどをパリテや関係
機関と連携しながら対応した。
子ども家庭支援センターの令和３年度の新規相談件数1306件、その内虐待件数
501件（前年より27件増）
虐待以外の養護相談122件であった。
児童本人からの相談は７件だった。
虐待件数が過去最多となった。

引き続き、女性や子供等弱者に寄り
添った支援を行っていく。また、今後
さらに関係機関との連携を強化し対応
していく。

Ａ

相談支援については、各事業等を通して情報提供に努めるとともに、個別の支援
については、関係課と連携を図りながら実施した。外国語対応については、翻訳
タブレットを導入し、窓口対応、面接相談、訪問支援で活用している。必要時、
書面についても、翻訳等により、わかりやすい情報提供につとめた。
発達支援係では、お子さんの検査等を行い、アセスメントに基づいて家庭環境や
園状況に合わせた相談支援を実施している。

継続実施。
発達支援係での相談対象の年齢が18歳
までとなる。未就学児に対しては引き
続きアセスメントに基づいて、家庭環
境や園状況に合わせた相談を実施す
る。学齢児に対しては、状況をうかが
い、一人一人に応じて、他機関と連携
し適切な支援につなげていく。

Ｂ

男性相談を実施している近隣自治体の情報を集めた。現時点では男性相談は東京
都へ案内をしている。

男性相談のあり方について、他市の実
施状況や利用実績等の情報収集しなが
ら継続的に検討を行う。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①緊急一時保
護の実施

ＤＶ被害者の安全を確保するた
め、緊急一時保護の実施や宿泊
費等の助成を行います。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の安全を図るた
め緊急一時保護の実施や宿泊費の
助成を行う。

②民間支援団
体との連携

シェルターを運営している民間
支援団体と連携し、ＤＶ被害者
が安心して一時避難できる場所
を確保します。

協働コミュニティ課 被害にあった女性が安心して一時
避難できる場所を運営している民
間シェルターと連携するととも
に、新たな民間支援団体による一
時保護先の確保に努める。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の生活再建と子
育て支援が行える体制を整備す
る。子どもの保育・就学について
速やかに再開できるようにつなぐ
支援を行う。

健康課 ＤＶ被害者の生活・子育て等につ
いて、各課との連携も図りなが
ら、必要な情報を活用できるよう
に支援していく。

生活福祉課 生活保護受給世帯へ進学に関する
支援の制度説明を適切に行う。

子育て支援課 関係部署と連携し、ＤＶ被害者と
その子どもの支援を行います。

④被害者への
自立支援の実
施

ＤＶ被害者の自立を支援する講
座を実施します。

協働コミュニティ課 自立支援講座を実施する。個々の
相談者に対しても自立支援講座の
活用や自立のための情報提供等、
支援を実施する。

①職員研修の
実施

相談窓口における２次被害を防
ぐため、庁内関係各課の相談窓
口等の職員に対してＤＶに関す
る職員研修を実施します。

協働コミュニティ課 庁内相談窓口職員に対して研修・
啓発を行う。

②相談員の資
質向上とメン
タルケア

相談員の資質向上を支援するた
めの研修やスーパーバイズ、相
談員のメンタルケアに取り組み
ます。

協働コミュニティ課 相談員の資質向上のため研修の参
加、スーパーバイズを実施する。

ＤＶ被害者の生活・子育て等を
支援します。また、関係部署間
で連携を図り、子どもの心のケ
アへの支援や保育・就学、必要
な行政サービスを利用できるよ
う支援を行います。

③一人ひとり
の状況に応じ
た関係部署間
の連携による
支援と情報の
提供

③一人ひとり
の状況に応じ
た関係部署間
の連携による
支援と情報の
提供

ＤＶ被害者の生活・子育て等を
支援します。また、関係部署間
で連携を図り、子どもの心のケ
アへの支援や保育・就学、必要
な行政サービスを利用できるよ
う支援を行います。

Ⅰ-3★

（３）

（４）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

ＤＶ被害者の安全の確保を第一とし、個々の被害者に適した支援が行えるように
保護先の配慮や自己決定を尊重した支援を行った。また、自己決定の為に必要な
情報提供をタイミングを見ながら行った。ＤＶ被害者だけでなく、親からの暴
力、同居の彼からの暴力被害についても、他課と連携しながら必要な支援を行っ
た。

今後も継続実施する。

Ａ

令和３年度は新たな民間支援団体とも契約し一時避難契約施設を増やし、個別の
状況に応じて利用できるよう体制を整えた。

被害者の個々の状況、ニーズに適した
保護先を利用できるよう保護先の情報
収集、開拓を行う。

Ａ

被害女性と子の生活支援や子の保育・就学においては関係部署と連携し、速やか
に再開できるよう図った。緊急一時保護後の行き先については、被害者の意見を
尊重しながら、子の保育、就学の環境も考慮し、本人、関係機関と検討を図っ
た。

被害女性、被害母子の生活の安定、安
全安心な日常が取り戻せるよう関係機
関と連携し、支援の検討、実施を行
う。

Ａ

各事業等を通して情報提供に努めるとともに、個別の支援については、関係課と
連携を図りながら必要な部署に速やかにつながるよう配慮し実施した。

引き続き、情報提供に努めるととも
に、個別の支援については、関係課と
連携を図り実施する。

Ａ

進学について検討する時期が来ている生活保護受給世帯に対し、進学に関する支
援制度（生活保護で支給可能な費用や奨学金、貸し付けの制度等）の説明を行っ
た。

特になし

Ａ

婦人相談員や関係機関と連携して、母子生活支援施設への入所を通した自立支援
などを実施した。

引き続き、関係機関と連携しながら、
きめ細かい支援に努めます。

Ｂ

令和３年度は前年度からテーマを引継ぎ「Do it!ここから始まる。2021～わたし
のトリセツ～」と題し、癒し、知識の習得、自立を目的とする６講座を実施し
た。癒しや自己理解、自立につながる講座で自信を回復し自立につなげることを
目指し、法律やDV教育の講座で知識の習得、一歩を踏み出す足掛かりにしてもら
うことを目的として開催している。カラーやメイクの講座に気軽に参加してもら
いながら、シリーズ化することで法律、ＤＶ教育の講座へも参加しやすくなるよ
うに計画し、参加者への声かけ等も行った。

ＤＶ被害からの回復を目的としたＤＶ
についての講座や、ＤＶ避難後の生活
再建のために欠かせない法律の講座が
核になっているが、受講してほしい状
況の方をつなげていくことが課題であ
る。

Ｂ

庁内相談窓口対応職員、関係機関に対して、配偶者暴力被害者支援担当者会議の
資料の中で、ＤＶ被害者支援に関する情報提供を実施した。新型コロナ感染拡大
の状況を踏まえ、令和３年度は会場研修は実施していない。

担当者が異動等で入れ替わるため、Ｄ
Ｖ被害に対する知識、経験の積み上り
が困難である。担当者会議において、
ＤＶ被害者支援に関わる研修や情報提
供を継続的に実施していく必要があ
る。

Ａ

精神科医、カウンセラー等に依頼しスーパーバイズを年５回実施した。新型コロ
ナの影響で研修の中止やオンライン研修への変更が度々あったが、係内で調整し
必要な研修へ出席をし、知識の共有を図った。

相談者の抱える困難は個々様々であ
り、相談員の資質向上のためOJT、スー
パーバイズ、研修参加は欠かせない。
継続していく。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①庁内関係各
課との連携の
強化

ＤＶ被害者が抱えているさまざ
まな問題の解決に向けて、庁内
関係各課との連携を強化しま
す。

協働コミュニティ課 ＤＶ支援に必要な庁内関係各課と
連絡を密に行い連携を図る。

協働コミュニティ課 配偶者暴力被害者支援担当者連絡
会議を開催し連携を図る。

市民課 引き続き庁内外の研修や支援担当
者連絡会議等へ参加し、ＤＶ被害
等の現状を把握し理解を深め、個
別の窓口対応に配慮するとともに
関係部署や関係機関との情報共有
を図る。また住民記録システムを
参照している各課とのシステム上
の連携を今後も図る。

保険年金課 担当者連絡会議に出席し、関係機
関と連携を図る。

健康課 連絡会に参加する。専門家との連
携については、連絡会等の機会に
協議・検討を目指す。

生活福祉課 引き続き連絡会議に出席し、DV関
連の知識や経験の共有を図るた
め、関係機関と情報交換を行うと
ともに、研修などにも積極的に参
加する。

高齢者支援課 高齢者虐待防止連絡会の開催

障害福祉課 虐待防止の観点から支援に必要な
関係機関、専門家との連携を図
る。

子育て支援課 連絡会議への参加により、関係機
関との連携を図ります。

保育課 配偶者暴力被害者支援担当者連絡
会議に参加するとともに、支援に
必要な関係機関、専門部署との連
携を図る。

子ども家庭支援センター 関係機関との連携を図る。

学務課 引き続き関係機関と積極的に連携
を図り、適切に対応するために共
通認識を持つ。

③配偶者暴力
相談支援セン
ター機能の検
討

ＤＶの防止及び被害者の保護の
ため、配偶者暴力相談支援セン
ター機能について、検討しま
す。

協働コミュニティ課 配偶者暴力相談支援センター設置
についての検討を行う。

Ⅰ-3
★

②各種関連機
関・専門家と
の連携の強化

配偶者暴力被害者支援担当者連
絡会議を通じ、支援に必要な関
係機関、専門家との連携を図り
ます。

(５)
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

ＤＶ被害者個々の支援において、被害者に不利益が生じないように関係各課と連
絡をとりあい支援を実施した。関係各課からの要請での相談支援等も実施し連携
した。

個人情報の扱いや本人同意にも留意し
ながら、ＤＶ被害者にとって有効な支
援ができるよう関係機関と連携する。

Ｂ

令和３年度は新型コロナウイルス感染防止対策を行ったうえで、会場での対面で
の開催を1回実施。

円滑な連携のためには、支援者、機関
においても相互理解が必要となる。対
面での会議開催を実施していく。

Ａ

住民記録システムを参照している各課との連携を図ることにより、市民課による
支援措置から、市としての一体的な住所情報等の保護としている。具体的には、
関係各課が参照できる支援対象者ファイルを活用し、データ更新があった際は更
新通知を各課に行うことで支援対象者の住所情報等の取り扱いについて注意を促
し、情報を共有する体制を構築している。

関係各課が参照できる支援対象者ファ
イルを活用するとともに、情報の共有
について各課の独自システムとの自動
連携に向けさらに協議を進めたい。ま
た以前から行われている庁内外のＤＶ
被害等に関する研修会に積極的に参加
し、実態等について理解を深め個別の
窓口対応に配慮し、今後も関係機関と
の連携を図るよう努めていく。

Ａ

第１回連絡会議（令和３年５月20日開催）に出席し、関係機関等との連携を図っ
た。

引き続き、連絡体制を維持していくこ
とが重要である。

Ｂ

支援が必要な個別ケースについては「たまご面接」「こんにちは赤ちゃん訪問」
を始め、母子保健事業にて把握につとめ、必要時女性相談を紹介している。

関係会議への参加、個別支援を通じさ
らに連携を図る。

Ａ

開催された連絡会議に出席、情報交換を行った。 特になし

Ａ

担当者連絡会議に参加し、関係機関と連携を図った。
虐待防止連絡会を２回開催した（うち1回は新型コロナウィルスの感染拡大の状況
に配慮してオンライン開催）。

引き続き連絡会を開催し、虐待防止に
向けた施策を検討する。

Ａ
配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、具体的なケース検討に当たって
は、相談の同席やつなぎ、サービスの利用調整等関係機関と連携を図った。

引き続き、継続実施に努める。

Ａ
配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加し、関係機関と連携を図った。 関係団体との連携強化を図るため、今

後も、連絡会議等に積極的に参加しま
す。

Ａ

連絡会議により、関係機関等との連携を図った。 継続実施により連携を図る。

Ａ

年２回の配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議に参加した。
要保護児童対策地域協議会代表者会議を外部関係機関を書面開催で１回、庁内関
係機関を対面会議で１回、実務者会議を５回、ケース検討会議を77回実施した。
関係機関との連携強化を図るため、巡回訪問事業を通して市内の幼稚園、保育園
等を訪問した。また、田無警察署と共同で市内の商業施設11箇所を巡回し、児童
虐待防止の啓発を行った。

引き続き、今後も関係機関との連携を
密に行い、配偶者暴力を見せることが
子供にとって、心理的虐待にあたる、
ということを関係機関に周知してい
く。

Ａ
状況に応じて関係機関と適切な調整を行いながら、保護者等の対応をし、事務処
理を行った。

引き続き関係機関と連携を図り、状況
に応じた適切な対応に努める。

Ｃ

令和３年度時点で都内市部においては設置自治体なく、他市とも情報交換、情報
収集を行いながら検討している。令和３年度末時点で婦人相談員１名欠員であ
る。常勤１，会計年度任用職員２で相談支援を実施しており、いずれも婦人相談
５年未満であるが個別事例の共有や検討、積極的に研修や会議に出席しスキル
アップを図っている。

配偶者暴力相談支援センターの設置に
ついて検討するため情報収集を行う。
現在の相談支援体制では設置が難しい
ことから、体制強化の可否と合わせ慎
重に検討する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①暴力防止に
関する情報提
供と学習機会
の提供

さまざまな暴力の防止に向け
て、チラシ・パンフレット・
ホームページ等を通じて情報を
提供する他、講座等の学習機会
を提供します。

協働コミュニティ課 暴力の防止に向けて情報提供し、
講座を実施する。

②市内事業所
への意識啓発

セクシュアル・ハラスメント
等、職場の暴力の防止に向け
て、市内事業所への啓発を行い
ます。

協働コミュニティ課 パリテ窓口で、産業振興課が発行
（東京都が編集）するセクシュア
ル・ハラスメントが記載されてい
る「ポケット労働法2021」等を配
布する。

協働コミュニティ課 市職員に向けて暴力防止の情報提
供を行う。

職員課 ハラスメントに関する研修を継続
して実施する。

教育指導課 「人権教育プログラム」の全教職
員配布、研修会での指導、校長等
による教職員に対する服務事故防
止研修等を計画的に実施してい
く。

①相談の実施 教育相談、就学相談、スクール
カウンセラーの相談などにおい
てさまざまな暴力の事実が発覚
したときは、緊急支援体制で関
連部署や関係機関と連携し、被
害者の保護に努めます。また、
過去の暴力被害による心理的問
題のある児童・生徒に対して
は、医療機関等の関係機関と連
携しながら必要な支援をしま
す。

教育支援課  学校ではスクールカウンセラー
が、児童・生徒や保護者から相談
を受けるている。
 その中で、人権を侵害するセク
シュアル・ハラスメント、ストー
カー、性暴力などの被害が発覚し
た場合には、相談者にも同意を得
て速やかに子ども家庭支援セン
ターや警察等との連携を図り対応
を行う。あわせて学校の状況を把
握し、スクールカウンセラーから
相談状況等の把握する。
　教育相談センターでの相談で発
覚した場合も同様に対応する。
　スクールソーシャルワーカーを
定期的に小中学校に派遣する。学
校からの要請があった場合には随
時派遣を行い、スクールソーシャ
ルワーカーが情報を集約し、学校
へのコンサルテーションを行うこ
とで、より、関係機関との連携を
強化し、円滑な支援を行う。

②女性相談の
実施 (№ 38再
掲)

男女平等の視点にたち、女性が
抱える自分自身、家族、職場の
人間関係、心とからだ、ＤＶな
どの問題等についての相談事業
を実施します。

協働コミュニティ課 引き続きパリテ、田無庁舎で女性
相談を実施するとともに、電話に
よる相談も実施する。（№38再
掲）

③緊急一時保
護の実施(№45
再掲)

ＤＶ被害者の安全を確保するた
め、緊急一時保護の実施や宿泊
費等の助成を行います。

協働コミュニティ課 被害にあった女性の安全を図るた
め緊急一時保護の実施や宿泊費の
助成を行う。（№45再掲）

③暴力の防止
に関する市職
員・教員への
啓発・研修

市職員・教員に対し、さまざま
な暴力についての啓発・研修を
実施します。

（２）

（１）

Ⅰ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

ＤＶ冊子、デートＤＶパンフレットの配布・センター内における掲示の実施によ
りＤＶ、デートＤＶについての情報提供を行った。自立支援講座の実施の他、４
月に「ＪＫビジネス等被害防止月間」として若年女性に対する性被害、ＤＶにつ
いてＨＰ上にて情報提供と啓発を行った。女性に対する暴力をなくす運動週間に
は、ＤＶ被害の実体験をもつ講師によるＤＶ被害の実態や回復にについての講座
を実施し普及啓発を図った。

今後も継続実施することにより広く理
解を深める。

Ｂ

「ポケット労働法2021」をパリテの窓口に設置・配布したほか、東京都産業労働
局発行の「令和２年度雇用平等ガイドブック　職場におけるハラスメント防止ハ
ンドブック」「2020年度版　働く女性と労働法」をパリテの窓口や田無庁舎、商
工会田無事務所などに設置・配布した。

引き続き、他の啓発方法も検討する。

Ｂ

新規採用職員に向けＤＶを含む男女平等に関する研修を行った。全職員に対して
の研修は実施することはできなかった。

今後も継続実施していく。

Ａ

1月に管理職を含む一般職と特別職（市長・副市長・教育長・各部長）に対して研
修を実施、2月には相談員向け研修を実施した。また、1月にe-ラーニング研修を
全職員対象に行っている。

継続した研修の実施と相談体制の強化
を図る必要がある

Ａ

「人権教育プログラム」の全教職員配布、研修会での指導、校長等による教職員
に対する服務事故防止研修等を計画的に実施した。

引き続き「人権教育プログラム」の全
教職員配布、研修会での指導、校長等
による教職員に対する服務事故防止研
修等を計画的に実施する。

Ａ

 幼児から高校生年齢までの児童・生徒やその保護者、または教員からの相談を、
庁舎においては教育相談、学校ではスクールカウンセラーによるカウンセリング
やスクールソーシャルワーカーの巡回で受けている。
　また、当課の機関として適応指導教室や不登校ひきこもり相談室において家庭
訪問を実施する等、様々な形態で支援を行っている。
　どの場面においても、人権を侵害するセクシュアル・ハラスメント、ストー
カー、性暴力などの被害が発覚した場合には、相談者にも同意を得て、速やかに
子ども家庭支援センターに連絡をしたり、緊急の場合は警察にも電話することを
伝えている。
　子ども家庭支援センター、女性相談、学校等関係機関と連携して支援体制を作
るよう努めている。
　今年度は新型コロナウイルス感染防止のための蔓延防止期間が長く、児童生徒
の感染及び濃厚接触者となり教育相談センターに来所できない相談者も多かっ
た。臨機応変に電話相談に切り換える等の対応を行った。
　今後とも、教育支援課に入ってくる相談について、関係部署との連携を密にし
ながら情報共有をすすめていく。

　関係機関と連携が円滑に行われるよ
うに、連絡や、交流を密に行うように
努めている。（関係機関お互いが実施
する研修への参加やケース会議への出
席、ケースの経過報告等）。
　一方で、関係機関と動きが重複する
場面では、それぞれで独自に動いてし
まい、足並みがそろわないこともあ
る。今後は、まず、ケース会議を通じ
て「誰が」「いつ」「何をする」か、
「誰の立場に立つのか」を関係機関同
士で共有し、そのことをきちんと進捗
管理していくことが必要と考える。
　新型コロナウイルス感染症により、
新しい生活様式、家族の家庭における
距離感の変化等から引き起こされた問
題が生じている。引き続き社会情勢に
注視しながら支援を展開していく。

Ａ

女性相談・婦人相談事業で実施
令和３年９月から女性相談の予約をオンラインで行えるようにした。３月末まで
に15件のオンライン申請があり、14件が新規の相談者、年代は30～50代であっ
た。
相談件数
女性相談360件
婦人相談488件（№38再掲）

女性相談利用者は40～50代が中心であ
る。若年女性の相談先として各種line
相談があり、既存のline相談から地域
の若年女性の相談、支援先として連携
していくことが課題である。（№38再
掲）

Ａ

ＤＶ被害者の安全の確保を第一とし、個々の被害者に適した支援が行えるように
保護先の配慮や自己決定を尊重した支援を行った。また、自己決定の為に必要な
情報提供をタイミングを見ながら行った。DV被害者だけでなく、親からの暴力、
同居の彼からの暴力被害についても、他課と連携しながら必要な支援を行った。
（№45再掲）

今後も継続実施する。（№45再掲）
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 講座、情報誌を通して啓発を実施
する。

健康課 性教育の実施については、各課連
携及び場の提供が不可欠である。
効果的な連携を機会をとらえて協
議できるよう、努める。

教育指導課 今後も東京都教育委員会と連携
し、改訂予定の性教育の手引きを
踏まえた、性に関する指導が実施
できるよう指導・助言を行う。

協働コミュニティ課 講座、情報誌を通して啓発を実施
する。

健康課 リプロダクティブ・ヘルス／ライ
ツについても、各課連携を図りな
がら周知に努める。

協働コミュニティ課 女性相談等において、相談者の必
要に応じて、女性専門外来を案内
する。

健康課 引き続き、女性専門外来について
は、情報集約に努める。

②女性・男性
特有の病気に
対する予防と
検査の実施

子宮がん、乳がん、骨粗しょう
症、前立腺がんなどの予防と検
査の充実を図ります。
また、更年期の心身の健康づく
りや予防についての情報、性感
染症に関する情報等の提供に努
めます。

健康課 各がん検診事業を通じて、情報提
供に努める。

（１）

②性と生殖に
関する健康支
援情報の提供

①発達に応じ
た性教育の実
施

幼児期・思春期・成人期に至る
まで、発達に応じたからだと性
に関する正しい知識を身につ
け、自他ともに尊重した性教育
を実施します。

リプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツ（性と生殖に関する健康と
権利）の概念が社会に根付くよ
う、多様な機会を通じて情報を
提供します。
また、男女ともに正しい知識を
持って、安心して妊娠・出産を
迎えられるよう情報の提供に努
めます。

①女性専門外
来に関する情
報提供

（２）

女性に特有のからだの不調や悩
みに対応するため、女性専門外
来を設置している医療機関に関
する情報を提供します。

Ⅰ-5
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

「子どもの性を育てるとは～親・保護者のための性教育～」講座を開催した。参
加者から、多くの保護者に聞いてほしいとの意見を多数受けた。

引き続き、市民向けの取り組みを実施
する。

Ｂ

妊娠届やファミリー学級等、母性に関わる事業を通じ、個別の状況にも配慮しな
がら、からだと性に関する正しい知識を提供した。各課連携については、機会が
なく未実施。

教育の実施については、関係部署との
連携が不可欠であり、継続して検討が
必要。

Ａ

東京都教育委員会と連携し、改訂予定の性教育の手引きを踏まえた、性に関する
指導が実施できるよう指導・助言を行った。

引き続き今後も東京都教育委員会と連
携し、改訂予定の性教育の手引きを踏
まえた、性に関する指導が実施できる
よう指導・助言を行う。

Ｃ

今年度は、健康支援情報の提供を行う事業は実施できなかった。男女平等推進セ
ンター内にリプロダクティブ・ヘルス/ライツを特集した情報誌パリテVol.22を
設置・配したほか、他自治体の情報誌や講座チラシを設置し、啓発を行った。

関係図書の紹介やホームページの活用
など、様々な方法を検討しながら、引
き続き情報提供を行う。

Ｂ

妊娠届やファミリー学級等、母性に関わる事業を通じ、個別の状況にも配慮しな
がら、からだと性に関する正しい知識を提供した。各課連携については、機会が
なく未実施。

情報提供と発信の仕方の工夫につい
て、検討が必要。

Ｂ
最近は性差を踏まえた診療を行っている医療機関が増えたこともあり、女性専門
外来を案内した実績はなかったが、相談に応じてレディースクリニックなどの紹
介を行った。

今後も情報収集し、相談者に応じて適
切な情報提供を行う。

Ｂ

健康課事業や健康相談等において、相談内容に応じて女性専門外来の情報提供を
行った。

最新の情報集約に努めるとともに、引
き続き、健康課事業や健康相談等にお
いて、女性専門外来の情報提供を行
う。

Ａ

がん検診は継続して実施した。

昨年度、新型コロナにより中止していた、更年期等、女性の健康づくりに関する
健康教育は、感染対策等に配慮した上で、再開した。

各がん検診、健康教育については、新
型コロナウイルス感染症の感染予防対
策を講じて継続実施。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 ①審議会や委員会等において、女
性委員の占める割合が40％になる
よう、女性の登用に努める。
②審議会や委員会に女性が参画し
やすいように、会議日時の配慮
等、環境整備に努める。

企画政策課 【行財政改革推進委員会】
【使用料等審議会】
　会議はこれまでも平日の日中に
開催してきているが、リモートに
よる会議を積極的に活用し、より
参加しやすい環境の整備に努め
る。
　学識委員の改選に当たっては、
女性の登用に向けた取組に努め
る。

総務課(法規文書係)   欠員を補充する際には、女性登
用に努める。
　また、女性が参加しやすいよう
に夜間の会議を控える等、環境整
備に努める。

公共施設マネジメント課 財産価格審議会は、財産の処分等
に関し、適正な価格等を評定する
ことを目的に設置している。
　現在の委員は学識経験者として
不動産鑑定士３人(うち女性１人)
を委嘱している。
　財産の価格等を評定するという
ことで、その専門家である不動産
鑑定士に委嘱しているが、女性の
不動産鑑定士の数が非常に少ない
ため、女性登用率の40％を達成す
ることは非常に困難な状況であ
る。
　委員の委嘱期間が今年度で満了
するため、現在の女性委員数継続
に向けて努力する

契約課 　西東京市入札等監視委員会は、
入札及び契約手続の公平性並びに
透明性を確保するべく、発注した
工事等に係る入札及び契約手続の
運用状況等について審議を行うた
め、学識経験を有する者３名で構
成する。
　欠員等が生じ改選する場合は、
男女の性差に寄らず適切な人選に
努める。

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

(１)
Ⅱ-1
★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

【男女平等参画推進委員会】
令和元年11月～令和２年７月　男５人　女10人 登用率67％
令和２年７月～令和４年７月　男５人　女10人 登用率67％
【企画運営委員会】
令和元年５月～令和２年６月  男４人　女４人　登用率50％
令和２年６月～令和３年７月　男２人　女６人　登用率75％
令和３年７月～令和４年６月　男１人　女７人　登用率87.5％
両委員会とも会議の開催日時や開催方法（対面・オンライン・書面）について
は、委員の意向を踏まえて決定した。

①引き続き審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合が40％以上
になるよう努めつつ、男女どちらかに
偏らないよう、注意する。
②審議会や委員会に女性が参画しやす
いように、会議日時の配慮等、環境整
備に努める。

Ｂ

【行財政改革推進委員会】
平成31年５月16日～令和３年５月15日
男６名　女２名　登用率25.0％
令和３年11月17日～令和５年11月16日
男８名　　　　　登用率0.0％
　改選にあたっては女性の登用も考慮しているが、女性委員の登用がない状況と
なっている。

【使用料等審議会】
令和２年11月12日～令和３年11月11日
男４名　女1名　登用率20.0％
令和３年11月26日～令和４年11月25日
男４名　女１名　登用率20.0％
　改選にあたっては女性の登用も考慮しているが、１名の登用にとどまる状況が
続いている。

【行財政改革推進委員会】
リモートによる会議開催を積極的に進
めていく。令和３年度以降の市民委員
について公募・選定の結果、女性委員
の登用がない状況となっており、学識
委員の改選に当たっては、女性委員の
登用を意識して取り組む必要がある。

【使用料等審議会】
令和３年度に引き続き、リモートによ
る会議開催も積極的に活用していく。
委員改選に当たっては、学識経験や委
員適正を勘案したうえで、女性委員の
積極的な登用に繋がるよう、情報の収
集に努める。

Ｂ

【個人情報保護・情報公開審査会】
任期：令和２年10月１日から令和４年９月30日まで
１人（男１人）
任期：令和３年10月１日から令和５年９月30日まで
３人（男２人、女１人）
女性登用率：25％

【個人情報保護審議会】
任期：令和３年10月１日から令和５年９月30日まで
６人（男５人、女１人）
女性登用率：16.7％

今後、欠員を補充する際には、女性登
用に努める。

Ｂ

【財産価格審議会】
任期：令和元年８月1日～令和３年７月31日、男性２人、女性１人　登用率
33.3％（人数と登用率は、令和３年７月31日現在）
任期：令和３年８月1日～令和５年７月31日、男性３人、女性１人　女性登用率
25％　（人数には市職員１名を含む）

　任期満了に伴う委員の改選が実施されたが、学識経験者については引き続き男
性２名、女性1名で、会長職が女性委員でなったものである。
なお、前任期の途中で市職員の委員が１人辞任し、総数３人の委員であったが、
今任期では新たに市の職員１人が任命され総数４人となったため、女性登用率は
33.3％から25％に減少している。

女性登用に引き続き努力するが、女性
不動産鑑定士が少ない現状で、当市の
公有財産事情に精通する女性不動産鑑
定士を更に増やし、委員半数を選び出
すことは、非常に困難である。

Ｃ

西東京市入札等監視委員会

任期　令和３年11月1日～令和５年10月31日
　　　男３人、女０人 登用率０％

　次の改選期は、令和５年度だが、欠
員等が生じ改選する場合は、男女の性
差に寄らず適切な人選に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

危機管理課 意欲のある女性の発掘に努める。

保険年金課 国民健康保険運営協議会は任期が
３年間であるため、令和３年度は
推薦・一般公募は行わない。

健康課 女性および男性の健康問題等が適
切に検討できる会議体となるよ
う、また参加しやすい会議体が開
催できるよう調整し実施する。

地域共生課 委員の推薦母体に委員の推薦を依
頼しているため、推薦の際に依頼
をすることなどの検討を行う。

高齢者支援課 改選時に男女比に配慮する。

Ⅱ-1
★

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

(１)

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｂ

【消防委員会】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中又は令和３年８月１日～令和５
年７月31日
男８名、女０名　登用率０％【令和３年３月31日現在】

【防災会議】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中又は令和２年７月１日～令和４
年６月30日
男30名、女５名　登用率14％【令和４年３月31日現在】
充て職及び他機関からの推薦により委員を任命しているため、男女比率をコント
ロールすることは困難である。

【防災推進会議】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中又は令和２年10月１日～令和４
年９月30日
男11名、女２名　登用率15％【令和４年３月31日現在】
充て職及び他機関からの推薦により委員を任命しているため、男女比率のコント
ロールは困難である。

【国民保護協議会】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中又は令和２年11月１日～令和４
年10月31日
男30名、女３名　登用率９％【令和４年３月31日現在】
充て職及び他機関からの推薦により委員を任命しているため、男女比率のコント
ロールは困難である。

意欲のある女性の発掘に努める。

Ｂ

【国民健康保険運営協議会】
任期：H30.4.1～R1.6.30、男12名、女3名、登用率20％
任期：R1.7.1～R4.6.30、男12名、女3名、登用率20％
　国民健康保険運営協議会は任期が３年間であるため、令和２年度、３年度は推
薦・一般公募は行わない。

次回（令和４年度）の委嘱の際には、
積極的に女性の登用に努める。

Ｂ

①【予防接種健康被害調査委員会】委員の選定は、公募ではなく、医師会・保健
所等の指定された役職にある方に委嘱すると決まっている。引き続き関係機関に
女性の登用が求められていることを周知する。
【健康づくり推進協議委員会】においては委員15名中女性4名が登用されてい
る。
②日時については、各機関の出席可能な日時等によることが多いが、引き続き関
係機関に女性の登用が求められていることを周知する。

継続

Ｂ

【民生委員推薦会】
任期：令和元年12月１日～令和４年11月30日
男性６人、女性11人　女性登用率64.7％

【保健福祉審議会】
任期：令和元年９月１日～令和３年８月31日
男性８人、女性３人　女性登用率27.3％
任期：令和３年９月１日～令和５年８月31日
男性10人、女性１人　女性登用率9.1％

【地域福祉計画策定・普及推進委員会】
任期：令和２年５月27日～令和４年５月26日
男性７人、女性２人　女性登用率22.2％
 
 令和３年度においては、保健福祉審議会において任期の更新があった。人事異動
に伴い女性登用率が低下してしまった。
　地域福祉計画策定・普及推進委員会において市民公募を行った結果、女性から
の応募はなく、結果男性２人の委嘱となった。

任期の更新があるものについて、女性
の登用に努める。

Ｂ

・地域密着型サービス等運営委員会、任期：令和３年８月６日～令和４年３月31
日、男9名、女4名　登用率30.1％
・介護保険運営協議会、任期：令和元年７月29日～令和３年７月28日、男12名、
女5名　登用率29.4％、任期：令和３年11月12日～令和６年11月11日、男10名、
女7名　登用率41.2％

改選時に男女比に配慮する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

障害福祉課 ①②地域自立支援協議会、有償ボ
ランティア輸送運営協議会におけ
る女性委員登用に引き続き努め
る。
③多くの委員が参加できるよう会
議日程の調整を行う。

子育て支援課 会議開催時間を多様に設定（午
前・昼間・夜間）したり、保育付
きの会議にする等、女性にも参加
していただきやすいように対応し
ます。

文化振興課 改選時には、関係団体へ趣旨を説
明し、女性委員を積極的に登用す
るよう努める。

スポーツ振興課 委員改選に当たっては女性登用に
留意する。

産業振興課 改選する際には、女性の登用を検
討する。(令和2年(2020)9月改選）

Ⅱ-1
★

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

(１)
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ 

【地域自立支援協議会相談支援部会】
市内相談支援事業所の代表が参加。委員登用に性別の制約は設けていない。開催
日によって男女比は異なる。
【地域自立支援協議会権利擁護部会】
令和３年度未実施
【地域自立支援協議会地域生活支援拠点等整備作業部会】
男５名　女４名　登用率44％
【有償ボランティア輸送運営協議会】
任期：令和２年４月１日～令和４年３月31日
男６名、女４名　登用率 40％
登録団体の新規登録申請に関する協議に伴い、協議会を１回開催したが、新型コ
ロナウイルスの感染拡大防止の観点から、書面開催となった。
【地域自立支援協議会】
任期：令和２年４月１日～令和４年３月31日
男10名、女6名　登用率37.5％
【障害支援区分認定審査会】
任期：令和３年４月１日～令和５年３月31日
男８名、女７名　登用率 46.7％

引き続き、継続実施に努める。

Ａ

子ども子育て審議会
任期：令和元年８月22日～令和３年８月21日、男性３人、女性13人、女性登用率
81％、会長職：女性
任期：令和３年８月22日～令和５年８月21日、男性５人、女性15人、女性登用率
67％、会長職：女性
※男女問わず全ての委員が参画しやすいように、会議の候補時間を多様に設定
（午前・昼間・夜間）するようにしています。

青少年問題協議会
任期：令和元年11月１日～令和３年10月31日、男性５人、女性９人、女性登用率
64％、副会長職：女性（会長は市長）
任期：令和３年11月１日～令和５年10月31、男性６人、女性８人、女性登用率
57％、副会長職：女性（会長は市長）

　男女比の比率については、関係機関
からの推薦者もいるため調整が難しい
ところがあります。
　会議開催時間の設定については、今
後も継続できるように努めます。
　男女問わず育児中の方も参画しやす
いように、会議時の保育の確保に努め
ます。

Ａ

令和２年度文化芸術振興推進委員会
任期：Ｒ２.８.１～Ｒ４.７.31
男６名、女４名　登用率40％
令和３年度文化芸術振興推進委員会
任期：Ｒ２.８.１～Ｒ４.７.31
男６名、女４名　登用率40％

令和３年８月の改選時では、委員に変更はなく令和２年度同様、登用率40％を達
成した。令和元年度から女性委員が増加したことにより、これまで以上に女性の
視点等の多様な意見や認識のもとで協議を進めることができ、委員会の内容の充
実が図られたと考える。令和４年度に任期が満了する委員もいるため、改選の際
は女性委員を積極的に登用するよう努める。

改選の際、または委員の人事異動等が
あった場合等には、委員会に女性が参
加しやすい環境整備の手法について検
討し、女性の視点等の多様な意見や認
識のもとで協議ができるよう、女性委
員の推薦を働きかけていきたい。

Ｂ

任期：令和元年７月１日～令和３年６月30日
組織：男性８人、女性２人（女性登用率20％）
※公募委員１人は女性（他の委員９人は各団体からの推薦委員）
任期：令和３年７月１日～令和５年６月30日
組織：男性８人、女性２人（女性登用率20％）
※公募委員１人は女性（他の委員９人は各団体からの推薦委員）

女性の参画をより一層促進できるよ
う、可能な限り女性の推薦いただくよ
う各団体に要請する。

Ｃ

【農業振興計画推進委員会】
任期：R２.９.29～Ｒ４.９.28
男 10人、女２人　登用率16.6％
 ・農業振興計画推進委員会について、令和２年度に委員改選があったが、学識経
験者・農業団体職員・農業関係者・関係行政機関の職員の指定された役職にある
方に委嘱すると決まっている。また、３名の市民委員は公募により選考している
が、選考の採点段階において応募者の性別等を示さない等、性別による差別のな
い選考を行った。令和3年度の改選はないため、構成委員は変更がなかった。

改選時の女性委員の登用
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

環境保全課 本審議会委員の任期は令和４年６
月までであるため、令和３年度に
ついてもこれまでと同様となる。
なお、委員の欠員が出た場合に
は、補欠委員の募集を行う。その
際は、男女比に配慮した登用を検
討し、女性の登用率向上を目指
す。

ごみ減量推進課 女性登用率40%が維持できるように
努める。

都市計画課 【都市計画審議会】
　学識経験者に女性に適任者がい
れば積極的に登用を検討する。

【専門部会（都市計画審議会）】
　学識経験者等に女性に適任者が
いれば積極的に登用を検討する。

交通課 【地域公共交通会議】
 令和３年度中に構成員の変更が予
定されている。関係団体・関係機
関の職員が大半を占め、かつ各団
体等の指名により参画するもので
あり、意図的に女性の登用割合を
上げることは難しいが、関係団
体・関係機関に、適任者がいる場
合に、積極的な女性の登用を検討
するよう依頼する。

下水道課 本審議会委員の任期は令和４年10
月までであるため、改選時期では
ないが、委員の辞任等で任命する
場合には、可能な範囲で登用率の
維持、向上に努める。

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

（１）
Ⅱ-1
★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｂ

環境審議会、任期：Ｈ30.7.1～Ｒ2.6.30
　　　　　　　　　男７名、女３名　登用率３０％
環境審議会、任期：Ｒ２.７.１～Ｒ４.６.30
　　　　　　　　　（Ｒ２年７月-Ｒ３年３月）男８名　女２名　登用率２０％
　　　　　　　　　（Ｒ３年４月-Ｒ４年３月）男９名　女１名　登用率１０％
・環境審議会について、Ｒ２年度に委員改選があったが、市民委員選考の採点段
階において応募者の性別等を示さない等、性別による差別のない選考を行った。
また、Ｒ２年度末に女性１名の辞退があり補欠委員の募集を行たが、女性の登用
には至らなかった。同時期に男性１名の関係行政機関選出区分に人事異動に伴う
変更があったが、男性委員のままとなった。
　次期改選時には、関係行政機関、民間事業者に対し、女性の委員の登用が求め
られていることを周知したい。

環境審議会委員については、令和４年
７月に改選を控えており、学識経験者
（２名以内）、市民公募（４名以
内）、事業者代表（２名以内）、関係
行政機関（２名以内）の依頼を行う際
は男女比に配慮した登用を検討する。

Ａ

廃棄物減量等推進審議会
任期：令和３年７月１日～令和５年６月30日
男７名、女８名　登用率53％

令和４年度も同委員構成となるが、今
後も女性が参加しやすい環境整備に努
め、登用率を確保できるようにする。

Ｂ

【都市計画審議会】
任期：２年間（ただし、関係行政機関の人事異動があった場合、後任は前任者の
残任期）
任期　令和元年10月１日～令和３年９月30日
男15人　女２人　11.8％（Ｒ３.３.31現在）
任期　令和３年10月１日～令和５年９月30日
男14人　女３人　17.6％（Ｒ４.３.31現在）
(議員６、関係行政機関３、学識６、市民委員２)

【専門部会（都市計画審議会）】
任期(農地保全等に関する専門部会)：平成29年10月１日から、都市計画審議会の
特定の事案が終了するまで
任期(都市計画マスタープラン等策定に関する専門部会)：令和３年12月１日か
ら、令和６年３月31日まで
男８人　女１人　11.1％（Ｒ４.３.31現在）

【都市計画審議会】
審議会委員のメンバー構成が学識経験
者6名以内、市議会議員6名以内、関係
行政機関の職員が3名以内、市民代表が
2名以内と限定され任期が2年間となっ
ている。構成員の選定は、充て職、書
類選考によるものが多く、意図的に女
性の登用割合を上げることは難しい。

【専門部会（都市計画審議会）】
　学識経験者等に女性に適任者がいれ
ば積極的に登用を検討する。

Ｂ

【地域公共交通会議】
Ｈ25.７.１「地域公共交通会議（法定会議）」に移行し発足

任期　Ｒ１.８.１～Ｒ３.７.31
男10人　女２人 登用率16.7％（Ｒ３.３.31現在）
任期　Ｒ３.８.１～Ｒ５.７.31
男９人　女３人 登用率25.0％（Ｒ４.３.31現在）

年度途中の任期満了に伴い、年度末時点では新たな任期となっている。
各関係団体・機関からは職責に応じて委員として推薦されており、性別による推
薦は困難であることを再確認した。市民委員については公募に対する応募時に提
出される作文により委員としての適格性を判断しており、結果的に今期は女性２
３名となり、登用率は向上した。

任期中であり令和４年度中の構成員の
変更予定等はなく、登用率は現状維持
の予定である。関係団体・関係機関の
職員については異動の可能性がある
が、その場合、現在女性である委員が
退任し、登用率が低下する可能性があ
る。

Ｂ

【下水道審議会】
任期：R2.10.27～Ｒ4.10.26　男6名、女2名　登用率25.0％【R4.3.31現在】

下水道審議会については、委員のうち
学識経験者については、他機関及び充
て職からの推薦により任命しているた
め、男女比率を維持することは難しい
も面あるが、引き続き維持に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

学務課 任期満了による改選があるため、
可能な範囲で男女のバランスを
図っていく。任期中の学校職員の
異動や退任があった際の欠員の補
充の際にも男女のバランスに可能
な限り配慮していく。
就学支援委員会については、人事
異動等による委員の選出を行う。
固有の校長職等への委嘱のため調
整は難しいが、目標比率を満たす
よう配慮する。審議人数が増加し
ているが、引き続き、委員会の終
了時間を超えないよう、内容の調
整、簡潔な進行などに努め委員会
の効率化を図ることで、ワークラ
イフバランスがとれるような委員
会運営を行う。

社会教育課 令和３年度の改選時に、登用率の
維持、向上に努める。

公民館 女性委員の占める割合が40％以上
になるよう、女性の登用に努め
る。

図書館 【図書館協議会】西東京市図書館
設置条例第６条に基づき選出す
る。

選挙管理委員会 【明るい選挙推進委員会】
推進委員の男女登用率の平均化を
図る。
また、コロナ禍において安心して
推進委員となれるよう対策を講じ
る。

①地域におけ
る女性のロー
ルモデルの発
掘と活用

地域でリーダーとして活躍する
女性の情報を収集し、ロールモ
デルとして市民に広報するとと
もに、審議会や委員会等の委
員、各種講座の講師として登用
します。

協働コミュニティ課 地域でリーダーとして活躍する女
性の情報を収集し、ロールモデル
として市民に広報するとともに、
審議会や委員会等の委員、各種講
座の講師として登用する。

②リーダー養
成講座の実施

情報誌の活用や講座、講演会等
の実施による意識啓発を通し
て、審議会や委員会、政治分野
等で活躍できる男女平等参画の
視点をもったリーダーの育成に
努めます。

協働コミュニティ課 情報誌パリテへの記事の掲載や、
女性リーダーの育成につながるよ
うな講座・講演会を実施する。

（２）

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

（１）

Ⅱ-1★
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

学校給食運営審議会の委員は、任期:令和３年９月１日～令和５年８月31日は、
男4人、女12人である。任期満了に伴う改選により、男性委員の割合が増した
（令和２年度は男3人、女13人）。

令和３年度の状況
〇就学支援委員会（小委員会（固定・学校））、任期：Ｒ３.４.１～Ｒ５.
３.31、男18人、女21人、女性登用率54％
〇就学支援委員会（小委員会（言語・Ｓ））、任期：Ｒ３.４.１～Ｒ５.３.31、
男16人、女７人、女性登用率30％
〇就学支援委員会（小委員会（Ｌ））、任期：Ｒ３.４.１～Ｒ５.３.31、男12
人、女５人、女性登用率29％
委員会の終了時間については、審議方法を変更することで審議時間の短縮に努め
た。

任期途中の改選がある場合は、可能な
範囲で男性の登用に努める。

固有の校長職等への委嘱であるが、男
女比率に可能な範囲で配慮していく。
引き続き、委員会の効率化を図ること
で、ワークライフバランスがとれるよ
うな委員会運営を行う。

Ｂ

【社会教育委員の会議】
Ｒ３.７.１～Ｒ５.６.30
男６名、女７名
女性委員の占める割合53％

【社会教育委員の会議】
令和５年度の改選時に向けて、登用率
の維持、向上に努め、ＷＥＢ会議の対
応等、環境整備に努めます。

Ａ

公民館運営審議会第10期
任期：Ｒ１.５.１～Ｒ３.４.30
男７名、女７名　　登用率　50％
公民館運営審議会第11期
任期：Ｒ３.５.１～Ｒ５.４.30
男６名、女８名　　登用率　57％

勤労者も参画できるように、夜間に定
例会を開催している。

Ａ

令和３年度からの２か年にわたる任期で選出となる図書館協議会委員は10人のう
ち、女性が４人となり、割合40％を達成した

引き続き西東京市図書館設置条例第６
条に基づき選出する

Ｂ

【明るい選挙推進委員会】
①任期：H30.4～R2.3　令和元年度末人数：男性３名、女性31名　登用率：
91.18％
②任期：R2.4～R4.3　令和３年度末人数：男性５名、女性25名　登用率：83.3％

前回任期と比較すると男性の登用率が
上昇した。男女比率が平均化するよ
う、今後も男性への勧誘もより積極的
に行い、さらなる人材確保を進めてい
く。
また、コロナ禍において安心して活動
ができるよう、書面開催や人数を分散

Ａ

女性への暴力をなくす運動期間（11月）に、昨年度末で男女平等参画推進セン
ター企画運営委員会委員を退任された専門家の方を講師に迎え、「コロナ流行に
よって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や職場での問題が生活やココ
ロに及ぼした影響と今後の課題～」と題して講演会を開催した。
男女平等参画推進センター企画運営委員会の委員の欠員に対する公募を行い、新
たに市内で事業を行っている方など女性委員２人が任命された。

地域でリーダーとして活躍する女性の
情報を収集し、ロールモデルとして市
民に広報するとともに、審議会や委員
会等の委員、各種講座の講師として登
用する。

Ｂ

女性への暴力をなくす運動期間（11月）に、昨年度末で男女平等参画推進セン
ター企画運営委員会委員を退任された専門家の方を講師に迎え、「コロナ流行に
よって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や職場での問題が生活やココ
ロに及ぼした影響と今後の課題～」と題して講演会を開催した。
男女平等参画推進センター企画運営委員会の委員の欠員に対する公募を行い、新
たに市内で事業を行っている方など女性委員２人が任命され、講座の企画などを
行った。

引き続き、情報誌や講座等を活用し
て、女性リーダーの育成に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

① 地 域 リ ー
ダーの機会均
等の支援

地域協力ネットワーク等の地域
活動において、性別によらずす
べての人がリーダーとなり活躍
できる場となるように、団体等
を支援します。

協働コミュニティ課 女性リーダーの育成に関する情報
提供を行い、女性活躍推進に向け
ての意識啓発を行う。

②地域を担う
女性リーダー
の育成

情報誌の活用や講座、講演会等
の実施を通して、地域活動にお
ける女性リーダーを育成しま
す。また、パリテ登録団体の活
動の支援等を通して、女性リー
ダーの育成を図ります。

協働コミュニティ課 国や都で実施するリーダー講習会
の情報を提供するとともに、女性
リーダーの育成につながる講座を
実施するす。また、パリテ登録団
体で活動する比較的若い世代の女
性に対し、パリテまつりの実行委
員等への就任を促すなど、地域で
活動する女性への支援を行い、次
世代の女性リーダーの育成を図
る。

①男性を対象
とした男女平
等参画講座の
実施

男性を対象に、地域活動に関す
る講座を開催し、地域活動への
関心を高めます。

協働コミュニティ課 男性も参加しやすい地域活動に関
する講座を開催する。

協働コミュニティ課 さまざまな情報提供を行い、男性
の地域参加の促進を図る。

地域共生課 様々な方が参加できるように、登
録研修の実施時間や日時などに工
夫する。

児童青少年課 引き続き、地域で行われている活
動を紹介し、男性の地域参加の促
進を図り、できる限り参加人数を
把握する。

①市民活動団
体への男女平
等に関する学
習機会の提供

市民活動団体が男女平等参画の
視点をもって活動できるよう
に、パリテまつりでの講座や出
前講座の実施など、学習機会を
提供します。

協働コミュニティ課 市民活動団体にパリテまつり参加
を呼びかけ、講座の実施など、学
習機会を提供する。

②男女平等参
画 の 視 点 を
もった市民活
動団体との協
働事業の実施

パリテ登録団体など、男女平等
参画の視点をもった市民団体と
協働して地域活動等の事業を実
施します。

協働コミュニティ課 パリテ登録団体を中心に市民活動
団体と協働事業を実施する。

（１）

（３）

Ⅱ-2

（２）

地域活動、ボランティア活動、
ＮＰＯ法人などによる市民活動
など、地域で行われているさま
ざまな活動を紹介し、男性の地
域参加の促進を図ります。

②地域活動、
ボ ラ ン テ ィ
ア、ＮＰＯ等
の情報提供と
参加促進
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｂ

講座参加者への声掛け等により、市内で活躍されている女性に男女平等推進セン
センター企画委員の募集を案内した。新たに任用された女性委員に講座や情報誌
の企画をしていただいた。

地域でリーダーとして活躍する女性の
情報を収集し、ロールモデルとして市
民に広報するとともに、審議会や委員
会等の委員、各種講座の講師として登
用する。

Ａ

企画運営委員会委員の欠員補充による改選に伴い、西東京市で活躍する若い女性
委員に就任していただいた。情報誌や講座の企画に若い世代の意見が反映されて
いる。

国や都で実施するリーダー講習会の情
報提供とパリテ登録団体の活動の支援
等を通して、女性リーダーの育成を図
る。

Ａ

男性向けの講座は開催しなかったが、特にオンライ各講座においては男性の参加
もあった。アンケートには性別の回答欄がないため、数の把握はできない。

引き続き、講座等の啓発活動を行う。

Ａ

ＮＰＯ市民フェスティバルの開催
　・オンラインにより、ライブ等により団体活動の紹介動画等を配信した。

動画配信等のオンラインによる情報配
信については、もともと興味がある層
については効果があるが、新しい層へ
の波及については課題がある。

Ａ

コロナ禍において、多人数を集めてのほっとネット推進員登録研修は開催せず、
地域の様々な場所（サロン、自治会、子ども食堂等）にて出前講座を行い、参加
の促進を行った。

引き続き、地域の様々な場所、催しに
おいて、出前講座を行う。

Ａ

「歩け歩け会」は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったが、「こそだ
てフェスタ」を実施し、児童青少年課関連事業において、地域の男性が参加し積
極的にかかわるきっかけになるよう、促進することができた。

地域で行われている活動を紹介し、男
性の地域参加の促進を図り、できる限
り参加人数を把握する。

Ａ

第14回パリテまつりは実行委員会として10団体が企画・運営を行い、オンライン
まつりを開催した。

市民活動団体が男女平等参画の視点を
もち活動できるように、学習機会の提
供に努める。

Ｂ

女性に対する暴力をなくす運動期間にパープルリボン・プロジェクトのタペスト
リーを展示した。

引き続き、パリテ登録団体を中心に市
民活動団体と協働事業を実施するとと
もに新規団体について連携がでるよう
検討する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①防災会議に
おける女性の
参画

災害時の避難、避難施設の設
置・運営、避難施設の備品等に
女性の意見が反映されるよう
に、防災会議に女性委員を増や
します。

危機管理課 意欲のある女性の発掘に努める。

協働コミュニティ課 パリテにおいて防災における男女
平等参画に関する情報提供を行
う。

危機管理課 現状把握及び女性の防災委員向け
の講習会等の実施や東京都の研修
会の参加促進に努める。

協働コミュニティ課 パリテにおいて防災における男女
平等参画に関する情報提供を行
う。

危機管理課 各避難施設における体制強化、平
準化の進展を行う。

教育企画課 引き続き、各学校及び危機管理室
等と連携の上、避難施設運営組織
における女性の参画を図りたい。

②災害時要援
護者の支援

特に要介護高齢者、障害者等の
避難生活の支援において、男女
双方の視点を踏まえます。

危機管理課 関係課との連携を進めながら、各
機関と情報共有を進める。

③男女のニー
ズに配慮した
避難物資の整
備

避難生活においては、男女の
ニーズに違いがあることから、
男女双方の視点に配慮して必要
な避難物資を整備します。

危機管理課 男女の視点に配慮し、避難物資の
整備に努める。

Ⅱ-3

（１）

（２）

避難施設においては、避難物資
の整備やトイレの配置、着替え
場所の確保等、妊婦や子育て家
庭を含めた女性への配慮が必要
となることから、避難施設運営
組織への女性の参画を図りま
す。

防災市民組織に女性の登用を促
し、女性の意見が適正に反映さ
せられるように努め、防災市民
組織における女性のリーダーの
育成に努めます。

②防災市民組
織における女
性 の 参 画 と
リーダーの育
成

①避難施設運
営組織におけ
る女性の参画
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｂ

充て職及び他機関からの推薦により委員を任命しているため、男女比率をコント
ロールすることは困難ではあるが、女性の意見を確保するため、女性団体の代表
を委員に任命している。

意欲のある女性の発掘に努める。

Ｃ

今年度は、防災における男女平等参画に関する情報提供を行う事業は実施できな
かったが、男女平等推進センターパリテ内に新聞記事の抜粋等の掲示を行ったほ
か、防災図書コーナーを設置した。

引き続き、危機管理室やボランティア
センター、地域避難所運営協議会との
連携を深め、今後の事業展開について
検討する。

Ｃ 

新設の場合、自立組織であることから、女性登用に関して直接関与することは難
しい。現存の防災市民組織には、引き続き講習会や研修会の開催（通知）につい
ての参加促進に努めていく。
令和３年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から講習会・
説明会等は実施せず。

現状把握及び女性の防災委員向けの講
習会等の実施や東京都の研修会の参加
促進に努める。

Ｃ

今年度は、防災における男女平等参画に関する情報提供を行う事業は実施できな
かったが、男女平等推進センターパリテ内に新聞記事の抜粋等による掲示を行っ
たほか、防災図書コーナーを設置した。

引き続き、危機管理室やボランティア
センター、地域避難所運営協議会との
連携を深め、情報提供を行う。

Ｂ

西東京市立学校避難所運営協議会設置要綱にて市立小・中学校に設置されている
避難所運営協議会の体制強化をめざし、各協議会での協議事項等の適切な運用と
平準化を進めた。コロナ禍のため協議会を実施する機会が引き続き減少している
が、実施した学校について、協議会委員等の危機管理意識と能力を高めるための
教育や訓練、啓発などに取り組むうえで必要な各種訓練等の企画立案・実施・評
価等を実施した。

各避難所における体制強化、平準化の
進展。

Ａ

各学校及び危機管理課と連携の上、避難施設運営組織への参画を行い、災害時の
自主運営組織の構築を行っており、すべての避難運営組織において女性の参画も
図られている。引き続き女性への配慮の視点を踏まえた避難施設運営組織の構築
を図っていく。

引き続き、各学校及び危機管理室等と
連携の上、避難施設運営組織における
女性の参画を図りたい。

Ｂ

福祉事業者や地域コミュニティ等との情報共有を行うことにより、災害時の市と
しての安否確認体制の確立、避難生活における自助共助公助の取り組みの充実、
災害時要援護者名簿等の名簿の配布を実施した。名簿の記載事項について検討を
進める必要があることを認識し、福祉事業者との情報交換を行い、システムの改
修に向けた課題整理を行った。

関係課との連携

Ｃ 

昨年の訓練等においても、特段の要望はなかったが、プライバシー等の配慮が保
たれる物資（資器材）の購入を検討していく。

男女の視点に配慮し、避難物資の整備
に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 東京都との共催による講座の実施
や、男女平等推進センターパリテ
における講座の実施や啓発掲示な
どを行う。

産業振興課 ①市広報やＨＰ等を活用し、就労
関連の情報提供を行う。
②就職情報コーナーにて、就職相
談・情報提供を行う。
③ハローワークやしごとセンター
と共催で就労事業を実施する。
・就職支援セミナー（６月と10
月）
・就職面接会（７月）
・合同就職面接会

協働コミュニティ課 東京都と連携した事業や、男女平
等推進センター事業で、女性の多
様な働き方に関する講座等を実施
する。また、チラシや啓発誌など
で情報を提供する。

産業振興課 ①市広報やＨＰ等を活用し、就労
関連の情報提供を行う。
②就職情報コーナーにて、就職相
談・情報提供を行う。
③ハローワークやしごとセンター
と共催で就労事業を実施する。
・就職支援セミナー（６月と10
月）
・就職面接会（７月）
・合同就職面接会

①市内事業者
団体に対する
情報の提供

市内事業者団体に対し、男女平
等参画やワーク・ライフ・バラ
ンスに関する情報提供や意見交
換を行います。

協働コミュニティ課 市内事業者団体との意見交換や連
携方法について検討する。

②ワーク・ラ
イフ・バラン
ス推進企業の
紹介

ワーク・ライフ・バランスを推
進している市内企業について情
報収集し、市内の企業・事業
所、ならびに市民に向けて取り
組みを紹介します。

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランスを推進
している企業の紹介を行う。

協働コミュニティ課 公共調達においてワーク・ライ
フ・バランスなどに取り組む企業
が評価されるような評価方式が導
入されるよう、担当課に働きかけ
る。

契約課 　公共調達の際に、ワーク・ライ
フ・バランスの推進に取り組む企
業の評価方式について検討してい
く。

(２)

Ⅲ-1
★

（１）

公共調達の際に、働きやすさな
どワーク・ライフ・バランスの
推進に取り組む企業が評価され
るような評価方式の採用につい
て、検討します。

ハローワークや東京都からの情
報提供等に基づき、市民を対象
に、ワーク・ライフ・バランス
や育児・介護休業法、労働時間
短縮等に関する講座の開催や情
報提供を行います。

②多様な働き
方に関する情
報の提供

①ワーク・ラ
イフ・バラン
スに関する啓
発と情報の提
供

③公共調達を
通したワー
ク・ライフ・
バランスの推
進

ハローワークや東京都からの情
報提供等に基づき、市民を対象
に、パートタイムや派遣労働、
テレワーク等について情報提供
を行います。
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Ａ

男女共同参画週間講演会として、６月に「フィンランド人はなぜ午後４時に仕事
が終わるのか」（オンライン・参加38人）を、男女平等推進センター講座として
９月に「見違えるほど在宅ワークがはかどる！～ＰCデータ整理で効率アップ～」
（オンライン・参加29人）を開催した。
また、パリテの窓口に東京都生活文化局編集・発行のワーク・ライフ・バランス
啓発冊子「パパとママが描くみらい手帳」を設置・配布し、情報提供に努めた。
６月に東京都主催、西東京市・立川市・国分寺市・国立市共催で男女雇用平等セ
ミナー「女性活躍推進のポイントと実践事例」と題して２回連続セミナーを開催
し、労働法及び労働問題に関する知識の普及啓発を行った。
男女平等推進センター内でワーク・ライフ・バランスに関する啓発掲示を行っ
た。

東京都との共催事業の継続実施と、多
くの方に参加していただけるような広
報の工夫。

Ａ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した就職情報コーナーにおいて、就
職相談・情報提供事業を実施。また、産業振興課及び商工会のカウンターにて
「雇用平等ガイドブック 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法のポイン
ト」等のパンフレット配布、東京都や厚労省、ハローワーク等からの就労関係通
知や情報提供について、市広報、ＨＰに掲載し情報提供を行った。

②６月・10月の就職支援セミナー及び７月の就職面接会は、新型コロナウイルス
感染防止対策のため中止（未実施）

③合同就職面接会は、1/28にしごとセンター主催で近隣市との共催で実施した。
（参加者数15名）

新型コロナウイルス感染症の影響で厳
しい雇用状況が続いており、三鷹所管
内の有効求人倍率も１倍を下回る状況
となっている。
引き続き、ハローワークやしごとセン
ターと連携を図り、就労関係の情報提
供を行っていく。

Ａ

６月に東京都主催、西東京市・立川市・国分寺市・国立市共催で男女雇用平等セ
ミナー「女性活躍推進のポイントと実践事例」と題して２回連続セミナーを開催
した。
11月に東京都主催、西東京市・立川市・昭島市・国分寺市・東久留米市共催で多
様な働き方セミナー「パートタイマーの日頃の疑問に答えます！～法律から労働
保険・社会保険、税金まで～」と題して２回連続セミナーを開催した。
１月に東京都主催、西東京市・武蔵野市・国分寺市・国立市・東久留米市共催で
労働者向けセミナー「70歳まで働くために知っておきたい高齢者雇用をめぐる法
律知識」と題して２回連続セミナーを開催した。

東京都との共催事業の継続実施と、コ
ロナ禍により急速に普及した在宅ワー
クなど多様な働き方に関する情報提供
に努めたい。

Ａ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した就職情報コーナーにおいて、就
職相談・情報提供事業を実施。また、産業振興課及び商工会のカウンターにて
「雇用平等ガイドブック 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法のポイン
ト」等のパンフレット配布、東京都や厚労省、ハローワーク等からの就労関係通
知や情報提供について、市広報、ＨＰに掲載し情報提供を行った。

②６月・10月の就職支援セミナー及び７月の就職面接会は、新型コロナウイルス
感染防止対策のため中止（未実施）

③合同就職面接会は、1/28にしごとセンター主催で近隣市との共催で実施した。
（参加者数15名）

新型コロナウイルス感染症の影響で厳
しい雇用状況が続いており、三鷹所管
内の有効求人倍率も１倍を下回る状況
となっている。
引き続き、ハローワークやしごとセン
ターと連携を図り、就労関係の情報提
供を行っていく。

Ｃ

意見交換や直接的な連携については、検討を行うに留まった。
情報誌パリテVol27で男性が育児休業を取りやすくなるような内容を含んだ育
児・介護休業法の改正を特集し、市内企業の育休取得者へのインタビュー記事を
掲載するなどし、一部市内事業者へも配布し、情報提供を行った。

市内事業者団体への情報提供や連携の
方法について検討し、可能なことから
実施していく。

Ｃ

東京ライフ・ワーク・バランス認定企業に新たに認定された市内企業はなかった
が、東京都産業労働局のホームページで紹介されたワーク・ライフ・バランス推
進企業の中で、西東京市に住所のある２件の企業をパリテ内で紹介した。

ワーク・ライフ・バランスを推進して
いる企業をより多く紹介できるよう、
情報収集に務めたい。

Ｃ

育児休業制度、介護休暇制度、それに伴う短時間勤務制度等、男女平等参画に関
する制度が就業規則等に規定していると加点されるような評価方式の試行的な取
り組みが継続されていることを確認、導入に向けては課題があることを確認し
た。

担当課対して公共調達においてワー
ク・ライフ・バランスなどに取り組む
企業が評価されるような評価方式に関
する情報提供を行う。

Ｃ

　総合評価方式の入札制度においては、平成29年度に公共工事の品質確保の促進
に関する法律に基づいて見直しを行い、落札者決定基準の評価項目に男女平等参
画の推進を追加し、ワーク・ライフ・バランスの推進に対応している。

　総合評価方式については、ワークラ
イフバランスの推進に対応している現
在の落札者決定基準を適用した入札の
実施に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①ハローワー
ク等との連携
による就職相
談の実施と情
報の提供

ハローワーク等と連携し、就職
相談や情報提供、就労支援セミ
ナーを実施し、女性の就労機会
の拡大を図ります。

産業振興課 再就職支援のための講習会を実施
する。
就職支援セミナー（６月・10月に
各３日間実施）において、保育
サービスを実施する。

協働コミュニティ課 出産や子育て等で就労を中断した
女性のために、保育付きの就労準
備講座、再就職支援講座等を開催
する。

産業振興課 再就職支援のための講習会を実施
する。
就職支援セミナー（６月・10月に
各３日間実施）において、保育
サービスを実施する。

③働く女性の
キャリア形成
支援

働く女性のキャリア形成に関す
る情報の提供や、ロールモデル
の紹介等を通して意識啓発を行
います。

協働コミュニティ課 働く女性のキャリア形成に関する
講座等の実施、情報の提供や、
ロールモデルの紹介等を行う。

（２）

①女性の活躍
を推進するポ
ジティブ・ア
クション（積
極 的 改 善 措
置）の働きか
け

市内企業や事業者に対し、「女
性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」の周知を図り
ます。また、国や東京都による
ポジティブ・アクションについ
ての取り組み事例などを活用
し、市内企業・事業所に、ポジ
ティブ・アクションの意義や効
果について情報を提供し、取り
組みを働きかけます。

協働コミュニティ課 企業や事業者等を対象とした東京
都との共催講座等を通し、「女性
の職業生活における活躍の推進に
関する法律」の周知を行る。
国や東京都によるポジティブ・ア
クションについての取り組み事例
などを活用し、市内企業・事業所
に、ポジティブ・アクションの意
義や効果について情報を提供し、
取り組みを働きかける。

（１）

Ⅲ-2

②保育付き女
性の就労準備
講座等の実施

出産や子育て等により離職した
女性のために、保育付きの就労
準備講座、再就職支援講座を開
催します。また、ハローワーク
やしごとセンターが開催する就
労セミナーにおいて、保育サー
ビスを提供します。

56 



担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
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Ａ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した就職情報コーナーにおいて、就
職相談・情報提供事業を実施。また、産業振興課及び商工会のカウンターにて
「雇用平等ガイドブック 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法のポイン
ト」等のパンフレット配布、東京都や厚労省、ハローワーク等からの就労関係通
知や情報提供について、市広報、ＨＰに掲載し情報提供を行った。

②６月・10月の就職支援セミナー及び７月の就職面接会は、新型コロナウイルス
感染防止対策のため中止（未実施）

新型コロナウイルス感染症の影響で厳
しい雇用状況が続いており、三鷹所管
内の有効求人倍率も１倍を下回る状況
となっている。
引き続き、ハローワークやしごとセン
ターと連携を図り、就労関係の情報提
供を行っていく。

Ｂ

自立支援講座の中で、自立の一歩としての就労準備講座を保育付で実施した。
・パーソナルカラー～似合う色を知ってマスク生活に彩りを～
・なんとなく不調～頭の凝りをほぐしてスッキリ！～
・フェイスエクササイズ～マスク生活でも生き生きした表情を～

保育付講座で就労準備講座を開催す
る。

Ｃ

６月・10月の就職支援セミナーは、新型コロナウイルス感染防止対策のため中止
（未実施）

引き続き事業の実施に向け、関係機関
と調整を図る。

Ｃ

女平等参画推進センター企画運営委員会の委員の欠員に対する公募を行い、新た
に市内で事業を行っている方など女性委員２人が任命された。
男女平等推進センターパリテ内で東京都や各自治体等で実施する講座やセミナー
の情報提供を行った。

地域でリーダーとして活躍する女性の
情報を収集し、ロールモデルとして市
民に広報するとともに、審議会や委員
会等の委員、各種講座の講師として登
用する。

Ｂ

６月に東京都主催、西東京市・立川市・国分寺市・国立市共催で男女雇用平等セ
ミナー「女性活躍推進のポイントと実践事例」と題して２回連続セミナーを開催
した。
情報誌を市内企業に配布した。
市内企業・事業所への情報提供の仕方について検討した。

刊行物の配布や、労働セミナー以外
に、市内企業・事業所に、ポジティ
ブ・アクションの意義や効果について
情報を提供する方法を、調査・検討す
る必要がある。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①家族経営協
定の普及

女性が単なる補助労働者としで
はなく、共同経営者として意思
決定に参画できるようにするた
めに、認定農業者制度における
家族経営協定の普及を図りま
す。

産業振興課 共同経営者・家族協定の締結を促
し、農業経営に女性が参画してい
くことを支援します。

②女性農業者
の支援

女性農業者等の意見を聞く機会
を設けることや、女性農業者へ
の情報提供等の支援を行いま
す。

産業振興課 農業イベント等におけるＪＡ東京みら
い女性部のつながりを醸成します。ま
た、農業者だけではなく、女性の援農
ボランティアの交流の場も提供してい
きます。

①起業に関す
る支援と相談
の実施

本市の起業・創業支援対策とし
て、女性の働き方サポート推進
事業を推進するほか、商工会を
始めとする創業支援事業者等に
おいて実施する創業スクール、
セミナー及び個別相談などへの
支援を行います。

産業振興課 引続き起業相談及び経営革新の相
談業務を実施する。

②ＮＰＯ法人
の 設 立 や コ
ミュニティビ
ジネス等に関
す る 情 報 提
供、相談、学
習機会の提供

市民協働推進センターゆめこら
ぼにおいて、市民活動・コミュ
ニティビジネスに関する情報提
供、相談、講座・セミナー、交
流支援などを行います。

協働コミュニティ課 これまで実施してきた事業内容を
踏まえ、ＮＰＯ等市民活動団体等
の立ち上げや活動等の相談事業を
含め、より一層の育成・支援に取
り組む。
　各種等市民活動団体同士、ＮＰ
Ｏ法人をはじめとする各種非営利
団体、地縁活動団体、教育機関、
農業や商業、医療、福祉関係の団
体あるいは企業、事業所等各業界
団体・行政など、多様な地域の主
体との交流・連携をますます促進
させ、ダイバーシティの視点で、
地域課題解決（地域の活性化）に
取り組んでいくことが課題であ
る。

協働コミュニティ課 男性を対象とした家事・育児・介
護等の講座の開催や、情報誌「パ
リテ」等による情報提供を行う。

健康課 妊娠届出時面接やファミリー学級
等の機会を捉え、啓発に努める。

公民館 男性の家事や育児への参加の促進
につながるような講座の開催を検
討する。

Ⅲ-2

（３）

①男性向け家
事・育児に関
する情報の提
供

男性を対象に、家事や育児につ
いて関心や興味を高め、参画の
促進につながるような情報を提
供します。

（４）

（１）Ⅲ-3
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Ｂ

 令和４年３月末現在、認定農業者55名(1名女性含む）のうち、53名の農業者が
女性家族を含む共同申請や家族協定を締結している。

今後も引き続き、農業者が認定を受け
る際、共同申請や家族協定の締結を促
し、農業経営に女性が参画していくこ
とを支援する。

Ｂ

新型コロナウイルス感染症の影響でイベントは減少したが、「農のアカデミー事
業」において、女性援農ボランティアの交流の機会を提供した。

引き続き、女性の援農ボランティアの
交流の場を提供していく。

Ｂ

創業支援・経営革新相談センターについては、毎月市報や市ＨＰ及びセンターＨ
ＰによるＰＲ活動及び個別相談を実施。
また、令和３年６月及び10月に実施した創業スクールでは、参加者43名のうち、
26名の女性が参加。

創業融資あっせん制度の推進、マッチ
ング・コーディネート事業や創業ス
クールの実施など、センター機能を充
実させ、創業のための環境整備を進め
る。

Ａ

【主な実施事業】
１．広報・ＰＲ事業
　①ＮＰＯ市民フェスティバルの開催
　・オンラインにより、ライブ等により団体活動の紹介動画等を配信した。パネ
ル展示についてもゆめこらぼ内に週替わりでの展示を行った。
　②センターの広報・ＰＲ活動
　・機関紙「ゆめこらぼ通信」を発行するほか、ホームページ・ＳＮＳによる
　　ＰＲ活動を実施。
　③他の団体・組織イベントでの連携
　・企業等を連携し、センターの広報・ＰＲ活動を展開した。
２．人材、団体育成・研修事業
　①サロンDEこらぼ
　・ゆめこらぼサロンにおいて、ＮＰＯ等市民団体の交流会を実施した。
　②ＮＰＯパワーアップセミナーの開催
　・地域活動をするに当たっての、資金調達の仕組みについて、クラウドファン
ディングの活用方法について、オンラインにより開催した。
３．地域連携促進事業
　①交流事業（団体交流会の開催）
　・ＮＰＯ市民フェスティバルの参加団体が交流する団体交流会をオンラインに
　　より開催した。
　②多者協働のまちづくり講座の開催
　・「なくしたい！子ども・若者のいきづらさ」と題し、子ども・若者のいきづ
らさをなくすための視点のまちづくりのヒントについてワークショップを開催し
た。
　③地域団体のオンライン支援について
　・市民活動のオンライン化が進むなかで、それらの技術的支援やオンライン機
器の貸出、ＺＯＯＭ講座など、取り残されないための支援を行った。

コロナ過における新しい生活様式に適
合したオンライン配信等の活用につい
ては、かなりの浸透しており、それら
を活用している団体も多い。一方で、
分野や団体によっては、それらに適合
しない活動もあり、リアルな場におけ
るそれらの団体支援も引き続き行って
いく必要がある。

次年度も引き続き、ＮＰＯ等市民活動
団体をはじめ、地縁活動団体及び教育
機関、農業や商業、医療、福祉関係の
団体、企業、事業所、各種業界団体
等、地域の多様な主体との交流・連携
を促進させ、ダイバーシティの視点
で、地域の課題解決（地域の活性化）
に取り組んでいくことが課題である。

Ａ

10月に発行した情報誌パリテVol.27で改正育児・介護休業法を特集、男性の育休
取得のメリットの紹介や市内企業で育休を取得した方の体験談を掲載し、啓発を
行った。
パリテまつりで父子向けの「パパの初めてのバルーンアート講座」をオンライン
で開催した（参加３人・アーカイブ配信視聴者27人）。
　また東京都生活文化局編集・発行のワーク・ライフ・バランス啓発冊子「パパ
とママが描くみらい手帳」を設置・配布し、情報提供に努めた。

引き続き、男性を対象とした家事・育
児などの情報提供に努める。

Ａ

妊娠届出時に「たまご面接（妊婦全件面接）」と通して、育児休業制度などが掲
載されている東京ウィメンズプラザ作成の「パパとママが描くみらい手帳」等を
活用し、普及啓発を行った。
ファミリー学級について、妊婦のパートナーも参加しやすい曜日で開催するとと
もに、パートナー向けの情報提供を実施した。新型コロナウイルス感染症の拡大
予防のため、２日制のうち、パートナーの受け入れを１日のみとした。

ファミリー学級やみらいく手帳による
普及啓発を継続実施

Ｂ

父親も参加可能な日程で親子を対象とした講座を６講座開催。父親の参加があっ
た。

・父親も参加可能な日程で子どもとそ
の保護者を対象とした講座を開催す
る。
・妻と夫が共に学ぶ講座を開催する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 情報誌等を通じて、ワーク・ライ
フ・バランスに関する情報提供を
行う。またパリテ窓口で、産業振
興課が発行（東京都が編集）する
育児・介護休業法が記載されてい
る「ポケット労働法2021」等を配
布する。

健康課 妊娠届出時面接やファミリー学級
等の機会を捉え、啓発に努める。

職員課 庁内LANによる情報提供や個別相談
による制度紹介を行う。特定事業
主行動計画に基づく研修実施にと
もない、制度や実際の取得者から
の体験談などを紹介する。

協働コミュニティ課 情報誌等を通じて、ワーク・ライ
フ・バランスに関する情報提供を
行う。またパリテ窓口で、産業振
興課が発行（東京都が編集）する
育児・介護休業法が記載されてい
る「ポケット労働法2021」等を配
布する。

職員課 庁内LANによる情報提供や個別相談
による制度紹介を行う。

高齢者支援課 介護休業についての相談窓
口の周知、介護休業法の紹介
等啓発に努める。

②介護講座の
開催

仕事と介護の両立や介護保険
サービスについて情報提供を行
うとともに、介護に必要な正し
い知識と実践方法等について講
座を開催します。

高齢者支援課 在宅介護教室の開催

（１）

（２）

男性の育児休業取得に向けて、
育児・介護休業法の周知や取得
事例を紹介するなど、啓発を行
います。

②男性の育児
休業取得の啓
発

介護休業取得に向けて、育児・
介護休業法の周知や取得事例を
紹介するなど、啓発を行いま
す。

①介護休業取
得の啓発

Ⅲ-3
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

10月に発行した情報誌パリテVol.27で改正育児・介護休業法を特集、改正のポイ
ントや男性の育休取得のメリットの紹介、市内企業で育休を取得した方の体験談
を掲載し、男性の育休に向けた啓発を行った。
また、東京都生活文化局編集・発行のワーク・ライフ・バランス啓発冊子「パパ
とママが描くみらい手帳」をパリテに設置し、情報提供に努めた。

引き続き、情報提供を行いながら、啓
発に努める。

Ｂ

妊娠届出時に「たまご面接（妊婦全件面接）」と通して、育児休業制度などが掲
載されている東京ウィメンズプラザ作成の「パパとママが描くみらい手帳」等を
活用し、普及啓発を行った。

みらいく手帳による普及啓発を継続実
施

Ａ

①育児休業取得対象の男性職員に対し、個別に制度の説明を実施。個人の要望に
あった休暇計画を提案。
②新人研修の中で、男性の育児休業制度や特定事業主行動計画等について説明。
③庁内LANに男性の育児休業取得者の体験レポートを掲載。
④令和３年度中の男性職員の育児休業取得者数：11名

継続して次のとおり取り組む
①制度及び制度利用実績の周知
②「性的役割分担意識の是正」や、男
性職員自身及び職場における「男性職
員の積極的な育児参加に対する消極的
な意識の是正」等、制度利用を支援す
る職場環境の整備。
③業務量・業務分担等、各職場におけ
る業務改善。
④配偶者が妊娠している男性職員の把
握及び事前の制度説明

Ｃ

育児・介護休業法などが掲載されている「ポケット労働法2021（編集：東京都産
業労働局）を産業振興課の依頼により窓口に設置した。
 約20部設置し、全て配布したが、配布による効果については不明である。

稼働年齢層の男性に情報が届くよう工
夫しつつ、情報提供に努める。

Ａ

①介護休暇取得対象の職員に対し、個別に制度の説明を実施。個人の要望にあっ
た休暇計画を提案
②新人研修の中で、介護休暇制度について説明
③令和３年度中の介護休暇取得者数：２名
④介護のための時差勤務を導入。令和３年度中の取得者数は２名。

継続して制度周知や活用について情報
提供を行う

Ｂ

・窓口において、介護休業についての相談実績はなし
・高齢者支援課フロア内に相談窓口のポスター掲示

窓口としての周知を図るとともに、情
報提供等啓発に努める。

Ａ

在宅介護教室を令和４年３月２日・３月３日・３月４日に実施した(参加者８
人）。
開催について市報、市ホームページで周知した。

より多くの方々に参加していただける
よう開催時期や開催時間帯について引
き続き検討する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

健康課 妊娠届出時の全件面接を開始し、
相談窓口の充実を図る。また、子
育て世代包括支援センター「いこ
いこ」を広く周知する。

地域共生課 市報への掲載やリーフレットの配
布など、必要とされる方に情報が
周知されるような周知・広報及び
市民の身近な相談役としての民生
委員の周知、広報を図る。

子育て支援課 母子・父子自立支援員によるひと
り親相談を実施します。

保育課 利用者支援事業の拠点として保育
課窓口に地域子育て推進員を配置
するとともに、地域子育て支援セ
ンター・各保育園と相談業務ネッ
トワークによる対応により相談業
務の充実を図る。
また、定期的に家庭的保育事業者
等の地域型保育事業所や、認証保
育所を訪問するなど、保育内容の
指導・助言等の充実を図る。

児童青少年課 引き続き、気軽に相談できる窓口
や体制の充実を図る。
不特定多数の市民への本事業の周
知の場として「こそだてフェス
タ」を共催する。新型コロナウイ
ルス感染症の影響でイベントの実
施が困難な場合も想定されるた
め、ホームページ等広報での周知
を図る。

子ども家庭支援センター 子ども家庭支援センターの周知
や、ホームページを通してショー
トステイの周知を拡充していく。

①子育てに関
する相談の実
施

誰もが安心して子育てができる
よう、気軽に相談できる窓口や
体制の整備・充実を図ります。

（１）Ⅲ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

引き続き、妊娠届出時に専門職による全件面接を実施。相談支援の充実を図ると
ともに、「子育て応援アプリ　いこいこ」を活用し、より広く、相談や事業周知
に努めた。

継続実施

Ａ

市報への掲載、市内掲示板、はなバスでのポスター掲示等を通じて、地域で気軽
に相談できる存在として、民生委員の周知、広報を図った。

引き続き、積極的な情報提供に努め
る。

Ａ

　母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取得、住宅、養育・家事援
助、年金・手当など、個々の状況に応じた相談・助言を行いました。
幼稚園の情報等については、適宜幼稚園の担当につなぎ、案内を行いました。
延べ相談件数902件（うち父子37件）

引き続き一人ひとりの状況に応じた相
談・助言を行います。

Ａ

相談業務としては、利用者支援事業として総合窓口に位置付けられる保育課窓口
に、保育園における保育実践豊富な地域子育て推進員を配置するとともに、地域
子育て支援センターに配置された地域子育てコーディネーター、各保育園におけ
る相談と、ネットワークによる対応を図った。
家庭的保育事業者等の地域型保育事業者や認証保育所に対して、地域子育て推進
員や公立保育園の園長経験者が巡回訪問し、保育内容の指導・助言等を行った。
また、地域子育てコーディネーターがセンター事業のチラシや研修のご案内等を
届ける際に、困っていることやわからないこと等ないか聴き取りを行った。

継続実施により充実を図る。

Ａ

児童館で気軽に相談できるように来館者とのコミュニケーションを図った。
新型コロナウイルス感染症の影響で「こそだてフェスタ」はオンラインで実施
し、市民への周知を図った。

引き続き、気軽に相談できる窓口や体
制の充実を図る。
新型コロナウイルス感染症の感染状況
にもよるが、不特定多数の市民への周
知の場として「こそだてフェスタ」を
共催で実施する。

Ａ

市のホームページに子育て支援ショートスティ事業のコーナーを設けて、周知を
行っている。
現在、19時までの預かりを実施している。

引き続き、子ども家庭支援センターの
周知や、ホームページを通してショー
トステイの周知を拡充していく。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

子育て支援課 「子育ち・子育てワイワイプラ
ン」に定められた事業計画に基づ
き、病児保育2施設、病後児保育1
施設での事業を継続します。

保育課 入園申込者の実態把握に努め、効
果的な待機児童対策により入園環
境の改善に努める。

児童青少年課 今後も児童数が多くなると予測さ
れる小学校区域での学童クラブを
整備するための準備を実施する。
引き続き、放課後子ども教室との
連携を図ることができるよう社会
教育課と調整する。

子ども家庭支援センター 支援を要する家庭の利用が多いた
め、その支援方法について児童養
護施設と連携を図る。

子育て支援課 幼児教育無償化による施設等利用
給付費の支給に加え、私立幼稚園
等園児保護者負担軽減事業費補助
金の交付を行います。
低所得世帯及び多子世帯に、給食
費の補助を行います。

学務課 案内等も含め、適切に事務事業を
実施することで、市民サービスの
向上に努める。

（１）

子育て家庭の経済的負担を軽減
するための施策を実施するとと
もに、施策の充実を国や都に要
望します。

③子育て家庭
に対する経済
的な支援

②保育サービ
スの提供

誰もが安心して子育てをしなが
ら仕事や地域活動に参画できる
よう、「子育ち・子育てワイワ
イプラン」に沿って、多様な
ニーズに対応した保育サービス
を提供します。

Ⅲ-4
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執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

A

　病児保育室は定員８名・１施設、定員６名・１施設、病後児保育は定員６名１
施設、３施設合計20名で実施しました。

延べ利用人数
　病児・病後児保育室ありあ　858人
　病児・病後児保育室えくぼ　991人
　病後児保育室ぱんだ　563人

　引き続き、子育ち・子育てワイワイ
プランに定められた事業計画に基づく
供給量を確保するため、既存の３施設
での事業を継続します。

Ｂ

認可保育所１園、小規模保育事業所２園を開設するとともに、保育ニーズに見
合った定員構成の見直しを行った。
また地域子育て推進員が市内各園を訪問し、預かり保育の最新情報や課外授業等
の情報収集を行い、入園申込者への選択肢拡大を図った。
また、待機児童の特に多い1歳児への対応として、新規開設園での1歳児1年保育
の実施に向けた調整を図った。

入園申込者の実態把握に努め、効果的
な待機児童対策を図っていく。

Ａ

定員超過学童クラブ対応のため、東学童クラブについては教育委員会、学校と協
議し一部改修を実施した。他施設についても、教育委員会や学校と連携し学校内
施設の利用等の対応を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響で、放課後子
供教室自体が実施できない状況が続いたが、社会教育課と実施状況の確認を実施
した。

新型コロナウイルス感染症の感染状況
をみながら、放課後子供教室と児童
館・学童クラブの連携を図るため、社
会教育課との調整や学校施設開放運営
委員会と話し合いを実施する。

Ａ

保護者の疾病や育児疲れ等で養育が一時的に困難となった児童を市内の児童養護
施設で預かる事業。
年度によって利用者の傾向が異なる。

今後も施設側と連携できるよう模索し
ていく。

Ａ

　幼稚園に通うお子さん・家庭を支援するため、幼児j教育無償化による施設等利
用給付費の支給に加え、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金を交付す
ることで幼稚園の保育料に対して補助を行いました。
　また低所得世帯及び多子世帯を対象に、実費徴収補足給付として給食費に対す
る補助金を交付しました。

　引き続き、幼稚園へ通うお子さんが
いる家庭へ継続的な支援ができるよう
に努めます。

Ａ

経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者へ丁寧な案内と周知を図り、
適切に支給事務を実施した。昨年に引き続き、新型コロナウイルス対策として当
初の申請期間の１か月延長を行った。

案内等を丁寧に行うほか、適切に事務
事業を実施することで、市民サービス
の向上に努める。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

協働コミュニティ課 保育付講座の開催や情報誌「パリ
テ」等による情報提供を行う。

子育て支援課 子育てハンドブックを作成・配布
し必要な情報の提供に努めます。
作成に当たっては、見やすい編集
に努めます。

保育課 地域子育て支援センター５園の各
種事業の充実を図り、市報やホー
ムページなどにより情報提供に努
める。

子ども家庭支援センター 子育てサークルに関する情報提供
を行う。子育てイベント等に積極
的に参加していく。

健康課 妊娠届出時の専門職における面接
相談の充実を図る。子育て応援ア
プリ「いこいこ」の活用周知や子
育て世代包括支援センター「いこ
いこ」を広く周知を実施する。
発達支援係では、通所事業利用以
外の方にもメール配信サービスの
利用を広げ、情報提供の拡大を図
る。市民講座の回数を増やし、子
育てに関する情報提供を行う。

公民館 ・掲示板やパンフレット台等を活
用して、市の施策や関係機関、市
民団体が行う事業など、子育てや
子育て支援に関する情報を提供す
る。
・子育てをテーマとした保育付き
講座を開催する。

保育課 一時保育を引き続き実施するとと
もに、一時保育の拡充に向けて事
業者へ働きかけを行う。
また、サポート会員養成講座に公
設公営園の職員が講師として参加
し、子どもの育ちや安全・健康等
についての講話を行うなど、ファ
ミリー・サポート・センターの事
業を支援する。

(２)

①子育て支援
に関する相談
と情報の提供

身近な地域で子育てについて相
談でき、必要な情報を入手でき
るよう、「子育ち・子育てワイ
ワイプラン」に沿って、子ども
総合支援センターや、地域子育
て支援センターの充実を図りま
す。また、情報誌や子育てハン
ドブックの作成・配布や保育付
き講座を開催し、情報提供を行
います。

身近な地域で子育てを支える、
一時保育やファミリー・サポー
ト・センターを、「子育ち・子
育てワイワイプラン」に沿っ
て、整備・充実を図ります。

②地域で子育
てを支え合う
保育サービス
の提供

Ⅲ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

男女平等推進センター主催講座のうち、オンライン講座を除いた講座を保育付き
で開催した。講座開催数：３回　参加者数：延べ88人、保育数：58人
うち２講座は子育てへの支援のための講座として実施ｓ他（「☆親子でリフレッ
シュ☆ベビーマッサージ＆ママの簡単ストレッチ」「ノーバディズパーフェクト
「完璧な親なんていない」」）。
10月に発行した情報誌パリテVol.27で改正育児・介護休業法を特集、男性の育児
休業取得に向けた情報提供と啓発を行った。

引き続き、保育付き講座の継続実施や
情報誌等による情報提供に努める。

Ａ

　子育てハンドブックを作成して母子健康手帳交付時に配付するとともに、市内
幼稚園・保育施設利用者全員に利用施設を通して配付しました。また、市内各施
設（田無庁舎、保谷庁舎、子ども家庭支援センター（のどか・ピッコロを含
む）、地域子育て支援センター、児童館）に設置して希望者に配布し、ホーム
ページにも同内容のPDFを掲載して、広く情報提供を行いました。
　編集にあたっては「ハンドブック」として持ち運びしやすいサイズを損なわな
いように留意しつつ、各課で所管されている事業を取りまとめ、フォントの大き
さや太さを工夫し、見やすい編集に努めました。
　各事業に関するＳＮＳを活用した情報の発信は、各事業所管課によってそれぞ
れ行われているものと考えています。

　引き続き、子育てハンドブックを作
成・配布し必要な情報の提供に努めま
す。作成にあたっては、見やすい編集
に努めます。

Ａ

各種事業については、ホームページ等にて工夫を凝らし周知した。
また、電話相談について広報やYouTubeでのPRを強化し、相談件数の増加に繋
がった。令和２年度　2617件
令和３年度　3041件（424件増加）

継続実施により充実を図る。

Ａ

広場では、サークル団体の紹介コーナーを設置している。1階交流ホール展示ス
ペースでは、子育てコーナー用の机を設置して、子育ての様々な情報が分かるよ
うにしている。
　子育てハンドブックでのサークル・団体の紹介では、地域限定や広くアピール
することを辞退する団体が増えている。令和２年度は新型コロナウイルス感染症
の拡大防止の観点から、こそだてフェスタやルピナスまつり・市民まつりが中止
となり、参加できなかったが、今後も積極的に地域の交流会や、イベントに参加
していく。

今後も継続して、実施および周知を
行っていく。

Ｂ

新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、実施方法等を変更しながら、感
染予防対策を講じて実施した。
子どもの発達支援センターひいらぎ主催の市民講座では多くの出席者に対して、
肯定的な子育てについての情報提供を行った。
メール配信サービスの通所利用の方へメール配信の拡大を図ることができた。
市民講座の回数を増やし、子育てに関する情報提供を行った。

継続実施

発達支援係では、児童発達支援セン
ターとなることに準じて、市報やパン
フレットをリニューアルすることで広
く情報を発信を行う。オンラインでの
相談や情報提供が行えるよう環境を整
える。

Ａ

・ポスターの掲示、専用のコーナーを設けてのチラシや広報紙の配架等により、
庁内関係部署及び関係機関、市民団体等が行う子育て支援に関する情報や子育て
に関する情報の提供を行った。
・コロナ禍でより孤立していることが危惧される育児期の女性を対象に、保育付
き講座を４講座開催。他者とかかわりながら学ぶ機会を提供し、仲間づくりを支
援した。
・性別を問わず子育て中の人を対象として、子育てをテーマとした保育付き講座
を１講座、開催した。

・掲示板やパンフレット台等を活用し
て、市の施策や関係機関、市民団体が
行う事業など、子育てや子育て支援に
関する情報を提供する。
・育児期の女性が参加できる保育付き
講座を開催する。

Ａ

保育士の確保が難しい状況が続いており、同規模での実施が継続できるよう、例
えば民設民営園に対しては、都の補助金の利用を案内するなど、事業者へ働きか
けを続けている。

継続実施によりサービス提供
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

子ども家庭支援センター サポート会員養成講習会を実施す
る。

児童青少年課 引き続き、サークル活動への情報
提供及び活用支援を行っていく。

子ども家庭支援センター 子育て世代の居場所作りに向けて
引き続き検討していく。

公民館 ・子育てをテーマとした保育付き
講座を開催する。
・参加者の関係形成に配慮しなが
ら、子育てをテーマとした講座を
運営する。
・学習支援保育の実施等により、
子育てサークルの活動を支援す
る。
・保育室運営会議の開催等によ
り、子育てサークルの交流を図
る。

健康課 妊娠届出時の全件面接を開始し、
子育て包括支援センターいこいこ
等、相談窓口の充実を図る。

地域共生課 市報への掲載やリーフレットの配
布など、必要とされる方に情報が
周知されるような周知・広報及び
市民の身近な相談役としての民生
委員の周知、広報を図る。

子育て支援課 母子・父子自立支援員によるひと
り親相談を実施します。

②ひとり親家
庭の生活支援

ひとり親家庭に対する相談事業
やホームヘルパーの派遣、母
子・父子福祉資金貸付等の支援
事業に取り組みます。

子育て支援課 母子・父子自立支援員によるひと
り親相談や、ひとり親家庭ホーム
ヘルプサービス事業、母子・父子
自立支援プログラム策定員による
就労相談事業を実施します。
※「母子自立支援プログラム策定
事業」及び「母子自立支援プログ
ラム策定員」は、平成26年10月か
らそれぞれ「母子・父子自立支援
プログラム策定事業」「母子・父
子自立支援プログラム策定員」に
変わりました。

(２)

(２)

Ⅲ-4

（３）

③子育てサー
クルの育成と
支援

身近な地域で子育てを支える、
一時保育やファミリー・サポー
ト・センターを、「子育ち・子
育てワイワイプラン」に沿っ
て、整備・充実を図ります。

②地域で子育
てを支え合う
保育サービス
の提供

地域の子育て世帯の交流を図る
ために、子育てサークルの育成
を支援するとともに、保育付き
講座を開催し、参加者の情報交
換の支援などを行います。

①子育てに関
する相談の実
施(再掲）

誰もが安心して子育てができる
よう、気軽に相談できる窓口や
体制の整備・充実を図ります。

Ⅲ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

市報や市のホームページに事業内容を掲載し、引き続き事業PRを行った。講習
会、説明会の開催日や時間を参加しやすい時間に変更して実施した。
サポート会員は、185人で新規入会が197人だった。
　主な活動内容としては、保育所・幼稚園の迎え、帰宅後の預かり、学童の放課
後の預かり、放課後児童クラブの迎え・預かり、小学校通級・通所施設送迎・預
かりである。また、新型コロナウイルス感染症対策利用助成金を実施し、延べ52
日分の利用助成を行った。

今後も継続してファミリー・サポー
ト・センター事業説明会の実施、サ
ポート会員養成講習会や研修を実施す
る。
引き続き子育て家庭に対して、積極的
に周知をしていく。

Ａ

新型コロナウイルス感染症の影響で、児童館は利用人数の制限等実施したため、
サークル活動への情報提供はできなかった。
児童館主催の幼児向けイベントでは、イベントに参加する幼児以外の子どもを連
れて参加できる講座を小規模ではあるが開催し、参加者の情報交換の支援を行っ
た。「こそだてフェスタ」をオンラインで開催し、コロナ禍の中であっても情報
発信をした。

新型コロナウイルス感染症の感染状況
をみながら、サークル活動への情報提
供及び活用支援を行っていく。

A

活動室の利用延べ件数は220件で、利用延べ人数は1806人だった。
子育てグループ活動室については令和元年7月1日以降、「活動室」として男女平
等推進センターと共有となった。
世代間交流と、子育て団体の参加のもと、住吉小学校区育成会「わかば」が中心
となり第5回ルピナスまつり開催を模索したが、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から開催を中止し、可能な範囲で住吉会館のロビーを開放し、子供達が集
える場所としての居場所の提供を行った。

今後も子育てサークルへの積極的な周
知を図っていく。活動室が男女平等推
進センターと共有となったため、親と
子の交流スペースとしてバランスを取
りながら利用のアピールをしていく。

Ａ

・子育てに限らず、様々なテーマの保育付き講座を８講座実施。子育て世代に学
習機会を提供するとともに、参加者の関係形成に配慮した講座運営を行い、自主
サークル化を支援した。講座終了後、４サークルが発足。
・11の自主サークルを対象に学習支援保育を実施し、サークル活動を支援した。
・保育室を設置する館で保育室運営会議を７～８回開催し、子育て世代が情報交
換する機会を提供するとともに、自主サークル同士の関係形成を図った。
・職員は、自主サークルの相談に応じるなどニーズ把握に努め、日常的に活動を
支援している。
・公民館主催講座から発足した自主サークルが、公民館市民企画事業を利用して
サークルメンバー以外の子育て世代の市民とともに学習する講座を企画・実施す
ることを支援した。

・育児期の女性が参加できる保育付き
講座を開催する。
・参加者の関係形成に配慮しながら、
保育付き講座を運営する。
・学習支援保育や公民館市民企画事業
等の制度により、子育てサークルの活
動を支援する。
・保育室運営会議の開催等により、子
育てサークルの交流を図る。

Ａ

引き続き、妊娠届出時に専門職による全件面接を実施。相談支援の充実に向け
て、取り組んでいる。

継続実施

Ａ

市報への掲載、市内掲示板、はなバスでのポスター掲示等を通じて、地域で気軽
に相談できる存在として、民生委員の周知、広報を図った。
民生委員に関するお問い合わせについては、事務局（地域共生課地域共生係）に
連絡をするようご案内している。

引き続き、積極的な情報提供に努め
る。

Ａ

　母子福祉資金・父子福祉資金の貸付、就労・資格取得、住宅、養育・家事援
助、年金・手当など、個々の状況に応じた相談・助言を行いました。
幼稚園の情報等については、適宜幼稚園の担当につなぎ、案内を行いました。
延べ相談件数902件（母子865件、父子37件）

引き続き一人ひとりの状況に応じた相
談・助言を行います。

Ａ

ホームヘルプサービス事業のホームページの掲載内容を更新しました。また、
「ひとり親家庭の方の支援や制度について」のチラシを作成し、児童扶養手当の
現況届提出時に配布し、周知に努めました。
【ひとり親相談】
　延べ相談件数902件
【母子・父子福祉資金貸付等】
　貸付件数732件
【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】
　派遣状況　14世帯　406回

引き続き、制度の周知に努めます。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

Ⅲ-4 （３）

③ハローワー
ク等との連携
による就業支
援

ハローワーク等と連携し、ひと
り親家庭就業支援専門員による
相談や情報提供、母子・父子自
立支援プログラム策定事業等の
就業支援を実施し、ひとり親家
庭の就業機会の拡大を図りま
す。また、自立支援教育訓練給
付金事業、高等職業訓練促進給
付金等の事業の周知を図りま
す。

子育て支援課 母子・父子自立支援プログラム策
定員が、ハローワークと連携し、
就労支援を実施します。また、ア
フターフォローを業務の流れに位
置づけられるよう検討します。

地域共生課 行政などからの情報提供が地域に
届くよう、また地域からの声が行
政などの関係機関に届くよう、民
生委員に対し、「地域と行政との
パイプ役」としての民生委員が十
分に機能を果たすことができるよ
うに研修等を通じて徹底を図る。

高齢者支援課 地域包括支援センターにおいて、
地域の関係者とのネットワークの
強化に取り組むとともに、介護
サービスを含む様々なサービスや
多様な地域資源の把握・活用によ
り総合的な相談体制の充実に努め
ます。

障害福祉課 市報、ＨＰ、障害者のしおりを活
用した制度周知を図る。
アプリやフェイスブック等を活用
し、さらなる周知に努めていく。
障害福祉課、基幹相談支援セン
ター、地域活動支援センター、相
談支援事業所が連携し、必要な相
談支援を実施する。

地域共生課 民生委員、ほっとネット推進員と
もに数的な部分の充実を図るため
に、人材の発掘に努めるととも
に、相談対応能力の向上などの内
容の充実を図るために研修の充実
にも取り組む

高齢者支援課 ささえあいネットワークの周知を
図るとともに、見守り方法の見直
し及び新たな見守り方法の検討を
行う。

Ⅲ-5 (１)

①地域での福
祉に関する相
談と情報の提
供

ひとり暮らし、高齢者世帯、日
中独居等の高齢者が地域の中で
安心して暮らせるよう、見守り
活動等地域で支えあう体制の充
実を図ります。

②地域でふれ
あい、ささえ
あうネット
ワークの形成

介護や福祉に関する情報提供の
充実を図ります。また、高齢者
や障害者の見守りも含め、地域
包括支援センター等における相
談体制の充実を図ります。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

相談者個々の状況やニーズに合ったきめ細やかな自立・就業支援を行った。
アフターフォロー希望者へ向け、就労決定半年経過後に手紙によるフォローアッ
プを行い、就職率の向上、職場定着等を図った。また「ひとり親家庭の方の支援
や制度について」のチラシを作成し、児童扶養手当の現況届提出時に配布し周知
に努めた。
【就業支援申込】
　44件
【就職者数】
　24件
【プログラム策定件数】
　26件
【アフターフォロー】
　18件
【高等職業訓練促進給付金】
　18件
【母子家庭等自立支援教育訓練給付金】
　4件

引き続き、相談者のニーズに合ったき
め細やかな就労支援とフォローアップ
に努めます。

Ａ

民生委員が、行政と地域とをつなぐパイプ役となれるよう、毎月の定例会議の場
などで、行政サービスなどの情報の積極的な提供に努めた。また、可能な方に
は、ご自宅に掲示板を設置してもらい、提供した情報のうち、可能なものについ
ては、チラシ等掲示するなどして、情報が広く届くよう取り組んでいる。
定例会終了後には、各地区の協議会ごとで、随時班別会を行い、必要な情報交換
を行うことで、スキルアップに取り組んでいる。
民生委員児童委員協議会の中の各部会の研修について、男女平等参画を含む研修
（施設見学）を計画した。コロナ禍の影響により中止となったが、ⅮⅤ冊子等資
料提供を受けた。

引き続き民生委員のスキルアップのた
めの情報提供に努める。

Ａ

・社会資源マップの作成、更新。更新時随時ケアマネ分科会にて配布
・地域包括支援センターの体制については、運営協議会（年３回）開催を通じ、
実績の分析、自己評価等のあり方の検討を行っている。地域包括支援センターの
負担軽減を図りながら、相談体制については充実を図ることとする。

・連携の継続と強化
・定期的に社会資源マップの情報更新
を行う。

Ａ

障害者のしおりについては、記載内容・レイアウトを見直し、分かりやすいもの
にした。
市報やHPを利用し、制度やイベント周知を行った。
ツイッター等のSNSを積極的に活用し、さらなる周知を図った。

地域生活支援拠点の整備にあたり、基幹相談支援センター、地域活動支援セン
ター、障害福祉サービス事業所の連携体制を整理し、事業の活用を検討した。
重層的相談支援体制整備会議に参加し、地域包括支援センター他関係機関とケー
ス検討、地域課題の抽出を行った。
 

引き続き、継続実施に努める。

Ａ

民生委員においては、令和４年３月末の時点で146名が揃っており、コロナ禍の
状況の中、書面開催等様々な方法を取り入れて研修を行っている。
ほっとネット推進員については、地域の様々な場所（サロン、自治会、子ども食
堂等）にて出前講座を行うなど、人材の発掘に努めた。

民生委員、ほっとネット推進員ともに
コロナ禍での人材の発掘、相談対応能
力の向上などの内容の充実の方法につ
いて検討する。

Ａ

・ささえあいネットワークについては、令和３年度も継続して実施している。コ
ロナ禍において、訪問協力員の養成研修や懇話会については、開催規模の縮小、
或いは不開催などがあった。
（令和４年３月末現在）
　ささえあい協力員　1,474名
　ささえあい協力団体　279団体
　ささえあい訪問協力員　338名（うち男性63名、女性275名）
　ささえあい訪問サービス利用者　111名
　ささえあいネットワーク懇話会　０回
　ささえあいメール見守り協力員　27名
　ささえあいメール見守りサービス利用者　５名

・引き続き、ささえあい協力員、協力
団体、訪問協力員の養成、登録を進め
る。
・コロナ禍における研修会や懇話会の
開催を検討する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

(１)

③ＮＰＯや市
民活動団体等
との協働の推
進

ＮＰＯや市民活動団体等がより
質の高いサービスを提供できる
よう、積極的に活動を育成・支
援するとともに、連携を推進し
ていきます。

協働コミュニティ課 ＊市民協働推進センターゆめこら
ぼ
ＮＰＯ等市民活動団体をはじめ
様々な地域の主体との連携するこ
とが今後の課題である。
＊ＮＰＯ等企画提案事業
の補助金の活動で、ＮＰＯ等市民
活動団体と行政の協働の取組がよ
り一層図れるように、庁内外の継
続的な周知等、システム構築の検
討が課題である。

高齢者支援課 関係課と連携し、虐待防止キャン
ペーンの実施

障害福祉課 高齢、障害、子育てが連携し、虐
待防止に努める。

②専門職・関
係機関の連携
による家族介
護者への支援

家族介護者の精神的負担の軽減
を図るため、専門医による家族
介護者の専門相談事業や家族介
護者の会を実施するほか、地域
包括支援センター等、支援者と
なる関係機関の連携を強化しま
す。

高齢者支援課 地域包括支援センターとの連携

Ⅲ-5

(２)

家族介護者の負担を軽減するた
めに、介護講習会の開催や、家
族会・介護者のつどいの支援、
高齢者等の被介護者虐待防止の
ための意識啓発などを行いま
す。

①家族介護者
への情報の提
供
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

１．市民協働推進センターゆめこらぼ
　多様な主体と連携し、地域の課題解決を図るため、主に以下の事業を展開し
た。
　①人材、団体育成・研修事業
　　ＮＰＯパワーアップセミナー等の各種セミナー
　②地域連携促進事業
　　ＮＰＯ市民フェスティバル、多者協働のまちづくり講座
　③各種相談事業（団体運営に関する相談受付、地域活動に関する情報提供等）

２．ＮＰＯ等企画提案事業
　地域の課題解決や市民サービスの向上、団体育成を目的に、令和３年度は以下
の
　事業を実施した。
　①団体名：一般社団法人　西東京市文化芸術振興会
　　事業名：西東京市文化芸術振興会プレゼンツ「文化芸術の場づくりプロジェ
クト」
　　内容：子どもからシニア層までの幅広い年代を対象として「文化芸術を表現
する新たな場所づくり」に寄与することを目的に、田無駅北口ペデストリアン
デッキで「西東京ペデライブ」を実施する。
　②団体名：みんなの西東京
　　事業名：障害のある人もない人も、ともに暮らせるまちづくり「自閉症・発
達障がい　啓発プロジェクト西東京」
　　内容：障害のある人を理解・応援してくれる人たちを増やし、共生社会の実
現を目指すため、自閉症・発達障害に関する啓発ポスターや動画等を制作するほ
か、障害のある人もない人も共に楽しめるワークショップを開催する。

１．市民協働推進センターゆめこらぼ
新型コロナウイルス感染症対応下にお
いて、団体運営や他団体との連携、活
動方法等に関する効果的な助言・支援
等を行うことが課題である。

２．ＮＰＯ等企画提案事業
ＮＰＯ等市民活動団体がより活発な活
動ができるよう、行政との連携が図れ
るような仕組みづくりを検討すること
が課題である。

Ｂ

新型コロナウィルスの感染拡大の状況により、例年実施している子ども家庭支援
センター、障害福祉課とともに開催している街頭での普及啓発活動やパネル展示
は中止した。
その他、広報一面掲載でのPR、日常で行っている各課事業において、パンフレッ
トやチラシ普及啓発品の配布による普及啓発を行った。

・日常的な普及啓発活動については、
関係機関と連携しながら地道に行って
いく。
・街頭での普及啓発活動については、
コロナ禍での開催方法を検討する。

Ａ

ペアレントメンター事業を通じて、家族が同じ立場のペアレントメンターに相
談、情報共有等ができる場を整備した。
ひいらぎを卒業する児童の保護者に対し、障害福祉サービスの利用について情報
提供を行った。

引き続き、継続実施に努める。

Ａ

親等の介護を担っている家族等を支援するための介護者の会を、年２回開催し
た。地域包括支援センターごとに地域の介護者の家族会を開催、その他認知症カ
フェ等を通じて、専門相談等につながる支援をしている。
また、日頃から地域包括支援センターで把握した虐待ケースの報告を受け、常に
検討を行うとともに定期的なモニタリング会議等で共有を行い、連携を図ってい
る。

コロナ禍で開催回数が減少した介護者
の会は、回数を増やして実施するな
ど、より多くの方に参加いただくこと
ができるよう取り組む。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①庁内の男女
平等推進会議
の定期的開催

庁内の男女平等推進会議を定期
的に開催します。

協働コミュニティ課 計画の実績評価報告書を通して、
庁内の男女平等推進の進捗状況を
共有する。

②関係各課の
男女平等施策
に関する調整

関係各課が実施する男女平等施
策について調整・推進します。

協働コミュニティ課 各課事業評価を通して調整を行
う。

③関係部署を
対象とした男
女平等意識の
啓発

市の各種相談窓口等、日常生活
において市民が接する機会の多
い関係部署の職員を対象に、男
女平等参画の必要性に対する理
解促進と男女平等意識の醸成を
図ります。

協働コミュニティ課 市の各種相談窓口等、日常生活に
おいて市民が接する機会の多い関
係部署の職員を対象に、男女平等
参画の必要性と意識の醸成を図
る。

①条例設置検
討委員会の設
置

男女平等参画社会の実現に向け
た施策の積極的展開のよりどこ
ろとなる条例を検討するため、
条例設置検討委員会の設置を検
討します。

協働コミュニティ課 次期計画の策定までの間で検討を
行う。

②苦情処理機
関設置検討委
員会の設置の
検討

男女平等参画社会の形成を阻害
する人権侵害などの相談に適
切・迅速に対応するための窓口
や、第三者機関も視野に入れた
苦情処理委員会など、苦情処理
機関設置の検討を進めます。

協働コミュニティ課 次期計画の策定までの間で検討を
行う。

（３）

①関係機関と
の交流・連携

一自治体では取り組みが困難な
施策について、国や東京都等に
働きかけを行います。また、他
自治体等と連携・情報交換しな
がら、法令や規制の整備・改正
に向けた動向を把握します。

協働コミュニティ課 性的マイノリティに関する取り組
みや女性相談の実施方法等につい
て、他自治体と情報交換を行う。
また、市町村男女平等参画施策担
当課長会及び同担当職員連絡会、
都内男女平等参画（女性）セン
ター館長等会議で情報交換を行
う。

協働コミュニティ課 平成29年度に実施した調査結果を
踏まえ、職員の理解促進が必要と
思われる課題について、啓発を行
う。

職員課 協働コミュニティ課の調査結果を
活用し、職員の意識・実態把握の
ための調査については、協働コ
ミュニティ課と連携して実施に向
けた検討を行う。

協働コミュニティ課 新入職員の庁内研修で男女平等に
ついての研修を実施する。パリテ
で実施している講座や講演会等を
庁内にも周知し、参加呼びかけを
行う。

職員課 職員研修所の研修案内及び庁内の
独自研修を通じて理解促進に努め
る。

協働コミュニティ課 市報や市発行物における表現にお
いて、男女平等の視点が徹底され
るようガイドラインの庁内庁内周
知を図るとともに、具体例の追加
を検討する。(№13の再掲）

秘書広報課 協働コミュニティ課作成のガイド
ラインを活用して広報していく。
（№14の再掲）

Ⅳ-1★

②職員研修の
実施

（２）

（４）

（１）

市報やホームページ、市発行物
における表現において、男女平
等の視点が徹底されるよう、庁
内に周知するとともに、作成し
たガイドラインの具体例につい
て適宜追加を行います。

男女平等に関する職員研修を実
施し、職員の理解促進を図りま
す。

①職員の意識
実態調査の実
施

男女平等に関する職員の意識・
実態の把握を行います。調査結
果を活用し、庁内における男女
平等参画の推進につなげます。

③市発行物等
の表現におけ
る男女平等ガ
イドラインの
周知徹底 (再
掲）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ｃ

計画策定に合わせて実施するため、男女平等推進会議は開催しなかった。令和３
年は、計画の評価を市長に報告し、報告書を庁内で共有することにより、男女平
等推進の進捗状況を共有している。

男女平等推進会議のあり方について検
討する。

Ｂ

各課への事業評価において、目標の設定や執行状況の報告について、いくつかの
課と意見交換や設定目標や報告内容に関する調整を行った。

出来るだけ多くの課と、男女平等施策
について、庁内の調整を行う。

Ｂ

新入職員研修にて男女平等参画についての研修を実施した。
情報誌を庁内各部署に配布し（年２回）、回覧を実施した。
庁内向けに男女平等参画に関するニュースを年１回、発行した。

市の各種相談窓口等、日常生活におい
て市民が接する機会の多い関係部署の
職員を対象に、男女平等参画の必要性
と意識の醸成を図ります。

Ｃ

条例設置については検討を行ったが、引き続き検討することとなり、今年度は他
自治体の条例についての情報を収集したり、都内26市の条例設置状況を確認し
た。
26自治体のうち13自治体（50％）が条例設置している。

第４次計画を進めていく中で検討して
いく。

Ｃ

条例設置については検討を行ったが、引き続き検討することとなり、今年度は他
自治体の条例についての情報を収集したり、都内26市の条例設置状況を確認し
た。
26自治体のうち13自治体（50％）が条例設置している。

第４次計画を進めていく中で検討して
いく。

Ａ

市町村男女平等参画施策担当課長会及び同担当職員連絡会、都内男女平等参画
（女性）センター館長等会議で、性的マイノリティに関する取組やパートナー
シップ制度、コロナ禍での啓発事業、男性相談の実施状況、ＤＶ被害者支援につ
いて等、幅広く情報交換を行った。

市町村男女平等参画施策担当課長会や
同担当職員連絡会、都内男女平等参画
(女性）センター館長等会議などの機会
を通じて、男女平等参画のあり方につ
いて情報収集や意見交換を行うほか、
新たな課題への取り組みなどについ
て、各自治体と情報交換を行う。

Ａ

情報誌パリテの各課への配布や、庁内ニュースの発行などにより、庁内向けに性
的マイノリティやＤＶ、ワーク・ライフ・バランス等に関する情報発信を行っ
た。
新入職員研修にて男女平等参画についての研修を実施した。

調査結果を踏まえ、庁内における男女
平等参画の推進のための効果的な働き
かけについて、引き続き検討・実施す
る。

Ｂ

現在研修を通じて意識啓発を図っているところであるが、今後は実態把握や実態
に応じた推進を図っていきたい。

職員の意識・実態把握

Ａ

新入職員研修にて男女平等参画研修を実施した。
性的マイノリティについての理解促進のための講座を開催、市民対応を行う部署
に研修として職員の参加を呼びかけ、自主的な参加も含めて６人の職員が参加し
た。

男女平等に関する職員研修を実施し、
職員の理解促進を図る。

Ａ

4月、5月、1月に新規採用職員を対象に庁内における男女共同参画研修を実施し
た。

職員への十分な理解促進

Ｂ

職員用定型文内に内閣府の「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」と、
表現における男女平等ガイドライン事例集を定型文に掲載した。

庁内関係部署への周知を行う。
性的マイノリティに関する表現のガイ
ドラインについても検討したい。

Ａ

市報・ホームページ等における表現については、ガイドラインを活用し、担当課
と調整を図り、適切な情報発信に努めた。

引き続き、ガイドラインを活用した表
現による情報発信に努める。

75 



課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①「西東京市
ワークライフ
バランス推進
労使宣言」、
『「健康市役
所」宣言』の
周知

職員に対して「西東京市ワーク
ライフバランス推進労使宣言」
及び『「健康な職場環境を目指
す健康市役所」宣言』の周知を
図ります。

協働コミュニティ課 職員ポータルシステムの掲示板を
活用し、庁内への周知を図る。

協働コミュニティ課 ワーク・ライフ・バランスに関す
る講演会等情報の提供に努める。

職員課 特定事業主行動計画を踏まえて職
員向けの研修を実施するととも
に、時間外勤務時間の削減に努め
る。

①管理職試験
の受験に向け
た継続的な環
境整備

研修等を活用して、管理的立場
における人材の育成に努めま
す。また、女性職員が積極的に
管理職試験を受験できるよう、
女性管理職の複数登用など環境
を整えます。

職員課 女性が管理職になりやすい環境づ
くりのための研修を実施する。人
事評価の面接を通じて、管理職試
験受験の勧奨をしていく。

②女性職員の
活躍推進に向
けた取り組み
の実施

「西東京市特定事業主行動計
画」に基づき、女性職員の働き
やすい環境づくりを行います。

職員課 特定事業主行動計画の認知度を高
めるとともに、計画に基づく研修
等を実施していく。

Ⅳ-1★

（５）

②庁内のワー
ク・ライフ・
バランスの働
きかけ

（６）

職員に向けてワーク・ライフ・
バランスに関する情報を提供し
ます。また、「西東京市特定事
業主行動計画」、『西東京市
「健康」イクボス・ケアボス宣
言』に基づき職員一人ひとりが
健康に働くことができ、また、
働きやすい職場環境となるよう
取り組みます。

76 



担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

職員ポータルシステムの掲示板で、「西東京市ワーク・ライフ・バランス労使推
進宣言」及び『「健康な職場環境を目指す健康市役所」宣言』の周知を図った。

職員ポータルシステムを利用し「西東
京市ワークライフバランス労使宣言」
及び『「健康な職場環境を目指す健康
市役所」宣言』を周知する。

Ａ

職員ポータルシステムの掲示板で、「西東京市ワーク・ライフ・バランス労使推
進宣言」及び『「健康な職場環境を目指す健康市役所」宣言』の周知を図った。
改正育児・介護休業法を特集した情報誌パリテVol.27を庁内各課に配布、男性の
育児休業取得に向けた情報提供と啓発を行った。
新入職員研修にて男女平等参画研修を実施した。
男女共同参画週間講演会として、６月に「フィンランド人はなぜ午後４時に仕事
が終わるのか」（オンライン・参加38人）を実施、少数だが職員の参加もあっ
た。

講座・講演会についてはより多くの職
員が参加するよう、工夫が必要であ
る。

Ａ

2月に西東京市特定事業主行動計画に基づく研修を実施した。研修内容は、自己の
キャリアを振り返り、今後のワークライフにつなげていくというもので、ワーク
ライフバランスの視点を踏まえた自らのキャリア形成を考える機会を提供するこ
とを目的とした。また、平成29年５月のイクボス・ケアボス宣言及びノー残業
デー、20時退庁などの取組みにより時間外勤務の縮減に努めた。

引き続き特定事業主行動計画に基づき
ワークライフバランスを推奨してい
く。

Ａ

昇任支援研修として管理職試験（短期）の受験年次にある職員を対象に、本市に
おける管理職の現状を理解し、その役割を考える機会を提供した。また、昨年度
管理職試験（短期）合格者の経験談・現課長職の経験談を聞くことにより、組織
全体の昇任機運の醸成と職員の昇任意欲の向上を図った。

管理職試験受験の勧奨

Ａ

西東京市特定事業主行動計画に基づく研修の中で、キャリア視点を持つことの重
要性を認識し、自身の今後に活かすとともに、仕事に対する上昇志向を醸成する
ための内容を実施した。また、平成29年５月のイクボス・ケアボス宣言及びノー
残業デー、20時退庁などの取組みにより時間外勤務の縮減に努めた。

特定事業主行動計画の認知度
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

（１）

①女性相談の
充実と男性相
談のあり方の
検討

男女平等の視点にたち、女性が
抱えている自分自身、家族、職
場の人間関係、心とからだ、Ｄ
Ｖ などの問題等について相談
事業を実施します。
また、東京都の相談窓口の利用
案内を行いながら情報収集を行
い、男性を対象とした相談事業
のあり方について検討します。

協働コミュニティ課 女性相談の実施状況を検証し、利
用向上を図る。
また、男性相談の他市の状況につ
いて情報収集を行う。

①男女平等参
画 の 視 点 に
たった各種講
座の開催 (再
掲)

広く市民に向けて、男女平等意
識の浸透と定着を図り、男女平
等参画に関わるさまざまな問題
について、ともに考え、理解
し、自ら解決する力をつけるた
めに各種講座を開催します。

協働コミュニティ課 企画運営委員会の企画による講座
として、パリテ講座・ＤＶ被害者
支援のための自立支援講座・パリ
テまつりでの講座等を開催する。
(№７の再掲)

②情報誌パリ
テの発行と配
布(再掲)

情報誌パリテを発行し、市民の
男女平等意識のさらなる定着と
浸透及び男女の固定的役割分担
意識の解消を図ります。作成に
ついては市民参画で行います。
また、多くの市民が読めるよう
に配布について工夫します。

協働コミュニティ課 情報誌パリテを発行し、市民の男
女平等意識のさらなる定着と浸透
を図る。作成については市民参画
で行う。また、多くの市民が読め
るように配布について工夫する。
(№１の再掲)

Ⅳ-2

(２)
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

平成27年度より女性相談の利用率の低い時間帯の見直しを行いパリテだけではな
く、田無庁舎での出張相談を開設し、利便的にも相談しやすい環境を整えてい
る。
令和３年９月からオンラインで予約を行えるようにした。
男性相談に関しては都の相談窓口などを案内した。26市の担当者会議などを通じ
て他市の実施状況について情報収集を行った。
女性相談の実施
　女性相談360件
  婦人相談488件

引き続き、利用者のニーズを確認しな
がら、相談を受けやすい窓口の整備に
努める。

Ａ

○企画運営委員会の企画による講座　オンライン講座２回　１.「ＡＩから考える
ジェンダー～ＡＩにもジェンダーの刷り込みが？～」参加者12人 ２.「見違える
ほど在宅ワークがはかどる！～ＰＣデータ整理で効率アップ～」29人
講座３回　１.「☆親子でリフレッシュ☆ベビーマッサージ＆ママの簡単ストレッ
チ」20人　託児２人２.「『完璧な親なんていない「ノーバディズ・パーフェク
ト～子育てを楽しもう！』」参加者延べ44人　託児延べ53人　３.「子どもの性
を育てるとは～親・保護者のための性教育～」参加者24人　託児３人
○オンライン講演会２回　男女共同参画週間講演会「フィンランド人はなぜ午後
４時に仕事が終わるのか」参加者38人　女性に対する暴力をなくす運動期間「コ
ロナ流行によって顕在化した日本社会における男女格差～家庭や職場での問題が
生活やココロに及ぼした影響と今後の課題～」参加者11人
○ＤＶ被害者等のための自立支援講座　Do it! ここから始まる。2021～ わたし
のトリセツ ～　１．パーソナルカラー～似合う色を知ってマスク生活に彩りを～
２．なんとなく不調～頭の凝りをほぐしてスッキリ！！～ ３．知って得する法的
知識～夫婦にまつわる法律のはなし～　４．フェイスエクササイズ～マスク生活
でも生き生きした表情を～　５．もしかしてモラハラ？発達障害？～夫婦や身近
な人との関係で息苦しくないですか～　６．わたしを護る護身術！～セルフディ
フェンス～ 計６回　参加者　延べ80人　託児　延べ21人
○【第14回パリテまつり】期間：２/26から３/５
２/26　１.誰ひとり取り残さない、人に優しいデジタル改革を目指して　参加者
38人 ２.カイロと健康と私らしさと～健康講座・オンライン編～　参加者４人
３.パパの初めてのバルーンアート講座・オンライン　参加者３人　４.ホームス
タートからみるイマドキの子育て　参加者７人　５.予防法務の観点から、トラブ
ルのない、安心した終活を目指してみませんか　参加者８人
２/27　１.ジェンダー平等な子育てってどうしたらいいの！？「これからの男の
子たちへ」の著者太田啓子さんにお聞きします　参加者23人　２.プラスチック
フリーってなあに？　参加者14人　３.ヨピちゃんの「らしさ」や自己表現を楽
しむためのヒント講座　参加者７人　アーカイブ配信参加者　728人
講座等の周知については市のTwitter等を活用した。パリテまつりは、実行委員
会のホームページを新設し団体紹介等も実施した。

男女平等参画に関わるさまざまな問題
について、共に考え、理解し、自ら解
決する力をつけるために各種講座を開
催する中で、講座内容について多くの
方々に知ってもらう工夫をする。受講
者の自主活動につながるような支援の
仕方を引き続き考える。

Ａ

情報誌パリテを10月と３月に合わせて21,000部を発行・配布し、ホームページに
掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会の市民委員により、市民に伝えたいタイム
リーなテーマを、分かりやすい表現を心がけて構成した。表紙の色の選定やイラ
ストについても検討をし、興味をを持ってもらえるように作成した。特集記事に
ついて、「～男性も取りやすい、育児・介護休業法改正～チーム“家族”でもっ
と育休を ！仕事と育児を両立できるライフスタイルへ　」・「アンコンシャス・
バイアスに気づいて誰もが暮らしやすい世の中に」とし、一部の人の問題ではな
く、市民全般に現状を伝え、課題を知ってもらうきっかけとして掲載した。
 また、中学生全員に配布していることから、特に中学生にもわかりやすい内容と
なるよう、留意して編集を行った。

情報誌パリテを発行し、市民の男女平
等意識のさらなる定着と浸透を図る。
作成については市民参画で行う。ま
た、中学生全員に配布していることか
ら、中学生への情報配信を引き続き行
う。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業
又は取組計画

体系番号 担当課目標

①男女平等推
進センターパ
リテのホーム
ページでの情
報の提供

ホームページでパリテの事業情
報に加えて、広く市民の暮らし
に役立つ男女平等参画情報を提
供します。

協働コミュニティ課 男女平等推進センターの事業を
ホームページに掲載し、情報の提
供と男女平等に関する意識啓発を
行う。

②男女平等参
画に関する図
書資料の収
集・整理

男女平等に関する図書、資料を
収集・整理し、市民が閲覧でき
るようにします。また、ホーム
ページを通じて図書、資料に関
する情報を積極的に発信し、利
用促進を図ります。

協働コミュニティ課 男女平等に関する資料の収集及び
図書の購入や図書コーナーの配置
や資料の配架などの工夫を図り、
また、ホームページに蔵書リスト
を掲載し、貸し出しの促進を図
る。

（４）

①男女平等参
画に関する市
民、団体等へ
の活動支援と
ネットワーク
の形成

パリテまつりで参加団体を募
り、参加団体主催による講座を
開催するなど、男女平等参画に
関する市民、団体等への活動支
援とネットワークづくりを支援
します。

協働コミュニティ課 パリテまつりで参加団体を募り、
男女平等参画に関する市民、団体
等の活動を支援する。

①男女平等参
画推進委員会
の開催

恒常的な市民参画の組織とし
て、西東京市男女平等参画推進
委員会を開催します。

協働コミュニティ課 西東京市男女平等参画推進委員会
を開催する。

②事業評価の
実施

西東京市男女平等参画推進委員
会において、西東京市男女平等
参画推進計画に掲げた事業評価
を毎年度実施します。

協働コミュニティ課 男女平等参画推進委員会を設置
し、毎年度「男女平等参画推進計
画・配偶者暴力対策基本計画実績
評価報告書」を作成する。

Ⅳ-3 （１）

（３）

Ⅳ-2
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題

担当課評価

Ａ

男女平等推進センターの実施事業をホームページに掲載する他、「情報誌パリ
テ」や男女平等参画推進委員会で作成した、「男女平等参画推進計画・配偶者暴
力対策基本計画実績評価報告書」、「男女共同参画週間」、「女性に対する暴力
をなくす運動」や「TOKYO働き方改革宣言企業」制度などの情報をホームページ
で提供した。

引き続き、見やすく、充実した情報の
提供に努める。

Ａ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月刊誌・女性情報(女性に関する新
聞記事掲載)等を図書コーナーに設置し、いつでも市民が学習できるよう環境を常
時整備している。また、オープンスペース入口近くに絵本コーナーを引き続き設
置したが、親子で読み聞かせをする姿も時々見かけるようになり、また絵本の貸
出数が増加した。男女平等参画に関する図書の紹介として、「パリテライブラ
リーニュース」を発行し、市内関係部署や施設に配布した。ＨＰにおいてもライ
ブラリーニュースの他、新着図書を掲載した。講座等で関連する貸出図書を設置
し、案内を実施した。
今年度104冊の貸し出し用図書等を増加した。
結果現在の蔵書1463冊（内ビデオ53本）
貸出冊数
〇28年度：132冊、○29年度：118冊、○30年度：234冊、○31年度：196冊
〇令和２年度：239冊、令和３年度：318冊

市民が男女平等参画について学び、情
報を入手できるように、男女平等に関
する資料の収集や図書の貸出を行いま
す。

Ａ

11人の実行委員と１つの協力団体、11の参加団体により、「Ｗith コロナ時代の
ジェンダー平等～みんなの”私らしさ”を大切にしたいから～」をテーマにし
て、第14回パリテまつりをオンラインで開催した。

パリテまつりを開催方法を検討し、幅
広い世代の市民が活動できる機会を提
供する。

Ａ

男女平等参画推進委員会を合計５回開催した。 主な議題は第４次男女平等参画推
進計画・第２次配偶者暴力対策基本計画・女性の職業生活における活躍推進計画
の令和元年度実績評価についてで、新型コロナウイルス感染症の影響による会議
時間短縮や書面開催などの制約の中、活発なご意見をいただき、報告書をまとめ
ることができた。

引き続き、男女平等参画推進施策の推
進に関することを審議、検討してい
く。また、委員会の内容については、
ホームページで公開していくととも
に、会議資料なども情報公開コーナー
に設置し、閲覧できるようにする。

Ａ

男女平等参画推進委員会でご審議いただき、令和２年度事業実績評価報告書を取
りまとめ、市長に報告した。

引き続き、評価を行う。また、評価報
告書は、ホームページで公開してい
く。
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-Ⅰ

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D B

課別評価

D D D

A A A

A A A

B B B

D D D

A B B

B B B

B B B

D D D

A A A

A B A

B A A

D D D

B B B

B A A

C B B

図書館 ②

男女共同参画週間に、各年度ごとに市内図書館一館
で関連書籍展示を行われていることを評価したい。
書籍の展示に合わせて、相談先のカード等の取りや
すい配架等も情報提供の一環として検討いただきた
い。また、パリテとの連携を要望する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

公民館 ②

公民館は、講座の開催や市民の活動の場として、多
様な方が訪れる場だと思うので、引き続き、男女平
等意識や男女平等参画に関する情報提供に尽力いた
だきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

秘書広報課 ②

SNSの活用した情報提供を評価したい。
男女平等意識に留意した広報に加え、男女共同参画
週間、女性に対する暴力をなくす運動期間などに、
協働コミュティ課と連携して、広報、市ホームペー
ジで男女平等参画推進に関わる記事を大きく掲載し
てはどうか。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

①②③

情報誌パリテで男女の固定的性別役割分担意識の解
消にむけたタイムリーなテーマを取り上げている点
を評価したい。男性、若い世代にも手にとってもら
えるようにさらなる工夫を期待する。中学生にアン
ケートを行なって、特集を組むなどの他自治体の取
り組みを参照されたい。パリテまつり、講座のオン
ライン開催の試みを評価したい。アンケートを事業
の執行状況、事業評価の分析に活用できる仕組みの
検討を要望する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュニティ課・秘書広報課・公民館・図書館

施策全体についての評価

男女の固定的性別役割分担意識の解消に向けて、さまざまな媒体や機会を活
用した情報提供が欠かせない。市民の方が接する機会の多い、市の広報、
ホームページ、SNSを用いた発信の強化を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

人権の尊重

男女の固定的性別役割分担意識の解消（★重点課題）

男女平等参画推進のための意識啓発と情報提供

事業

①情報誌パリテの発行と配布

②情報の提供

③パリテまつりの開催
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-Ⅰ

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A B A

A B B

D D D

A B A

A A B

B B B

D D D

A A A

A A B

B B B

D D D

B B B

B B B

C B B

図書館 ②

ダイバシティー、LGBTQ、各種ハラスメント、性別に
よらない育児関連資料等幅広い男女平等参画関連資
料の収集および提供を評価したい。
引き続き、男女の固定的性別役割分担意識の解消、
男女格差解消にむけた資料の収集・提供を要望す
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

公民館 ①

母や妻という性別役割を求められ、社会とのつなが
り希薄になりがちな育児期の女性を主たる対象とし
た保育付き講座や女性の視点から世界の様々な課題
を考える講座の開催を評価したい。学びを実践に活
かすフォロアップを協働コミュニティー課とも連携
して検討いただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子ども家庭
支援セン
ター

①

コロナの影響で父親支援事業が２年連続開催できな
かったのは残念だが、のどか広場、ピッコロ広場を
多くの父親が参加されているので、それぞれの広場
が周知されていることを評価したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

①②

企画運営委員会による講座７講座（内オンライン４
講座）、ＤＶ被害者等のための自立支援講座６講
座、第14回パリテまつり（オンライン）など、様々
な取り組みを評価したい。特に、オンラインパリテ
まつりはアーカイブ配信にも取り組み、多くの方が
参加されている。参加人数の男女比、また事業評価
の記載がほしい。住吉会館の複合施設としての利点
により、図書の貸出が増加したことを評価したい。
さらに、各複合施設との連携を期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュニティ課・子ども家庭支援センター・公民館・図書館

施策全体についての評価

講座や事業への参加を通じて、男女平等参画に関するさまざまな問題を自分ごととし
て捉え、理解し、自ら解決する力をつけながら、受講者どうしが繋がれる支援、仕組
みをさらに検討いただきたい。執行状況だけではなく、事業評価の記述を要望する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

人権の尊重

男女の固定的性別役割分担意識の解消（★重点課題）

男女平等に関する学習機会の提供

事業
①男女平等参画の視点にたった各種講座の開催

②資料の収集と図書の貸し出し
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-Ⅰ

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

B A A

B B B

B A A

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

男女の固定的性別役割分担意識の解消（★重点課題）

メディア・リテラシーの普及・啓発の推進

事業
①情報誌パリテや講座等によるメディア・リテラシーの普及・啓発の推進

②市発行物等の表現における男女平等ガイドラインの周知徹底

協働コミュニティ課・秘書広報課

施策全体についての評価

メディア・リテラシーの大きな部分を担う秘書広報課での男女平等ガイドラ
インの活用は進んでいるが、全庁的な広がりを企図する協働コミュニティ課
は他市の事例などから具体的な方法を模索しており、今後に期待したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

各市の計画や資料を収集し、メディアリテラシーに
関する蔵書の充実を図り、閲覧や貸し出しの環境整
備に努められたことを評価したい。活用の広がりに
苦慮されているようだが、昨年からの課題である具
体的な方法を他市の情報から学ばれる姿勢も評価し
たい。次年度の検討が具体化することを期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

秘書広報課 ②

市報やホームページ等広報に関わる男女平等の視点
の徹底は、日々の努力と実践の積み重ねが必要であ
ろう。常に緊張感をもって、協働コミュニティ課作
成の「事例集」を活用し、市報とホームページによ
る情報発信に注力されたことを評価したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-2

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

家庭・学校・地域における男女平等教育と学習の推進

男女平等参画推進のための教育・学習の実施

事業

①男女平等の視点にたった名簿等の活用

②固定的な性別役割にとらわれないキャリア教育の実施

③学校等における男女平等教育の実施

④保育園や児童館、図書館などにおいて、男女平等の視点をもった関係図書の紹介等

教育指導課・協働コミュニティ課・保育課・児童青少年課・図書館

施策全体についての評価

男女平等参画推進のための教育・学習の実施という視点で、各課が毎年工夫
をし発展させた取り組みをされていることを評価したい。事業実施後にアン
ケートを取るなど成果や課題の可視化に努め、今後に生かされたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

教育指導課 ①②③

男女混合名簿の整備が完了し、保健体育の男女共修
が進んでいることを評価したい。ただ、事業名「名
簿等の活用」では事業内容がわかりにくいので、今
後検討していただきたい。キャリア教育に男女平等
や個々の尊重が配慮されていることも評価したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

③④

情報誌「パリテ」の全中学校配布、編集段階での中
学生への配慮などが継続されていることを評価す
る。また、おすすめ本を掲載した「パリテライブラ
リーニュース」や相談員による図書紹介など、各種
資料を駆使した啓発活動を評価したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

保育課 ④

基幹型保育園での親子への読み聞かせや図書の紹
介、各園では園児への読み聞かせの際に、意識啓発
を意識した図書の選択が行われていることを評価し
たい。できれば対象者の反応（結果）を把握し今後
に生かされることを期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

児童青少年
課

④

児童館において、ライブラリーニュースを活用した
図書の紹介等啓発活動が行なわれたことは評価した
い。さらに図書の内容紹介や活用などにも工夫され
たい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

図書館 ④

関係図書の紹介や、「夏休みすいせん図書」への選
定を通して、関係図書が読まれる環境づくりに取り
組まれていることを評価したい。貸出件数や感想文
などで追跡調査ができると効果が測れるが、なかな
か難しいとも思われる。工夫を期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-2

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A B B

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

家庭・学校・地域における男女平等教育と学習の推進

多様な性・多様な生き方を認める人権尊重の意識づくり

事業

①学校における人権教育の実施

②多様な性や生き方に関する理解の促進

③情報誌パリテの発行と配布（再掲）

④国際交流等行事の実施

教育指導課・協働コミュニティ課・文化振興課

施策全体についての評価

学校内の取り組みに関しては、具体的な状況が見えない部分もあるが、様々
な場面で人権の視点から男女や多様性の尊重に関して、教育や啓発活動が行
われていることを評価する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

教育指導課 ①

全体計画や年間指導計画の「さらなる改善を図る」
「人権教育の一層の充実を図った」と毎年書いてあ
るが、具体的にどのような改善が行われどのような
内容になっているかがわからないので、評価が難し
く、担当課評価に準じた。教育指導課が実施したこ
とや結果の一部でも具体的記述を心掛けてほしい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

②③

市民啓発のため、適切で学びを深める講座の開催、
および情報誌の拡大配布、配布対象への配慮など、
事業の深化と広がりを大いに評価する。具体的記述
により執行状況と結果がよく分かった。今後の課題
に関してもより具体的な記述をお願いしたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

文化振興課 ④

多様性を持つ外国籍市民への支援及び、日本人住民
の啓発活動など、多文化共生の推進を図るための多
文化共生センターにおける取組が詳細な記述により
よくわかった。認知度を上げる取り組みの必要性な
ど次年度への課題も明確であり、今後のさらなる充
実を期待したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-2

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

B B A

B B B

D D D

B B A

B B A

B B B

D D D

A A A

A A A

A A B

D D D

B B A

A B A

B B A

人権の尊重

家庭・学校・地域における男女平等教育と学習の推進

保護者・保育士・教員・地域団体等の男女平等意識の啓発

事業

①男女平等の視点にたった子育て情報誌の作成･配布

②保育士等職員を対象とした男女平等意識の啓発

③男女平等教育を推進するための教員の研修の実施

④民生委員・児童委員や地域の団体等への啓発

子育て支援課・保育課・児童青少年課・教育指導課・地域共生課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

各課において施策に基づいた計画や目標が掲げられており、執行状況も評価
できる。現状維持は大切ではあるが、次年度においてはより具体的に課題が
把握され些細な箇所であれ前年と異なる評価報告・次年度の課題の記載があ
ることに期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

子育て支援
課

①②

結婚・出産・子育ては夫婦で経験し乗り越えていく
ものである。ライフステージに合わせて女性が仕事
を退職するという認識は薄れていく中、出産に直面
するのが女性であることに変わりはない。新たに父
親になる男性に正しく情報が行き届き、男女間にお
いて健全な認識が育まれることが女性へのフォロー
をより充実にしていく。子育てハンドブックはその
始めの一歩を担っている。引き続き執行状況に期待
する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

保育課 ②

執行状況からより具体的に成果が現れていることを
評価する。男女は元より、個に着眼している点が時
代に即している。子ども達の人格形成に影響を与え
ることを常日頃から意識されるよう研修への参加・
業務への反映に期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

児童青少年
課

②

研修が活かされ業務に反映されていることを評価す
る。教育の現場では男女は元より個に着眼し個性を
大切にする指導や関わりが展開されている。子ども
たちの第二の家庭の役割ともいえる学童保育だが職
員が子どもに与える影響は大きい。引き続き職員育
成が子どもたちの健全な人格形成につながることに
期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

教育指導課 ③

計画や目標に基づいた執行状況が窺える。引き続き
教員の資質向上に努められたい。中堅以降の年次研
修は開催までの間隔が長い為、日頃からコンスタン
トに教員が子どもへの関わり方や自分の持つ認識と
教育者として求められている認識にずれが生じてい
ないか振り返ることができるような体制維持に期待
する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

A B B

B B B

地域共生課 ④

執行状況を評価する。引き続き新任者・現任者に限
らず研修参加の機会が与えられるよう執行状況継続
に努められたい。加えて協働コミュニティ課との連
携・情報共有の上具体的な課題把握がなされること
に期待する。

総合評価

計画内容

課題把握

協働コミュ
ニティ課

④

関係各所への情報誌配布は継続され、地域共生課と
連携をとり民生委員や児童委員、町内会長等地域の
リーダーに関する現状や情報が共有されていること
が望ましい。新たな課題把握がなされることに期待
する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-3

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（★重点課題）

暴力の未然防止と早期発見

事業

①講演会やパンフレット等による啓発

②デートＤＶ防止の啓発

③早期発見に向けた市民、職務関係者との連携

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

スマホが普及し若年層においては情報を収得しやすい半面、従来の相談窓口
や情報提供は上の世代において重要な役割を担っている。取りこぼされる市
民がいないか現状把握に努められ、ＤＶ、デートＤＶ等が広く市民に周知さ
れること、早期発見・対応までの一連の流れにより被害が最小で留まるよう
な事業展開に期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③

コロナ禍で新たに浮上した問題をテーマに講座開催
が行われる等、課としての役割がきちんと理解され
遂行されていることを評価する。問題点や改善すべ
き点の把握もなされている。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-3

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A B

A A A

B A A

D D D

A A B

A A A

B B B

D D B

B A B

A A B

B A B

D D B

A A B

A A B

B B B

D D D

A A B

A A B

B B B

人権の尊重

配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（★重点課題）

相談窓口の充実

事業

①相談窓口の周知と情報の提供

②女性相談の実施

③一人ひとりの状況に応じた相談の実施

④男性相談のあり方の検討

協働コミュニティ課・生活福祉課・子育て支援課・子ども家庭支援センター・健康課

施策全体についての評価

まだ、相談したいがどこで受けてくれるのか知らない人は多い。相談できる
場所の把握は相談者にとって力になる。情報を届けたい人に届いていない現
状を踏まえ、様々な形での相談体制の周知努力していることは高く評価した
い。今後も様々なニーズに対応できる相談体制の構築を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③④

若い世代の相談体制の構築に努力していることは評
価に値する。スマホの普及によりオンラインによる
予約、若い人はSNS相談に変化してきており、男性相
談、LGBTQに対する相談体制の在り様を含め検討して
欲しい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

生活福祉課 ③

コロナ禍において電話やメールでの支援を行ったと
あるが、どのような体制になっていたのか、より具
体的に明記されているとありがたい。個人情報に留
意しつつ、経済的に困難を抱えている家庭が、実際
の支援につながるような体制の充実を期待したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子育て支援
課

③

ひとり親家庭に対してきめ細かい具体的なニーズに
即して対応していることを評価したい。特にコロナ
禍、福祉資金の貸し付けは経済的な面でもよりどこ
ろとなりうる。今後も一人一人のニーズに対応でき
うる体制を継続することを期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子ども家庭
支援セン
ター

③

執行状況をみると虐待件数が前年度より27件の増加
がみられる。面前ＤＶは児童虐待にあたるという観
点からも児童虐待とＤＶは表裏一体で起こってい
る。今後もＤＶ家庭の中にある子どもの虐待の早期
発見のために連携とケース会議が充実されることを
期待したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ③

ひとりひとりのニーズに合わせての支援体制を行っ
ていることは評価に値する。特に子どもの発達関連
については、家族の在り様の中においても悩むこと
があり、サポート体制は必要である。他機関との連
携との記載があるが具体的な支援体制、ケース検討
の実施等、記載があるとありがたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-3

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D A

A A A

A A A

B A B

D D D

A A B

A A B

A B B

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A B

A A A

A A B

人権の尊重

配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（★重点課題）

被害者の安全の確保と自立への支援

事業

①緊急一時保護の実施

②民間支援団体との連携

③一人ひとりの状況に応じた関係部署間の連携による支援と情報の提供

④被害者への自立支援の実施

協働コミュニティ課・健康課・生活福祉課・子育て支援課

施策全体についての評価

２次被害を出さないためにもDV被害者支援の基本となるアセスメント及びリ
ファー先が的確にできるように庁内及び関係機関のとの充実を図りたい。相
談場所の周知に努力されていることは評価に値するが定期的にケース検討、
研修等を実施し、連携体制が構築されていくことを期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③④

緊急一時保護、ＤＶ相談等で重要な課題は安全性配
慮と今後の生活への不安への解消である。相談者の
ニーズにあわせた相談体制を図っているように思
え、今後もこの体制を継続させていくことを期待す
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ③

シングルマザーの女性の子どもで障害をかかえてい
る子も少なくない。そういう方のサポートに対して
も連携体制は継続して充実させることを期待した
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

生活福祉課 ③

相談内容が複合的なケースが多い。それに対して関
係部署との連携、役割分担との記載があるが、どん
な支援がされているのかの記載が欲しい。特にシン
グルマザー、子どもの貧困に対する支援体制をこの
後もニーズに即して行うことを期待したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子育て支援
課

③

DV被害者の母子に関しては婦人相談員と連携を図り
ながら対応している役割は大きいと思う。実際にど
ういう形で連携をとっているのか、また母子支援施
設の入所など、そのフォローアップについて記載さ
れたいるとより仕事内容が見えて評価しやすい。今
後もより連携を深めて自立支援につなげることを期
待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-3

施策（４）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（★重点課題）

市の体制整備に向けた取り組みの強化

事業
①職員研修の実施

②相談員の資質向上とメンタルケア

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

新型コロナの影響の中で、スーパーバイズを年５回実施したこと、研修中止
の中で、オンライン研修の変更等で知識の共有を図ったことは評価したい。
ＤＶ被害者個々の支援についても、関係機関と連携を取りながら実施したこ
とについて評価したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

担当者の異動等については残念だが、課の共有の課
題として、課全体に周知すべきである。
引き続きスーパーバイズの研修に出席し、知識の向
上に努めていただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

92



５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-3

施策（５）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

B B B

B B B

B B B

D D D

A A A

A A A

A A A

（市民課・保険年金課・健康課・生活福祉課・高齢者支援課・障害福祉課・子育て支援課・

　保育課・子ども家庭支援センター・学務課）

人権の尊重

配偶者等からの暴力の防止と被害者支援（★重点課題）

関係機関との連携強化

事業

①庁内関係各課との連携の強化

②各種関連機関・専門家との連携の強化

③配偶者暴力相談支援センター機能の検討

協働コミュニティ課・関係各課

施策全体についての評価

配偶者暴力被害者支援担当者連絡会議を開催し、各課連携を図られているこ
とを評価する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③
庁内関係機関との連携を図りながら、情報を共有す
る体制について評価したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

関係各課
（下記の各
課）

②

各課においても配偶者暴力被害者支援担当者連絡会
議に出席され、連携を図られていることを評価した
い。また、健康課におかれては、「たまご面接」
「こんにちは赤ちゃん訪問」等、アウトリーチによ
り相談に努めていることを評価したい

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-４

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

B B B

A A A

D D D

A A A

A A B

A A A

D D D

A A A

A A A

A B A

人権の尊重

男女平等を阻む暴力の防止（セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力等）

暴力の防止に向けた意識啓発

事業

①暴力防止に関する情報提供と学習機会の提供

②市内事業所への意識啓発

③暴力の防止に関する市職員・教員への啓発・研修

協働コミュニティ課・職員課・教育指導課

施策全体についての評価

昨年に引き続き、各課が暴力防止を目指して啓発活動に取り組んだことを評
価する。繰り返しが重要な活動ではあるが、５年に一度の市民意識調査とと
もに市職員、教職員へも意識調査を行い、成果を検証したうえで、より効果
的な活動につなげていけるよう工夫を重ねていただきたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③

講座の開催や冊子の配布等で継続的に情報提供や啓
発活動を行ったことは評価できる。DV関連の冊子や
「ポケット労働法」等の配布方法が昨年と変わって
いないが、想定数の配布ができているのか、必要な
情報が届けたい人達に届いているのか、検証したう
えで次年度につなげていただきたい。全職員に対し
ての研修も、必要であるとの判断があるならば、実
施に向けて尽力されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

職員課 ③

継続して研修が実施されていることを評価する。
「相談体制の強化」が毎年課題とされているが、課
題解決のための具体的な取り組み方法を早々に検討
されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

教育指導課 ③

継続して研修が実施されていることを評価する。教
育の現場は時代とともに環境も常識も大きく変化し
ている。図らずも立場の弱い子ども達が被害者と
なってしまうことのないよう、引き続き適切な研修
が計画的に実施されることが望まれる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

94



５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-４

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A B

A A A

D D D

A A A

A A A

A A A

人権の尊重

男女平等を阻む暴力の防止（セクシュアル・ハラスメント、ストーカー、性暴力等）

暴力の被害者に対する支援

事業

①相談の実施

②女性相談の実施(再掲)

③緊急一時保護の実施(再掲)

教育支援課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

コロナ禍においても柔軟な対応で支援体制が整えられていることを評価す
る。引き続き他部署や関係機関と密に連携することで、個々人の状況に応じ
た支援が速やかに行われることを期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

教育支援課 ①

関係部署・機関との連携を密にするよう努めている
ことを評価する。「関係機関と動きが重複すること
がある」という課題については、解決策が見えてい
ながら昨年より進展がないが、より円滑な支援のた
めにも早期に解決できるよう取り組んでいただきた
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

②③

女性相談の予約がオンラインで行えるようになった
ことを大いに評価する。早期の相談は問題が深刻化
するのを防ぐことにつながるが、若い世代ほどSNSを
使うことで早期にヘルプの声をあげることができる
と考える。相談者や暴力被害者が迅速に適した支援
を受けられるよう、引き続き他課や関係機関との密
な連携構築を進められたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-５

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

B B B

A A A

D D D

B A A

B B B

B B A

D D D

B B B

B B B

B B B

人権の尊重

性と生殖に関する健康支援

からだと性に関する正確な情報の提供

事業
①発達に応じた性教育の実施

②性と生殖に関する健康支援情報の提供

協働コミュニティ課・健康課・教育指導課

施策全体についての評価

必要と思われる情報を、機会、形式ともに複数の方法で提供していることは
評価するが、その中で見えてきた課題に対しては、解決に向けての取り組み
が今一歩のようである。課題解決のための具体案を検討するなど、さらなる
一歩を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

開催した講座で参加者の望む情報を提供できたこと
は評価に値する。多くの保護者に聞いてほしい、と
の意見を具体的な形で反映させるなど、さらに発展
した活動につなげていくことを期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①②

母性に関わる事業を通じて正しい知識を提供した実
績は評価する。一方で、性教育の実施、リプロダク
ティブ・ヘルス/ライツの周知を図ることも非常に重
要な事業である。そのために各課連携が必要と認識
しているのであれば、具体的に連携の方法を検討す
るなど、少しずつでも実現に向けた取り組みを進め
ていただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

教育指導課 ①

性教育の必要な青少年は、個々人で心身の成長にば
らつきがあり、また家庭における保護者の考え方も
様々で、画一的な指導は難しいと考える。「性教育
の手引き」を踏まえた現行の指導で、現代社会を生
きる青少年に必要な性教育を提供できているのかを
適切に評価していただきたい。場合によっては専門
家講師の採用や保護者への教育も検討するなどし
て、より効果的な指導に発展させていくことを要望
する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅰ

課題Ⅰ-５

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A A

A A A

D D D

A A A

B B A

A A A

人権の尊重

性と生殖に関する健康支援

性差に応じた健康支援

事業
①女性専門外来に関する情報提供

②女性・男性特有の病気に対する予防と検査の実施

協働コミュニティ課・健康課

施策全体についての評価

引き続き相談者に応じた情報提供、医療機関の案内を実施されたい。継続し
て行っている情報集約について、集まった情報の質や量を吟味し、事業評価
として記載していただきたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①

継続して事業を実施されたい。集めた情報を有効活
用するためにも、女性相談を通して自身に適した医
療機関を案内してもらえるということを周知された
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①②

継続実施されたがん検診に加え、健康教育が再開さ
れたことを評価する。検診を受けて病気が見つかっ
た場合と検診を受けずに病気が進行してから見つ
かった場合の経済的・身体的負担の差をわかりやす
く提示するなどして、受診率向上を図っていただき
たい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-１

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A B

A A A

D D D

B B C

B B C

B B C

（企画政策課・総務課・公共施設マネジメント課・契約課・危機管理課・保険年金課・健康課・

地域共生課・高齢者支援課・障害福祉課・子育て支援課・文化振興課・スポーツ振興課・

産業振興課・環境保全課・ごみ減量推進課・都市計画課・交通課・下水道課・学務課・

社会教育課・公民館・図書館・選挙管理委員会）

地域における男女平等参画の推進

政策・方針決定過程への男女平等参画の推進（★重点課題）

審議会・委員会等への女性の積極的登用

事業
①審議会・委員会等における女性委員登用率の向上

②審議会・委員会等に参画しやすい環境整備

協働コミュニティ課・関係各課

施策全体についての評価

審議会委員等選出の時期が重なっている課が多い中、各課も目標として女
性の登用率向上を目標として掲げてはいるが、傾向として子育て・教育・
民生委員など、地域生活に密着したイメージの強い課での登用率は高い。
対して登用率が低い課での特徴が、各団体からの構成員や指名、充て職か
ら選出が行われる傾向が高いため、その選出方法そのものを根本的に見直
す必要があると考えられる。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

男女平等参画社会の推進の中枢を担う課と捉えら
れる点から女性の参加意欲も高く、例年登用率も
50%以上を保持していることが評価できる。男女比
率のバランスが良い点から、男女共に公平な議論
が行える場として生かされていくことを望む。但
し、審議会と現場との意見交換の機会を望む声が
上がった結果それが未だ困難である現状は、将来
的に審議会の在り方が問われるものであると感じ
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

関係各課
(下記の各
課)

①②

例として３課を挙げると、危機管理課は全体的
に、「意欲のある女性の発掘に努める」という取
組計画や課題があるが、具体的にどのようにその
課題に取組む・取組んでいるのかが不透明であ
る。スポーツ推進審議会においては、女性のス
ポーツ参加者の母数が少ないわけではないにも関
わらず、各団体からの推薦による登用により女性
の登用率が低いことは課題として認識して頂きた
い。いずれにおいても女性の登用率向上に意識を
向けていることは文面では伝わるが、実際の取組
や意識向上について、より現実的且つ具体的な内
容を求めたい。一方、明るい選挙管理委員会につ
いては、男性の登用率が低いため男女比率の平均
化に対する具体的な取組を模索して頂きたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-１

施策（２)

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

A A A

B B A

地域における男女平等参画の推進

政策・方針決定過程への男女平等参画の推進（★重点課題）

人材に関する情報の収集と人材の養成

事業
①地域における女性のロールモデルの発掘と登用

②リーダー養成講座の実施

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

情報誌『パリテ』を代表として、コロナ禍においても継続的に最新の情報
を発信し続けていることがさらに評価されるべき。特にジェンダーに関す
る情報発信は内容も分かりやすく、教育現場でも配布を促して欲しいと感
じるレベルである。今後も啓蒙活動やバラエティ豊かな講座・セミナー開
催を推進し続けて頂きたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

LGBT関連、コロナ禍におけるＤＶへの警鐘等、時
世に沿った情報発信が富んでいる。又、それぞれ
の分野で有益な活動をしている人材にアンテナを
張っていることがうかがえる。男女平等に限ら
ず、あらゆる人々を平等にとりこぼさない社会を
目指す工夫を感じる姿勢は、今後も継続して努め
て頂きたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-２

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A B

B B B

C A C

地域における男女平等参画の推進

地域活動における男女平等参画の推進

女性リーダーの育成と参画の促進

事業
①地域リーダーの機会均等の支援

②地域を担う女性リーダーの育成

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

地域で活躍できる女性リーダーの参画を促すことができていることについて
は、個人への意識啓発と支援ができていると評価できる。一方で、性別に限
らず全ての人がリーダーとして活躍できるように団体等を支援すると計画に
はあるが、団体の支援については執行できていない現状である。改善された
い。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②
新たに男女平等センター企画委員に市内で活躍され
ている女性を加え、講座や情報誌の企画までつな
がったことは評価できる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-２

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A A

C B B

A A A

D D D

A C A

A C A

B C A

D D D

A C C

A C A

A C C

地域における男女平等参画の推進

地域活動における男女平等参画の推進

地域活動等への男性の参画の促進

事業
①男性を対象とした男女平等参画講座の実施

②地域活動、ボランティア、ＮＰＯ等の情報提供と参加促進

協働コミュニティ課・地域共生課・児童青少年課

施策全体についての評価

オンラインを活用した地域活動への男性の参画を促進する講座や、事業の機
会を創出することで、男性が積極的に関わるよう進んできている。参加人数
や計画面でも目標値を設定し、より具体的な目標を作成されることを期待し
たい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②
オンラインを活用し男性やNPO法人を含めた講座の
機会を提供し続けたことにより、情報提供と啓発が
できている。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

地域共生課 ②
地域の様々な場所（サロン、自治会、子ども食堂
等）にて出前講座を行ったことで参加の促進ができ
ている。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

児童青少年
課

②

男性の参加人数を把握できていない時点で、事業の
計画すらできていないと考える。ただ「こそだて
フェスタ」を開催したことで地域の男性が積極的に
関わる機会を創出した。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-２

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A A B

A B A

B B A

地域における男女平等参画の推進

地域活動における男女平等参画の推進

市民活動団体との協働

事業
①市民活動団体への男女平等に関する学習機会の提供

②男女平等参画の視点をもった市民活動団体との協働事業の実施

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

開催された事業に関しては評価ができる。今後は参加団体を増やすための働
きかけが必要であり、男女平等参画の意識を多くの市民団体と共有すること
に期待したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

パリテまつりをオンライン開催、パープルリボンプ
ロジェクトのタペストリー展示の事業は今後に繋が
る。今後は、より多くの市民団体を巻き込んだ事業
計画に期待したい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-３

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

B B B

B B B

C C C

D D D

A A A

B C B

B C B

地域における男女平等参画の推進

男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりの推進

防災対策における女性の参画拡大

事業
①防災会議における女性の参画

②防災市民組織における女性の参画とリーダーの育成

危機管理課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

防災会議での女性委員の増員は充て職の問題もあり、比率のコントロールが
困難なことは理解ができる。しかし、防災時の女性の意見が反映されるよう
な体制は必須であることから、引き続き防災会議・防災組織への女性リー
ダーの参画を促すような講習・事業の実施に期待したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

危機管理課 ①②

防災会議に女性団体の代表を任命していることは計
画と合致している。しかし、令和３年度について
は、コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、講習
会・説明会が実施できなかった。こちらについては
は今後の課題として取り組まれたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

②

男女平等センターパリテ内に、防災における男女平
等参画に関する新聞記事の提示や防災図書を設置し
たことは評価できる。今後については事業を開催す
るなど、防災市民組織における女性のリーダー育成
を促進されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅱ

課題Ⅱ-３

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

A B B

B C B

B C A

D D D

A B A

A B A

B B A

D D D

A A A

B B A

B A A

地域における男女平等参画の推進

男女平等参画の視点による防災・減災のまちづくりの推進

男女平等参画の視点を取り入れた地域防災活動の推進

事業

①避難施設運営組織における女性の参画

②災害時要援護者の支援

③男女のニーズに配慮した避難物資の整備

協働コミュニティ課・危機管理課・教育企画課

施策全体についての評価

いつ発生するか分からない、災害に対して、危機管理課が各課と連携の上、
様々な課題に向き合い、企画立案から実施につなげている。今後も市民に寄
り添った防災計画に期待したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①

男女平等センターパリテ内に防災における男女平等
参画に関する新聞記事の掲示や防災図書を設置した
ことについては評価できる。今後は避難所運営に関
する情報提供についても求めていきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

危機管理課 ①②③
各課と連携の上、避難施設の体制強化、避難物資の
整備、災害時の要援護者、女性への配慮、男女双方
の視点に沿った企画立案と実施ができている。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

教育企画課 ①
各学校及び、危機管理課と連携の上、避難所運営組
織の構築を行っており、女性参画も実現できてい
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-１

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

B C A

B A A

B A B

D D D

B C C

B B B

C B C

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進（★重点課題）

ワーク・ライフ・バランスの啓発と情報提供

事業
①ワーク・ライフ・バランスに関する啓発と情報の提供

②多様な働き方に関する情報の提供

協働コミュニティ課・産業振興課

施策全体についての評価

協働コミュニティ課の施策は非常に評価ができる。産業振興課は、執行内容
としては一定の評価が出来るものの、例年通りの取り組みとなっているた
め、コロナ禍に対応した取り組みを追加施策として盛り込んで頂きたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

執行状況

課題把握

産業振興課 ①②

計画内容について、昨年と同様の内容となってお
り、コロナ禍において、アプローチの仕方に変化が
見られなかった。
執行状況・事業評価について、①は情報提供は一定
の評価ができるものの、情報提供に関して一方通行
のイメージが拭えない。②は昨年度もコロナのため
中止となっていたが、オンラインへの切り替えな
ど、違う形での実施を検討頂きたかった。③はコロ
ナ禍でも実施をされたことは評価ができる。今後参
加者の満足度を高める工夫に尽力頂きたい。
課題把握は、昨年度と同様の内容になっており、三
鷹所管内の有効求人倍率が低い課題に対し、提供方
法の工夫や提供情報の拡大等を行っていただきた
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

①②

前年度、課題として挙げられていた参加者の少なさ
が改善され、非常に多くの方が参加されたことは非
常に評価できる。（それだけ興味のある内容＋セミ
ナーの周知活動をされたと推察）また、他市との共
催で法律知識を交えたセミナーを開催したことも評
価できる。引き続き、多くの方が参加できるセミ
ナーの開催や情報提供を行って頂きたい。

総合評価

計画内容
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-１

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

C C C

C C B

C C C

D D D

C C C

C C C

C C C

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進（★重点課題）

ワーク・ライフ・バランスの促進に向けた事業所への働きかけ

事業

①市内事業者団体に対する情報の提供

②ワーク・ライフ・バランス推進企業の紹介

③公共調達を通したワーク・ライフ・バランスの推進（新規）

協働コミュニティ課・契約課

施策全体についての評価

協働コミュニティ課については、市内事業団体への連携は、ハードルが高い
ため、実施が難しい内容ではあるが、できるところから進めて頂きたい。契
約課については、現状、進展がなく、検討段階に留まっていることから、他
市との情報共有などの取り組みを進めて頂きたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③

パリテに市内企業の男性の育児休業記事を掲載する
など評価ができる。市内事業者団体との連携につい
ては、他市でも同じ課題がないか、また実際に連携
ができたところがないかなど、情報共有を行い、連
携の実現を目指して頂きたい。また、パリテ内で市
内のワーク・ライフ・バランス推進企業の紹介２件
行ったことも評価できる。引き続き、取り組んでも
らいたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

契約課 ③

現状、進展がないこと、また、検討段階に留まって
いることからC評価としている。他市との比較や導入
している市の経緯など、情報共有等の取り組みを行
てもらいたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-２

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

D D D

課別評価

D D D

B B B

B B B

B B B

D D D

A A A

A B B

B B B

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

経済活動における女性活躍の推進

女性の就労及びキャリア形成支援

事業

①ハローワーク等との連携による就職相談の実施と情報の提供

②保育付き女性の就労準備講座等の実施

③働く女性のキャリア形成支援

産業振興課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

普及啓発、情報提供にかかる継続的な取組みとともに、コロナ後の新しい日
常も見据えつつ、オンラインによる実施の拡充など、これまでの情報提供や
セミナー・講座実施とは異なる運営方法にも取り組み、女性の就業推進に向
けて、事業展開を図られたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

産業振興課 ①②

新型コロナウイルスの影響により、就職支援セミ
ナーや就職面接会などが実施できなかったのは理解
できる。しかし、セミナーなどでは、オンラインに
よる実施も検討されたい。引き続き、女性と企業と
のマッチングの強化を期待する。

総合評価

計画内容

課題把握

協働コミュ
ニティ課

②③

講座の実施では、新型コロナウイルスの影響下なら
ではの女性向けのテーマ設定など、工夫が図られて
いる。今後はさらに、活躍する女性をロールモデル
として紹介する取組みを進展されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-２

施策（２）

事業

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B C B

課別評価

B C B

B B B

B C B

B B B

施策全体についての評価

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

経済活動における女性活躍の推進

市内の事業所における女性の活躍の推進

①女性の活躍を推進するポジティブ・アクション（積極的改善措置）の働きかけ

協働コミュニティ課

普及啓発、情報提供にかかる継続的な取組みとともに、ポジティブアクショ
ン導入のメリットや、導入事業者の成功事例を情報提供する方策を進展され
たい。また、導入企業の公表や表彰によるＰＲなど、導入のインセンティブ
につながる取組みも検討されたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①

事業者向けの講座開催などを継続していくともに、
ポジティブアクションの事例についての事業者への
情報提供や、事業者による導入促進に着手された
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-２

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A B

課別評価

B A B

B B B

B A B

B B B

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

経済活動における女性活躍の推進

女性農業者への支援

事業
①家族経営協定の普及

②女性農業者の支援

産業振興課

施策全体についての評価

認定農業者における家族経営協定の締結が一段落つくなか、女性が農業経営
者としてより重要な役割を担えるよう、女性のアイデアに基づく成功事例
を、広報や動画、イベントで情報発信するなど、事業の展開を図られたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

産業振興課 ①②
認定農業者における家族経営協定の締結は概ね達成
している。今後は、さらに農業経営における女性の
地位向上に向けて、取組みを展開されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

109



５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-２

施策（４）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

B B B

B B B

B B B

B B B

B B A

A A B

B B A

B A A

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

経済活動における女性活躍の推進

女性の起業、コミュニティビジネス等への支援

事業
①起業に関する支援と相談の実施

②ＮＰＯ法人の設立やコミュニティビジネス等に関する情報提供、相談、学習機会の提供

産業振興課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

新型コロナウイルスの影響により、起業やＮＰＯ活動の勢いが低下しないよ
う、オンラインによる実施も併用しつつ、支援事業の展開を図られたい。ま
た、女性起業家の発掘・育成や、女性問題に取組むＮＰＯとの連携など、女
性をテーマにした取組みの展開も図られたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

産業振興課 ①

引き続き、創業スクールなどを実施していくととも
に、女性による創業のさらなる促進に向けて、女性
起業家の成功事例の情報発信など、事業の展開を図
られたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

②

新型コロナウイルスによる影響による制約を受ける
なか、オンラインによる事業継続も図っている。ま
た、ＮＰＯに対しても、オンラインにより活動を実
施するための支援にも取り組んでいる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-３

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

B B B

B B B

B B B

B B B

A B B

A B B

A B B

B B B

B B B

B B B

B B B

B B B

A A A

A A B

A A A

A A B

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

男性の家事・育児・介護への参画促進

男性の家事・子育てへの参画促進

事業
①男性向け家事・育児に関する情報の提供

②男性の育児休業取得の啓発

協働コミュニティ課・健康課・公民館・職員課

施策全体についての評価

普及啓発、情報提供にかかる継続的な取組みとともに、令和４年度の育児休
業にかかる改正法施行をふまえ、新たに可能となる男性の育児休業の分割取
得などの情報を発信し、さらなる男性の育児参画を図られたい。合わせて、
家事や介護についても、男性の参画を促進する取組みの実施を図られたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

令和４年度の育児休業の改正法施行に向けた取組み
を実施している。今後も男性の育児休業取得の事例
の情報発信や、父子参加のイベント開催などによ
り、男性の育児参画の促進を図られたい。また、合
わせて男性の家事や介護への参画促進の取組みも展
開を図られたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①②
引き続き、ファミリー学級などの取組みを通じて、
男性の出産・育児に対する理解を深め、男性の育児
参加の促進を図られたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

公民館 ①

引き続き、男性が参加可能な時間での講座を開催し
ていくとともに、男性をターゲットとした育児・家
事・介護にかかる講座についても検討を図られた
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

職員課 ②

職員に対する育児休業制度の周知の取組みにより、
男性の育児休業取得者が、令和３年度は11名と、二
ケタ台となっている。今後も改正法施行もふまえつ
つ、男性の育児休業制度の充実により、さらなる取
得者増加を目指されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-３

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

B B C

B B C

B B C

B B C

A A A

B A A

A A A

B A A

C B B

B B B

C B B

B C C

高齢者支援
課

①②

課題が前年度と同様であり、どの様に周知されたの
かが見えない。誰に向けて情報提供啓発をしてきた
のか。在宅介護教室を開催されたことは評価できる
が、より多くの方に参加して貰うための課題が改善
されていないと感じる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

職員課 ①
新たに時差勤務を導入され、取得者が居ることを評
価する。今後も対象者や新人研修を通して、多くの
職員の理解が深まるような取り組みを期待する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

①
課題が前年度と同様であり、稼働年齢層の男性に情
報が届くような働きかけが見えてこない。ポケット
労働法は、対象者に届いたのかも疑問。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュニティ課・職員課・高齢者支援課

施策全体についての評価

課題に改善が見られないことを残念に思う。対象者への情報提供・啓発に、
より力を入れていただき、対象では無い市民の目にも留まるような取り組み
を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

男性の家事・育児・介護への参画促進

男性の介護への参画促進

事業
①介護休業取得の啓発

②介護講座の開催
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-４

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A A

課別評価

A A A

A A A

A A A

B A A

B A B

B A A

B A B

B A B

B A A

B A A

B A A

B A A

A A A

A A A

A A A

B A A

B B A

B B A

B B A

B B A

児童青少年
課

①②

「こそだてフェスタ＠西東京」をオンラインで開催
したことが、子育て世代のニーズと合致していた。
学童クラブの改修により、子どもの利益を改善した
ことを高く評価する。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

保育課 ①②
利用者支援事業での関係機関を繋ぐ役割や、利用者
ニーズの把握が充実している。待機児対策も評価で
きる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子育て支援
課

①②③
ひとり親相談件数、病児病後児保育室利用共、大き
く件数が増えていることが周知の結果であれば大い
に評価できる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

地域共生課 ①
市報掲載、ポスター掲示での周知・広報をされたと
のことだが、多くの対象となる市民へ情報が行きわ
たる様今後も工夫していただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①
「子育て応援アプリ　いこいこ」の利用者評価が高
く、内容も充実していると感じる。専門職の全件面
接と共に継続していただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

施策全体についての評価

R4 R5担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3

多岐に渡る子育て支援サービスを様々な課が担当しているが、連携して利用
者の不利益が無いよう対応を期待する。子どもがど真ん中なまちとして、今
後もどの様に取り組まれるのか見ていきたい。

全体評価(年度)

健康課・地域共生課・子育て支援課・保育課・児童青少年課・子ども家庭支援センター・学務課

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

子育てへの支援

子育て支援サービスの充実

事業

①子育てに関する相談の実施

②保育サービスの提供

③子育て家庭に対する経済的な支援
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A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

B A A

A A A

A A A

学務課 ③
申請期間を１か月延長したという、柔軟な対応を評
価する。今後も、対象者が申請できるような情報提
供を望む。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子ども家庭
支援セン
ター

①②

ニーズに合わせて預かり時間の幅が広がったとの事
だが、その成果が具体的に示されておらず残念に思
う。子どもにとっての最善を追求するために、児童
養護施設と連携していただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-４

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

A A A

課別評価

A A A

A A A

A A A

A B A

A B A

A A A

A B A

A B A

B A A

A A A

B A A

B A A

B A A

A A A

B A A

B A A

子ども家庭
支援セン
ター

①②③

広場での情報提供の工夫、子育てハンドブックの更
新を丁寧に行っていることを評価する。ファミリー
サポートセンターの事業説明、研修など開催時間の
工夫は評価できる。新型コロナの影響が長く続く
が、引き続き地域で子育てを支援する仕組みを継続
されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

保育課 ①②

相談事業においてYouTubeを駆使していることは高く
評価する。今後も継続されたい。その結果が相談件
数の増加に結びついたと考える。一時保育のニーズ
は今後も続くと考えられるため、保育士の確保が難
しい中、事業者への働きかけを続けることを今後も
継続されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

子育て支援
課

①

子育てハンドブックの作成において見やすい編集に
努めたり、新しい情報に内容が更新されていること
は評価する。配架についても市内の多数の公共施設
に置かれていることで、市民の目に触れ、手に取り
やすいことも評価できる。子育てハンドブックの存
在やどこに行くと手に入るのかなど、定期的に繰り
返し市の公式アカウントをもつSNSでＰＲする方法も
検討願いたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

協働コミュ
ニティ課

①

保育付き講座を複数回実施したことは評価される。
さらに、情報紙パリテ10月号で改正育児・介護休業
法を特集するなど、男性の育児や介護の情報を積極
的に発信していることは評価できる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

施策全体についての評価

R4 R5担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3

ワーク・ライフ・バランス（WLB）と女性の活躍の推進に紐づけられる施策が
多く実施されていると推察される。情報提供方法をそれぞれの課で情報紙や
SNSなどを駆使するなど、工夫がみられ評価できる。また、子育てサークルの
育成については保育付き講座の実施を実施し、サークルを複数発足させたこ
とは高く評価できる。

全体評価(年度)

協働コミュニティ課・子育て支援課・保育課・子ども家庭支援センター・健康課・公民館・児童青少年課

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

子育てへの支援

地域での子育て支援の促進

事業

①子育て支援に関する相談と情報の提供

②地域で子育てを支え合う保育サービスの提供

③子育てサークルの育成と支援
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A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

A A A

B A A

A C B

A A A

A C B

B C B

児童青少年
課

③

新型コロナの影響で利用制限があり、情報提供がし
ずらい環境だったこと理解する。しかし、SNSなどを
駆使し情報の収集・発信、活動の支援もできたが昨
年同様に実施していない点は努力・改善されたい。
小規模のイベントやこそだてフェスタの開催は新型
コロナ禍での工夫が評価できる。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

公民館 ①③

新型コロナの影響を受けながらも、情報提供を積極
的に実施したことは評価できる。さらに、保育付き
の講座を数多く開催し、講座終了後にサークルが複
数発足したことなど、高く評価に値する。これから
も社会の動きを把握した支援を継続されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①

新型コロナの影響下においても、子育て応援アプリ
「いこいこ」を活用周知したことは評価に値する。
市民講座の回数を増やすなど工夫し情報提供を行っ
たことも評価に値する。オンラインを駆使した新し
い取組にも着手していることなど、今後も更なる相
談事業や情報配信など継続されたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-４

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

B B B

A A A

B B B

B B A

B B B

B A B

B B B

B B B

A A A

A A A

A A A

A A A

子育て支援
課

①②③

継続して実施されたい。
個々の状況やニーズの違いがある中、母子・父子な
どひとり親支援として、様々なきめ細やかな相談か
らアフターフォローまでの体制は高い評価に値す
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

地域共生課 ①

市民の身近な相談役として、民生委員を周知するこ
とは継続されたい。さらに、今の社会状況を鑑み、
実際に子育てに関する相談を身近にするために、
LINEやメールなどを全ての民生委員が利用できるよ
う努め、いつでも相談に対応できる体制づくりを構
築するよう求める。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課 ①

全ての妊娠届時に面談を実施していることは評価に
値する。だれもが安心して子育てができるような、
相談できやすい環境の整備（SNSも併用）をこれから
も検討願いたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

健康課・地域共生課・子育て支援課

施策全体についての評価

WLBと女性の活躍の推進に紐づけられている施策が多く実施されていることは
評価にあたいする。実際に面談をしきめ細やかな支援を行っていることは高
く評価できる。なお、より身近に相談受ける方法として、最近はLINE等のSNS
での相談が様々な場面で実施されている。ぜひ、ひとり親家庭への支援にお
いても、SNSを駆使し身近に相談ができる体制を検討願いたい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

子育てへの支援

ひとり親家庭への支援

事業

①子育てに関する相談の実施(再掲）

②ひとり親家庭の生活支援

③ハローワーク等との連携による就業支援
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-５

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A A

課別評価

B B B

A A A

B B B

C B A

B B B

A A A

B B B

B B B

A A A

A A A

A A A

B B B

A A A

A A A

A A A

C A A

協働コミュ
ニティ課

③

③ＮＰＯや市民活動団体等のより質の高いサービス
や活動ができるよう育成や支援に努めた。コロナ禍
での文化芸術活動、障碍者支援とまちづくりのワー
クショップなど、意義のある活動が実現できた。引
き続き、団体運営や連携について効果的な助言と支
援を継続していただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

障害福祉課 ①

①障碍者のしおりの改善、制度やイベントの周知を
市報,ＨＰ以外にツイッター等のSNSを活用したこと
は評価できる。また障害福祉関連の機関と連携し、
ケース検討、地域課題の抽出などを行えたことも評
価でき、これが重層的相談支援体制の整備につなが
ることを願う。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

高齢者支援
課

①②

①社会資源マップの更新、年3回の運営協議会での自
己評価等が評価できるが、それが地域包括センター
の負担軽減につながり、相談体制の充実となること
を願う。
②支え合いネットワークの協力員、協力団体の数は
充実している。実際どのような支え合いの事例があ
るのか、それらを事例として情報発信したり、開催
できなかった懇話会などの実施でより充実を求め
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

地域共生課 ①②

①民生委員を地域と行政とのパイプ役として十分な
機能を果たすことが出来るよう、毎月の定例会議で
の行政からの情報提供および情報交換や充実してい
る。そのため見守り体制や相談体制がが構築されて
いる。コロナ禍で研修中止であったが今後も研修の
計画実施をお願いしたい。
②地域の課題解決のための人材発掘は難しいことが
想像されるが、ほっとネット推進員による出前講座
が効果的に人材発掘や地域の課題解決につながるこ
とを願う。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

地域共生課・高齢者支援課・障害福祉課・協働コミュニティ課

施策全体についての評価

西東京市の中にある地域のふれあい支え合うネットワークを形成する資源
（人、団体）を効果的に結びつけ、その仕組み作りを主導していることは大
いに評価できます。今度はさらに充実させ、地域資源を生かしたまちづくり
につなげてほしいです。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

介護への支援

地域での支え合いのしくみづくり

事業

①地域での福祉に関する相談と情報の提供

②地域でふれあい、ささえあうネットワークの形成

③ＮＰＯや市民活動団体等との協働の推進
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅲ

課題Ⅲ-５

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

A B B

A A B

A B B

A B B

B B B

C B B

B B B

C B B

障害福祉課 ①

①ペアレントメンター事業については評価できる。
障害のある子供を養育する保護者どうしの相談や情
報共有ができるよう今後も充実していただきたい。
障害福祉サービス利用の情報提供も引き続き、充実
して継続をお願いしたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

高齢者支援
課

①②

①コロナ禍で、高齢者等の被介護者への虐待防止の
街頭普及啓発活動やパネル展示が中止となったこと
は残念だった。他の効果的な啓発運動を検討してい
ただきたい。
②介護者の負担軽減のための支援は、家族会や認知
症カフェはもちろん、効果的な支援につながる取組
を検討していただきたい。また実際の虐待ケースで
は、関係機関の連携で支援強化を徹底していただき
たい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

高齢者支援課・障害福祉課

施策全体についての評価

高齢者、障害者がよりよく生きるためにその家族介護者への行政による支援
が重要です。同時に同じ立場の家族同士のつながり、情報共有による負担軽
減につながるよう、行政主導を今後も継続してほしいです。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進

介護への支援

家族介護者への支援

事業
①家族介護者への情報の提供

②専門職・関係機関の連携による家族介護者への支援
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B B

課別評価

B B B

B B A

B B B

A A A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

庁内推進体制の充実・強化

事業

①庁内の男女平等推進会議の定期的開催

②関係各課の男女平等施策に関する調整

③関係部署を対象とした男女平等意識の啓発

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

事業評価のために、各課と意見交換を行うということが、男女平等施策に関
する調整及び各課における男女平等意識の啓発に繋がっており、非常によい
サイクルが出来上がりつつある。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③

男女平等推進会議は開催しなかったが、それは計画
策定に合わせて実施するためであり、令和３年は、
計画の評価を市長に報告し、報告書を庁内で共有す
ることにより、男女平等推進の進捗状況を共有して
おり、他の意見交換や研修等もよく行われている。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

C C B

課別評価

C C B

B B A

C C B

C B A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

男女平等推進条例設置の検討

事業
①条例設置検討委員会の設置

②苦情処理機関設置検討委員会の設置の検討

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

男女平等推進条例設置に向けて、少しずつではあるが、前向きの活動が出て
来たところに期待が持てる状況になってきた。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

これまで、ほぼ何もしていない状況であったが、今
回は、他自治体の条例についての情報を収集した
り、都内26市の条例設置状況を確認して、26自治体
のうち13自治体（50％）が条例設置していることを
まとめた。随分と進展している。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（３）

事業

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

A A A

課別評価

A A A

A A A

A A A

A A A

施策全体についての評価

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

国や都、他自治体等との連携や情報交換

①関係機関との交流・連携

協働コミュニティ課

コロナ禍の状況にもかかわらず、連携活動や意見・情報交換が活発に行われ
ており、良い状況である。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①
他市との情報交換や動向把握は活発に行われてい
る。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（４）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B A

課別評価

B B A

A A A

B B A

A A A

B B A

B B A

B B A

B B A

A A A

A A A

A A A

A A A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

男女平等参画に関する職員の理解促進

事業

①職員の意識実態調査の実施

②職員研修の実施

③市発行物等の表現における男女平等ガイドラインの周知徹底(再掲）

協働コミュニティ課・職員課・秘書広報課

施策全体についての評価

男女平等参画に関する職員の理解促進のためにかなりの活動を活発に行って
おり、良い状況である。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②③ 周知・啓発・広報活動いずれも充実している。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

職員課 ①②
協働コミュニティ課との協力の下、周知・啓発・広
報活動いずれも充実している。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

秘書広報課 ③
協働コミュニティ課との協力の下、周知・啓発・広
報活動いずれも充実している。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（５）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B A

課別評価

B B A

B A A

B B A

C B A

B B A

A A A

B B A

B B A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

男女ともに働きやすい職場環境の整備

事業
①「西東京市ワークライフバランス推進労使宣言」、『「健康市役所」宣言』の周知

②庁内のワーク・ライフ・バランスの働きかけ

協働コミュニティ課・職員課

施策全体についての評価

働きやすい職場環境づくりのために、ワークライフバランスの意識推進及び
長時間労働削減のための取り組みともに充実している。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

ワーク・ライフ・バランス意識の普及及び労働環境
改善に向けての研修等、充実している。さらなる内
容充実に向けての問題意識を有している点も頼もし
い。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

職員課 ②
ワーク・ライフ・バランス意識の普及及び労働環境
改善に向けての研修等、充実している。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

124



５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-１

施策（６）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A B

B A B

A A A

B A B

C C B

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

庁内推進体制の充実（★重点課題）

管理的立場における女性職員の参画促進

事業
①管理職試験の受験に向けた継続的な環境整備

②女性職員の活躍推進に向けた取り組みの実施

職員課

施策全体についての評価

男女平等参画社会の実現には、方針決定に参画できる機会が性別に関係なく
平等に与えられることが条件の一つとなる。結果につながるような、より一
層のポジティブ・アクション、取り組みを期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

職員課 ①②

女性管理職の割合は年々少しづつ増えてきてはいる
が、令和２年４月１日時点の「管理的地位にある職
員に占める女性職員の割合」は19.5％で、２割弱に
とどまっている。研修の実施や管理職試験受験の勧
奨等の効果についての検証が必要であると考える。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-２

施策（１）

事業

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A A

課別評価

B A A

A A A

B A A

B B A

施策全体についての評価

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

男女平等推進センター パリテの事業の充実

相談機能の充実

①女性相談の充実と男性相談のあり方の検討

協働コミュニティ課

未だ収束が見えないコロナ感染や先行き不透明な経済状況の中で、相談機能
への要望は一層高まっている。多様な相談に応じられるよう、引き続き内容
の充実を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①

スマートフォンでも予約可能となったことにより相
談へのハードルが下がり、利用が進むのではないか
と考える。また、男性相談、さらには性別を問わな
い相談窓口の整備を進めていっていただきたい。
相談を受ける担当者がどういった専門家なのか多少
なりとも説明があると、相談しやすくなるのではな
いかと考える。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-２

施策（２）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B A A

課別評価

B A A

A A A

B A A

B A A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

男女平等推進センター パリテの事業の充実

学習機能の充実

事業
①男女平等参画の視点にたった各種講座の開催(再掲)

②情報誌パリテの発行と配布(再掲)

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

男女平等参画社会とは何か、具体的な内容がよくわからないという市民の声
もまだまだ多いのではないかと思う。様々な内容の講座開催及び情報誌配布
等、引き続き積極的な情報発信を期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

オンライン開催を含め、多様な講座に参加できる機
会が提供されたことを評価したい。パリテまつり実
行委員会のＨＰ作成は、より多くの関心を集めるこ
とにつながったと確信する。また、情報誌パリテの
内容やデザインに関して、引き続き工夫を重ねて
いっていただきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握

127



５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-２

施策（３）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B A

課別評価

B B A

A A A

B B A

B B A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

男女平等推進センター パリテの事業の充実

情報収集・提供の充実

事業
①男女平等推進センターパリテのホームページでの情報の提供

②男女平等参画に関する図書資料の収集・整理

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

男女平等参画に関する情報へのアクセス増加は、市民の間に理解が広がって
いくことにつながっていく。情報発信・提供の方法に関して更なる工夫を今
後も期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②

市ＨＰ「施設案内」＞「パリテ」のページから「関
連リンク」として「図書コーナー」「情報誌パリ
テ」等へのページへアクセスできるのは良いが、
もっと目立たせてはどうかと考える（ハイパーリン
クの見出しが「男女平等推進」だけなのは、もった
いないと思う）。また、図書の貸出冊数が増えてき
ており、男女平等に関する図書紹介が効果を上げて
きているように思う。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-２

施策（４）

事業

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

B B A

課別評価

B B A

A A A

B B A

B B A

施策全体についての評価

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

男女平等推進センター パリテの事業の充実

市民との協働

①男女平等参画に関する市民、団体等への活動支援とネットワークの形成

協働コミュニティ課

男女平等参画に関心がある市民、団体等への活動支援を進めることによって
自主的な取り組みの輪が広がり、男女平等参画社会への実現へとつながって
いくことを強く期待する。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①

パリテまつりのオンライン開催が実現したことを評
価する。また、パリテまつりのＨＰが作られ、イベ
ントの内容や参加団体に関する情報にアクセスでき
るようになった点も大変良いと思う。より多くの市
民の参加促進のため、さらに発信力を強化していた
だきたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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５　委員会評価報告

基本目標Ⅳ

課題Ⅳ-３

施策（１）

担当課

R1 R2 R3 R4 R5

A A A

課別評価

A A A

A A A

A A A

B A A

男女平等参画の実現に向けた推進体制の強化

男女平等参画推進計画の進行管理

市民参画の恒常的推進組織による計画の進行管理

事業
①男女平等参画推進委員会の開催

②事業評価の実施

協働コミュニティ課

施策全体についての評価

コロナ感染収束の目途が立たない中、委員会開催を進めて報告書を完成させ
た担当課の努力を評価したい。

全体評価(年度)

担当課 事業番号 評価コメント R1 R2 R3 R4 R5

協働コミュ
ニティ課

①②
引き続き委員会の開催及び評価報告の取りまとめを
進め、情報公開の機会の拡大を進めていっていただ
きたい。

総合評価

計画内容

執行状況

課題把握
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６ これからの課題 

 

 令和４年度男女共同参画白書では、「人生100年時代における結婚と家族～家族の姿の変化

と課題にどう向き合うか～」という特集が組まれ、「もはや昭和ではない。」という言葉と共

に、昭和の時代に見られた多世代同居は減少し、全年齢層で単独世代が増加していることが

改めて指摘されている。また、家族の姿が変化し、人生が多様化する中で、時代に対応する

制度設計が求められているとしている。 

 

 さて、令和３年度事業評価については、担当課評価、委員会評価とも全体としてＡ評価が

増え、Ｃ評価が減っていることは評価できる。 

 

 基本目標別に施策評価をみると、「Ⅰ 人権の尊重」については横ばい、「Ⅲ ワーク・ラ

イフ・バランス（仕事と生活の調和）と女性の活躍の推進」はＡ評価が横ばいながらも、Ｂ評

価が増加し、「Ⅱ 地域における男女平等参画の推進」及び「Ⅳ 男女平等参画の実現に向け

た推進体制の強化」についてはＡ評価が増加しＣ評価がゼロとなるなど、全体的に評価が上

昇した。 

 

 施策単位でみても全体的に評価が上昇しているが、「Ⅲ-１ ワーク・ライフ・バランス（仕

事と生活の調和）の推進」において担当課評価でＡ評価が増えているものの、反対にＣ評価

も前年度より増加している。 

 特に市内事業所へのワークライフバランスの周知については、「重要課題別評価」において

指摘したとおり、市内事業団体へのアプローチや連携は、ハードルが高いため、実施が難し

い内容ではあるが、できるところから少しでも取り組みを進めることが必要と思われる。 

 

 最後に、来年度は女性活躍推進計画を包含した第５次計画の策定の年となるが、第４次男

女平等参画推進計画の中間年度における課題の整理や市民意識調査等の結果を踏まえ、実態

に即した計画となるよう十分検討し、男女平等参画社会の実現に向け、前進されるよう取り

組まれたい。 

 

 令和４年10月  日 

西東京市男女平等参画推進委員会 
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７ 中間年度における課題の整理 

 

 令和元年度からの本計画も３度目の評価を迎えた。令和５年度からは次期計画である第５

次計画の策定作業が始まる。これまでの第４次計画の評価を通じて明らかになった、事業や

評価方法等に関する課題を下記のとおり整理し、それらを踏まえたうえで第５次計画を策定

されたい。 

 

１．計画と評価の関係について 

  第４次計画の評価については、令和元年度に委員会において評価方法の検討を行い、重

点課題別評価、事業別評価という形で評価を行ってきた。事業別評価については、担当課

による事業評価に対し委員会が評価を行い、評価理由を付して各担当課にフィードバック

することで各担当課がそれを次年度の課題として活かし、最終的に計画に沿って市の施策

が推進されることを目的として行ってきた。 

  ただ、これまでの評価は年度終盤の予算策定が終わった段階で公表していたため、次年

度予算に反映しづらい状況となっていたが、令和３年度評価からは予算要求前の９月まで

に評価報告書を公表することで、より予算に反映しやすいよう配慮した。 

 

２．評価項目の見直しについて 

  評価項目の中には、毎年の評価項目として適当かどうか、検討を要すると思われる項目

がある。例えば委員が一人の場合における男女比や、役職等によって選任される委員の男

女比について評価を行うことなどである。このような項目についての評価項目を見直すこ

とや、毎年評価を行うのではなく、委員の任期ごとに評価を行うなどの変更について検討

されたい。 

  また、本計画においては項目が細分化されているが、市の事業としては同じである場合

などは評価しやすくするためにも項目の統合を検討されたい。 

 

３．検討段階の事業に対する評価について 

  計画の策定時から検討段階のまま変わらない事業があるが、５年という計画期間で実施

の見込みが少ない事業については、課題として計画には記載しつつも、毎年評価を実施す

る必要があるかどうか検討する必要があると思われる。 

 

 令和４年10月  日 

西東京市男女平等参画推進委員会 



８　課題ごとの指標及び目標値

★重点課題

目標 指標 現状値
Ｒ５年度
目標値

Ｒ１
年度

Ｒ２
年度

Ｒ３
年度

Ｒ４
年度

Ｒ５
年度

Ⅰ-1
★

 男女の固定的性
別役割分担意識
の解消

男女の固定的性別役割分
担意識の解消について、
解消されていると思う人
の割合を増やす

63.4%
(平成29年)

70.0% - - - -

Ⅰ-2

家庭・学校・地
域における男女
平等教育と学習
の推進

社会全体として「男女の
地位は平等になってい
る」と思う人の割合を増
やす

15.3%
(平成29年)

30.0% - - - - -

Ⅰ-3
★

配偶者等からの
暴力の防止と被
害者支援

配偶者から暴力を受けた
とき、「誰にも相談しな
かった」人の割合を減ら
す

58.7%
(平成29年)

50.0% - - - - -

Ⅰ-4
男女平等を阻む
暴力の防止

女性相談の認知度を上げ
る

19.2%
(平成29年)

50.0% - - - - -

Ⅰ-5
性と生殖に関す
る健康支援

女性に特有のがんの検診
受診率を上げる

乳がん:25.6％
子宮頸がん:19.0％
（平成30年4月1日

現在）

乳がん：26％
子宮頸がん

:21％
- - - - -

Ⅱ-1
★

政策・方針決定
過程への男女平
等参画の推進

市の審議会・委員会等に
おける女性委員の割合を
増やす

32.8%
（平成30年4月

1日現在）
40.0% 33.5% 32.3% 31.6% - -

Ⅱ-2
地域活動におけ
る男女平等参画
の推進

地域社会（自治会・町内
会など）において、「男
女の地位は平等になって
いる」と思う人の割合を
増やす

43.9%
(平成29年)

60.0% - - - - -

Ⅱ-3

男女平等参画の
視点による防
災・まちづくり
の推進

防災会議における女性委
員の割合を増やす

5.9%
(平成30年7
月1日現在)

15.0% 5.9% 11.8% 14.3% - -

Ⅲ-1
★

ワーク･ライフ･
バランス（仕事
と生活の調和）
の推進

ワーク・ライフ・バラン
スを実現していると思う
人の割合を増やす

42%
(平成29年)

60.0% - - - - -

Ⅲ-2
経済活動におけ
る女性活動

職場において、「男女の
地位は平等になってい
る」と思う人の割合を増
やす

26.2%
(平成29年)

40.0% - - - - -

Ⅲ-3
男性の家事・育
児・介護への参
画促進

男性が家事・育児・介護
等に携わっている時間を
増やす

1時間17分
(平成29年度)

2時間 - - - - -

Ⅲ-4
Ⅲ-5
共通

子育てへの支
援・
介護への支援

男性の育児休業取得率を
上げる

2.9% 10.0% - - - - -

Ⅳ-1
★

庁内推進体制の
充実

女性係長級職以上の割合
を増やす

29.7%
(平成30年4月

1日現在)
40.0% 24.0% 26.3% 27.7% - -

Ⅳ-2
男女平等推進セ
ンターパリテの
事業の充実

男女平等推進センター パ
リテの認知度を上げる

20.3%
(平成29年度)

40.0% - - - - -

Ⅳ-3
男女平等参画推
進計画の進行管
理

西東京市男女平等参画推
進計画の実績評価におい
て着実に執行されている
事業の割合を増やす

A評価53.5％
(平成29年度各

課実績)
60.0% 53.5% 49.1% 57.0% - -

課題

Ⅰ
人
権
の
尊
重

Ⅱ
地
域
に
お
け
る
男
女
平
等
参
画
の
推
進

Ⅲ
ワ
ー

ク
･
ラ
イ
フ
･
バ
ラ
ン
ス
（

仕
事
と
生
活
の

調
和
）

と
女
性
の
活
躍
の
推
進

Ⅳ
男
女
平
等
参
画
の
実
現
に
向
け

た
推
進
体
制
の
強
化
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９．第４次計画の評価活動

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

担当課
評価

　反映 　反映 　反映 　反映

4月 9月   8月 12月 4月 9月 4月 9月 4月 9月

　考慮 　考慮 　考慮 　考慮

○予算見積 ○予算見積  反映 ○予算見積  反映 ○予算見積

中間
まとめ

答申

　パブコメ

7/31から2年間 7/31から2年間 7/31から2年間

○上半期に前年度の実施結果への委員会評価をまとめ、当該年度の事業実施内容や翌年度の担当評価に反映できるよう、周知方法や資料の作り方を工夫します。

○委員会評価は、次年度の予算見積にも活用します。

○評価活動３年度目（令和４年度）に中間評価を行い、次期計画の中間のまとめに反映させます。中間評価に当たっては、重点課題など対象を絞ったヒアリング等も検討します。

○評価活動４年度目（令和５年度）の委員会評価も、次期計画の素案に反映させます。

令和６年度

第４次
計　画

担　当
部　門

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 事業実施

委員会

委員会評価

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

委員任期

委員会評価
(中間評価)

委員会評価 委員会評価 → 総評価

第５次
計　画

アンケート→
基礎調査等→

素案

委員会評価

（例）

・委員会評価を庁内に周知する際に、評価を踏まえた取組を依頼する。また、

担当課評価と委員会評価に乖離があるものについては検証を促す。

・次年度の担当課評価で委員会評価が把握できるよう、各課への連絡を工夫する。
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